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む

ず
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は

し

が

き

個
人
的
自
由
競
争
よ
り
独
占

へ
の
轄
化
は
、
最
近
の
資
本
主
義
経
済

に
お
け
る
最
も
重
要
な
現
象
の

一
つ
で
あ
る
が
、
こ
の
韓
化

は
、
晩
か
れ
早
か
れ
、
直
接
ま
た
は
間
接

に
私
法
の
各
部
門
に
対
し

て
も
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
と
な
る
。
と

こ
ろ
が
、
こ
れ
ら
の
現

象
を
規
律
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
る
諸
國
の
民
法
典
な
る
も
の
は
,
多
く
,
独
占

資
本
主
義

以
前
の
時
代
に
制
定
さ
れ
た
か
、
も
し
く

は
、
こ
の
奮
時
代
の
影
響
を
多
分
に
受
け
て
制
定
さ
れ
た
も
の
で
あ

つ
て
、
そ
の
基
調
は
、
新
し
く
生
じ
た
法
的
現
象

の
そ
れ
と
封

蹴
的
な
も
の
で
あ
る
。
從

つ
て
、
こ
れ
ら
の
現
象
の
重
要
性
が
加
は
れ
ば
加
は
る
ほ
さ
、
そ
れ
だ
け
、
両
者

の
聞
に
存
す
る
差
異
も

明
瞭
,こ
な
の
、
こ

・
に
,

『
私
法
の
変
遷
」

に
つ
い
て
の
法
學
者
の
注
意
と
興
味
と
を
喚
起
す
る
に
い
た
つ
た
の
で
あ

る
。

一
九

一

、○
年
の

ヘ
ィデ

マ
ン
ニ

)、

一
九

一
二
年
の
デ
ュギ
ー
(二
)
、
同
年
の
シ
ャ
ル
モ
ン
(三
)な
,こ
の
述
作
の
績
出
し
た
の
は
、

お
そ
ら
く
か

・
る
事
情
に
基
い
た
の
で
あ
ら
う
(四
)。
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.
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第

一部
の
「
部
分
に
つ
い
て
の
抄
謬
的
紹
介
ざ
し
て
.
我
妻
氏

「損
害
賠
償
理
論
に
於
け
る
「
具
體
的衡
平
主
義
』
」

(法
學

私

法

の

鍵

遷

(第
三
霧
第
一
號
)

(
一
八
三
)

三



私

法

の

璽

遷

,

(
第
三
霧
第

一
號
)

二

八
四
)

四

志
林

二
四
巻
三
-
五
號
)
第

二
部
の
全
般
的
紹
介
さ
し
て
、
我
妻
氏

「
へ
ー
デ

マ
ン
の

『
土
地
法
の
進
化
』
」
(
法
學
志
林
三
三
君
九
號
)
、
高
柳
氏

「
紹

`

介
」

(
國
家
學
會
難
誌
四
五
巻
六
號
)
。

(
註

二
)

全
課
単
行
本

ざ
し
て
西
島
氏

「
私
法
変
遷
論
」
、
紹
介
ざ
し
て
牧
野
氏

「
法
律
現
象
の
単
位
ざ
し
て
の
擢
利
」

(
「
現
代
の
文
化
ざ
法
律
」
三
五
八
頁
以

下
)
、
杉
山
氏

「
デ

ユ
ギ
ー
の
権
利
否
認
論
の
批
判
」

(
法
學
協

會
雑
誌
三
四
巻
九
ー

一
喝
號
)
な
さ
。

(註

罠
)

(
註

四
)

そ

の
他
、
か

》
る
意
味

の
私
法
変
遷
論
ざ
し
て
は
.

-
全
繹
軍
行

本
ざ
し
て
杉
山
氏

「
佛
蘭
西
民
法

の
鰹
遷
」
。

-
紹
介
さ
し
て
橋
本
氏

「
個
人
法
よ
り
社
會

法

へ
」

(
法
學
志
林
三
二
省

一

二
號
)

。

し
か
る
に
、
そ
の
後
、

一
九

一
七
年
に
い
た
り
,

ロ
シ
ァ
に
お
い
て
異
質
的
國
家
の
生
誕
を
見
、
新
し
い
法
瞳
系
の
樹
立
せ
ら
る

L
eon D

uguit, L
es transform
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, S. 457 ff.)
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L
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er, E
ntw

icklungstendenzen im
 deutschen Privatrechte, 1928.



る

に

お

よ
び

、

さ

ま

ざ

ま

な

る
意

味

に

お

い

て
現

代

の
法

學

者

を
刺

戟

す

る

こ
.こ
と
な

つ

た
。

こ

・
に
,

『
私

法

愛
遷

論

』

再

生

の

根
拠

が
あ
る
の
で
あ
る
。

い
ま
こ
れ
か
ら
、

わ
た
く
し
の
取
扱
は
う
と
す
る
レ
ン
ホ
フ
教
授
の
論
文

ー
A
r
t
h
u
r
 
L
e
n
h
o
f
f
,

W
a
n
d
l
u
n
g
e
n
 
d
e
s
 
P
r
i
v
a
t
r
e
c
h
t
s
 
(
Z
e
i
t
s
c
h
r
i
f
t
 
 
f
u
r
 
S
o
z
i
a
l
e
s
 
R
e
c
h
t
,
 
3
.
 
J
h
r
g
.
 
N
r
.
 
3
,
 
M
a
i
 
1
9
3
1
,
 
S
.
 
1
3
5
 
f
f
.
)

も

、

お
そ

ら

く

こ

の
部

類

に
属
す

べ
き

も

の
で

あ

ら
う

。

も

ち

ろ

ん

、

そ

の
論

す

る

と

こ

ろ

は
、

さ

き

に
掲

げ

た
古

典

的

著

作

と
大

差

な

い

の

で

あ

る
が

、

し

か
し

、

そ

の

、
比

較

的

短
篇

な

る

に
も

か

・
は

ら
ず

、

引

用

す

る
資

料

が

極

め

て
多

方

面

に
わ

た

り

.
殊

に
、

ソ
ヴ

ェ
ー

ト

●
ロ

シ

ア
の
法

制

に
も

及

ん

で

ゐ

る
鮎

に

お

い
て

、
多

大

の

示
唆

を

與

へ
る

も

の

が

あ

る

(
置
)
。

(註

五
)

レ
ン
ホ
フ
氏
は
・
ウ
イ
ー
ン
大
學
の
員
外
教
授
(
a
.
 
o
.
 
P
r
o
f
e
s
s
o
r
)

で
あ

つ
て
.
民
法
、
鶴

法
、
商
法
馨

の
部
門

に
つ
い
て
、
,幾

多

、

の
著
書
論
文
を
出
し
て
居
ら
れ
る

(
K
u
r
s
c
h
n
e
r
s
 
D
e
n
t
s
c
h
e
r
 
G
e
l
e
h
r
t
e
n
K
a
l
e
n
d
e
r
,
 
1
9
3
1
,
 
S
.
 
1
7
1
1
参
照

)
o

氏
は
、
ま
だ
、
わ
た
く
し
の

こ
》
に
取
扱
は
う
さ
す
る
論
文
の
載
つ
て
ゐ
る
Z
e
i
t
s
c
h
r
i
f
t
 
f
.
 
S
o
z
i
a
l
e
s
 
R
e
c
h
t

の
協
働
者
で
も
あ
る
。

レ
ン
ホ
フ
敢
授
は
、
各
種
の
法
律
上
の
原
則
を
中
心
と
し
,
こ
れ
ら
の
原
則
が
他
の
法
律
上
の
原
則
或
ひ

は
思
想
に
よ
つ
て
い
か

に
憂
更
さ
れ
て
き
た
か
を
論
謹
せ
ん
と
努
め
て
ゐ
る
が
、
本
稿
で
は
、
理
解
の
便
宜
上
、
各
種
の
實
質
関
係

を
中
心
,、一し
て
説
明
し

よ
う
・こ
思
ふ
。
な
ほ
こ
れ
に
關
聯
し
て
わ
が
國
に
お
け
る
立
法
判
例
學
説
な
さ
を
充
分
に
顧
慮
す
る
必
要
が
あ
る
と
は
考

へ
た
が
、

都
合
上
、
こ
れ
を
後

の
機
會
に
譲
り
、
こ
・
で
は
論
同
氏
の
所
論
を
中
心
と
し
て
、
或
ひ

は
多
少
の
理
論
的
説
明
を
加

へ
、
或
ひ
は

私

法

の

齢

遷

(第
三
巻
第
一
號
)

二

八
五
)

五



私

法

の

鍵

遷

(第
三
霧
第

一號
)

(
一
八
六
)

六

そ
の
内
容
た
る
資
料
を
わ
た
く
し
の
考

へ
に
從

つ
て
分
類
す
る
こ
と
と
し
た
。

序

本
論

に
入
る
に
先
だ
つ
て
、

レ
ン
ホ
フ
教
授
の
所
論

の
構
成
を
意
課
的
に

一
磨
紹
介
す
る
。
そ
の
本
來
の
構
成
は
、
ま
た
そ
れ
と

し
て
、
興
味
あ
る
も
の
と
考

へ
る
か
ら
で
あ
る
。
な
ほ
、
こ
の
部
分
に
つ
い
て
の
見
出
し
は
、
便
宜
上
わ
た
く
し
の
つ
け
た
も
の
で

あ
り
、
ま
た
、
と

れ
は
こ
の
部
分
だ
け
に
は
か
ぎ
ら
な
い
が
ー

括
弧
内
の
頁
数
は
。
同
氏
の
論
文
の
掲
げ
ら
れ
た
前
掲
雑
誌

の

通

頁

数

を

示

す

も

の
で
あ

る
。

闇

自
由

の
原
則
ざ
そ

の
変
遷

二

三
五
⊥

三
九
頁
)

近
代
に
お
い
て
二
つ
の
大
き
い
外
國
法
の
纒
受

(
R
e
z
e
p
t
i
o
n
e
n

)
が
あ
つ
た
。
そ
の

↓
つ
は
近
代

の
揺
藍

博
.に
お
け
る
も
の
で
あ

つ
て
、
す
な
は
ち
、

ロ
ー

マ
法
の
躍
受
で
あ
り
。
そ

の
二
は
、
文
化

の
盛

時
に
お
け
る
も

の
で
あ
つ
て
、
啓
蒙
啓
學
の
諸
思
想
に
よ
つ
て
養
ば
れ
だ
フ
ラ
ン

ス
民
法
典

(
C
o
d
e

c
i
v
i
l

)
が
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
大
部
分
殊
に
ラ
テ

ン
系

の
諸
國
に
対
し
、
さ
ら
に
は
、
前
ア
ジ
ア
、
中
部
な
ら
び
に
南
ア
メ
リ
カ
に
向
ひ
、
な
ほ
ま
だ
、
北

ア
メ
リ
カ

の
大
駒
域
に
樹
し
て
、
侵
入
し
た
こ
ざ
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら

二
つ
の
縫
受
は
ざ
も
に
、
個
人
主
義

の
法
竸
系
を
支
配
ず
る
に
い
た
つ
た
。

ま

つ
た
く
、
個

々
人
が
何
を
、
ま
た
、
そ
れ
を
い
か
に
な
ず
か
は
、
そ

の
任
意
た
、
ざ
い
ふ
ご
ざ
に
な

つ
た

の
で
あ
る
。
か
く
て
、
自
由
は
、
法

の
す
べ



て
の
領
域
に
現
は
れ
る
。
ず
な
は
ち
・
秘
組

a
跡
臥

(
<
①
答
茜
ひq
ω
酔
Φ
淳
①
津
)
・

繕
淋
昨
洛
動

伽
詠
由

(
　

　
)
、
猷
團
形
成
の
自
由

(
　

)
、

方
式
の
自
由

(
　

)
.
な
さ
。
な
ほ
、第
三
の
大
法
系
な
る
イ
ギ
リ

ス
法
に
お
い
て
も
、
や
は
り
同
様
で
あ
る
。
(
;
.五
頁
)

ず
べ
て
右

の
こ
さ
は
、
特
に
私
法
の
領
域
に
お
い
て
以
下
に
示
す
よ
う
な
諸
種

の
方
向
に
現
は
れ
る
。

(
1
)

私
的
自
律

(
　

)
よ
り
他
律
的
強
制

へ
(
一
三
五
頁
)。

法
秩
序
は
個

々
入
に
鉗
し
て
、
そ
の
行
動

の
準
則
を
み
つ
か
ら
決
定
ず
る
に
ま
か
せ
る
。
i

-締

結
の
自
由
　

)

締
約

の
自
由

(
　

遺
言
の
自
由

(
↓
①
ωけδ
鳳
毒
葺
皿
C

方
式

の
自
由

(
　

)

騨
紛
告
蜘
⑳
跡
跡

(
　

げ
皿
梓)

分
割

の
自
由

(
　

)

譲
渡
の
自
由

(
　

)
な
さ
。
し
か
し
、
こ
の
私
的
自
律
の
原
則
の
、
明
白
な
る
縛

.

向
を
示
ず
も
の
ざ
し
て
、
ド
イ
ツ

に
お
け
る
石
炭
、
加
里
経
済

の
國
家
的
統
制
が
あ
る
。
ず
な
は
ち
、
シ
ン
ヂ
ケ
ー
ト
の
形
成
は
自
登
的
た
が
、
加
盟
は

強
制
し
う
る
の
で
あ
る
。
か
く
て
、
自
由
経
済

に
劉
し
て
拘
束
せ
ら
れ
だ
経
済

が
、
規
制

せ
ら
れ
ざ
る
無
計
書
生
産
に
対
し

て
計
書
経
済

が
次
第
に
現
は

れ
て
く
る
。

(
2
)

逡
言
露
分
の
自
由
ざ
平
等
思
想
に
よ
る
そ

の
制
限
二
三
五
頁
)o

造
言
虜
分
或
ひ
は
死
後
處
分

の
自
由
に
劉
し
て
、
可
譲
分
、
遣
留
分
の
制
度
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
自
由
ざ
平
等
思
想
ざ
の
闘
璽
で
あ
る
。

(
3
)

腱
分
の
自
由
よ
り
團
體
ま
た
は
全
髄

の
た
め
の
虜
分
の
制
限

へ
(
一
三
五
1
一
三
六
頁
)。

a
團
體

思
想
に
よ
る
制
限
(
一
三
五
レ
一
三
六
頁
)。

隠

思
想

(
　

)
は
・
橡

露

の
援
大
ざ
個
別
財
産
に
封
ず
る
齢

塩

ハの
進
出
(
相
続税
の
袈

)
に
表
は
れ
る
。

私

法

の

鍵

遷

(
第
三
巻
第

一
號
)

(
一
八
七
)

七

gung)'

 (V
ertragsfreiheit)'

(Freiheit der V
ereinsbilduug)'

(Freiheit der w
irtschaftlichen B

et ti

(Form
freiheit)'

(Privatautonom
ie)

A
bschlussfreiheit)

(K
ontrahierungsfreiheit)

heit)
(T

eilungsfreiheit)

(T
estierfreiheit)

(Form
freiheit)

(V
 erau sserungsfreiheit)

(K
undigungsfrei

(G
edanke des V

erbandes)



私

法

の
変

蓬

(第
三
巻
第

一
號
)

(
一
八
八
)

八

こ
の
團
體
思
想
は
、
家
團
の
土
地
の
分
割
盧
分
を
禁
ず
る
こ
さ
が
あ
る
o

b

全
髄
利
益

(
G
e
s
a
m
t
i
n
t
e
r
e
s
s
e

)

に
よ
る
制
限
二
三
六
頁
)Q

オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
土
地
取
引
法
に
よ
る
農
業

地
の
譲
渡

の
制
限
、
森
林
地
の
役
権

(
S
e
r
v
i
t
u
t

)
設
定

の
制
限
、
借
家
法

に
よ
る
保
存
以
外
の
目
的
を

も

つ
て
ず
る
家
賃
の
虜
分
禁
止
な
さ
、
こ

の
例
で
あ
る
。

(
4
・)
締
結
自
田
よ
り
締
結
強
制

へ
(
一
三
六
ー
一三
七
頁
)。

こ
れ
は
三
方
面
に
現
は
れ
る
。

a
独
占

龍
の
、
需
要
者
に
封
ず
る
契
約
締
結
の
事
實
的
強
制
鱈
一三
六
頁
)o

、

か
ハ
一ハ
ハ
の
認
許

・
不
応
蹄
熱
の
禁
止

・
経
醤

伽
秘
岱
の
保
護
は
、
必
然
に
独
占
的
地
位
を
作
る
。
ざ
こ
ろ
で
、
カ

ル
テ
ル
な
ど

の
欄
占
に
よ

つ
て
、

需
要
は
供
給

の
契
約
條
項
に
羅
束
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
カ

ル
テ
ル
協
定

の
法
律
的
取
扱
ひ
が
問
題
ざ
な
る
o
よ
つ
て
、
こ
》
に
ド
イ
ソ
に
お
け
る
判
例
な

ら
び
に
立
法

の
態
度

の
詳
述
が
あ
る
o

b

需
要
者
に
封
ず
る
、
契
約
締
結
の
法
律
的
強
制
二

三
六
⊥

三
七
頁
)o

オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
自
動
車
法
に
お
い
て
は
各
自
動
車
に

つ
い
て
賠
償
責
任
保
険

の
締
結
が
強
制
さ
れ
て
ゐ
る
G
な
ほ
、
俣
険
施
設
は
待
許
制
度
に
よ
つ

て
独
占
的
地
位
を
得
る
の
た
が
、
カ
ル
テ
ル
ま
た
は
商
標
附
商
品
販
売

者
ざ
同
様
に
、
需
要
者
に
対
し
て
は
締
結
の
義
務
を
賢
は
な
い
。
そ
し
て
、
需
要

者
は
、
独
占
者
の
強
迫
、
ま

だ
は
独
占
者
に
よ
つ
て
反
良
俗
的
に
加

へ
ら
れ
た
損
害
を
理
由
.込
し
て
も
、
保
護
を
受
け
.礼
な
い
。

c

企
業
に
封
ず
る
契
約
締
結
強
制
(
一
三
七
頁
)。

オ
!
ス
ト
リ
'ア
民
法
は
か

》
る
も
の
を
知
ら
な
か

つ
た
が
、
い
ま
は
、
族
客
蓮
逡
大
企
業

・
郵
便
車
業

.
電
流
供
給
企
棄
に
対
し
、
契
約
締
結
を
強
制



し
、
需
要
者
に
封
ず
る
供
給

の
距
絶
を
禁
止
ず
る
。
さ
ら
に
、
社
會
的
理
由
に
基
く
締
結
強
制

の
例
ざ
し
て
は
、
官
庁
に
よ
る
佳
宅
の
割
當
、
中
央
救
護

所
に
よ
る
重
傷
者
傭
入
の
割
當
が
あ
る
o

(
5
)

他
律
的
個
別
的
規
範
よ
り
自
律
的
團
鎧
的
規
範

へ
(
一
三
七
ー
一
三
入
頁
)o

'

今
日
、
銀
行
業

・
保
険
業

・
電
氣
瓦
斯
企
業

・
加
工
工
業
な
ε
に
お
い
て
は
、
そ
の
相
互
間

に
お
け
る
内
部
的
協
定
が
法
律

の
他
律
的
規
範
を
排
除
し

て
ゐ
る
し
、
ま
た
、
労
働
法
に
お
い
て
は
、
團
體
協
約
が
個
別
的
労
働
契
約
を
征
服
し
た
。

(
6
)

形
成
の
自
由

・
類
型

の
自
由
ざ
そ

の
制
限
(
一
三
八
頁
)。

現
行
民
法
典
は
、
い
か
な
る
種
類

の
法
律
行
爲
で
も
個

々
人

の
欲
す
る
ま

》
に
形
成
さ
せ
た
。
か
く
て
、
法
律

の
定
む
る
類
型
以
外
に
新
た
な
る
類
型

が
生
じ
た
、
例

へ
ば
、
新
聞
廣
告
契
約

、
保
護
函
貸
付
契
約
。
し
か
し
な
が
ら
、
発
展
は
こ
》
に
お
い
て
も
自
由
主
義

的
思
想
に
逆

つ
て
進
む
。
そ
の
法

律
行
爲
的
形
成
が
個
人
に
ま
か
せ
ら
れ
て
あ
る
よ
う
な
領
域
殊
に
家
族

の
領
域
に
お
い
て
さ

へ
も
、
類
型
の
自
由
を
制
限
し
或

ひ
は
禁
止
ず
る
。
こ
の
こ

ざ
は
夫
婦
財
産
制
の
璽
遷
に
お
い
て
確
認
せ
ら
れ
る
。
な
ほ
、
ソ
グ

ェー
ト

・
ロ
シ
ア
民
法
第
二
條

は
裁
判
准
求
む
る
標
利
の
抱
棄
、

す
な
は
ち
、

仲
裁

裁
判
約
款
を
無
敷

ご
し
て
ゐ
る
。
從

つ
て
、
そ
こ
で
は
、
自
己

の
煙
利
に
關

し
目
己

の
指
定
し
た
機
關
に
よ
る
法
律
関
係

の
形
成
が
禁
止
さ
れ
る
。

(
7
)

方
式

の
自
由

・
謹
操

の
自
由
ざ
そ
の
制
限
二
三
八
-
一
三
九
頁
)。

諸
大
民
法
典

の
基
調
た
ろ
個
人
主
義
の
思
想
は
方
式
自
由
、
謹
掠
自
由
の
原
則
ざ
し
て
も
表
は

れ
て
ゐ
る
。
た
が
、
こ

》
に
も
、
そ

の
自
由
制
限
の
傾

向
が
認
め
ら
れ
る
。
ま
つ
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
、
イ
ギ
リ

ス
法
、
ソ
ヴ
ェ
ー
ト

・
ロ
シ
ア
民
法
に
お
い
て
は
、

一
定
の
法
律
行
爲

に
つ
き
書
面
の
方
式
が
要

求
さ
れ
、
謹
撮
法
上
、
人
謹
が
許
さ
れ
な
い
。
ま
た
.
保
護
思
想
に
基
く
制
限
ざ
し
て
は
、
特
許
法
上
、
使
用
人
の
畿
閉
ま
た
は
そ
の
利
用

が
使
用
者
に

蹄
属
す

る
旨
の
約
定
、
も
し
く
は
、
民
法
上
.
保
謹
人
の
保
謹

の
意
思
表
示
に
つ
き
、
書
面
の
方
式

が
要
求
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
か
く
て
、
取
引
は

一
定
し

私

法

の

鍵

遷

(
第
三
巻
第

一
號
)

二

八
九
)

九



私

法

の

鍵

蓬

(
第
三
翁
第

一
號
)

(
一
九
〇
)

.
一
〇

た
表
現
方
式
に
1

時
ざ
し
て
は
公
的
性
質
を
有
ず
ろ
表
現
方
式
に
(不
動
産
取
引
に
關
ず
る
ド
イ
ツ
民
法
三
=
二
條
参
照
)
ー

固
定
せ
し
め
ら
れ
る
。

こ

》
に
も
ま
た
、
個
人
的
自
由
よ
り
強
制

へ
の
発
展
過
程
が
表
は
れ
て
ゐ
る
。
ざ
こ
ろ
が
他
方
、
私
的
世
界

の
小
領
域
に
關
ず
る
か
ぎ
り
、
磯
展
は
反
対

の
方
向
に
進
む
。

ソ
ヴ
ェ
ー
ト

・
ロ
シ
ア
法
に
お

い
て
は
、
か

つ
て
公
法
的
に
し
て
要
式
行
爲
た
つ
た
婚
姻
が
、
ふ
流

》
び
方
式
自
由
な
る
法
律
行
爲
、≧

宣
言
せ
ら
れ
る
に
い
沈
つ
た
。
か
く
て
、
婚
姻
は
い
は
ノ
法
の
外
に
お
か
れ
る
。
す
な
は
ち
、
法
は
、

ソ
ヴ
ェ
ー
ト

・
ロ
シ
ア
の
立
法
者
に
ざ
つ
て
は
、

軍

に
ア
ロ
レ
タ
リ
ア
階
級

の
支
配
な
維
持
よ
る
た
め
の
手
段
で
あ
り
、
從

つ
て
自
己
法
則
的

(
e
i
g
e
n
g
e
s
e
t
z
l
i
c
h

)
で
は
な
い
の
で
あ

つ
て
、
支
配
意

思
が
何
ら
活
動

の
場
面
を
求
め
な
い
所
に
は
ー

ず
な
は
ち
雨
性
間

の
関
係
に
は
-

入
り
込
む
鯨
地
を
與

へ
ら
る
べ
き
で
な
い
の
で
あ
る
c

二

婚
姻
関
係

の
私
事
化

・
國
家
性
喪
失

(
E
n
t
s
t
a
a
t
l
i
c
h
u
n
g

)
ざ
親
子
関
係

の
公
法
化
二
三
九
⊥

四
〇
頁
)。

婚

姻

の
國
家
性
喪
失
な
る
現
象

の
萌
芽
は
、
婚
姻
的
親
族
関
係

ざ
非
婚
姻
的
親
族
開
係
ざ
の
差
別
を
撤
魔
せ
む
ざ
ず
る
努
力
か
ら
生
ず
る
も
の
で
あ

つ

て
、
よ
つ
て
、
婚
生
子
ざ
私
生
子
ざ
の
匠
別
の
撤
膿
せ
ら
れ
る
こ
ざ
》
な
る
。

既
に
ノ
ル
ク

ェ
ー
の

一
九

一
五
年
四
月

一
日
の
法
律
は
こ
の
趣
旨
を
示
す

が
、
ソ
ヴ
ェ
ー
ト

・
ロ
シ
ア
法
に
お
い
て
は
、
最
も
徹
底
し
て
ゐ
る
。

し
か
る
に
、
他
方
、
ソ
ヴ
エ
!
ト
・
ロ
シ
ア
法
で
は
.
親

の
子
に
劉

す
る
監
護
扶
養

の
義
務
は
公
的
監
督

の
も
ざ
に
立
ち
.
殊

に
扶
養
料

の
給
付
は
確

保
さ
れ
る
。
こ
の
こ
ざ
は
、

ソ
ヴ
ェ
ー
ト
共
和
國
に
お
い
て
は
同
時
に
経
済

上
の
独
占
者

ざ
し
て
活
動
し
て
ゐ
る
國
家
が
、
経
済
問
題
の
解
決
が
求
め
ら

れ
た
場
合

に
は
、
ま
た
も
干
渉
ず
る
ざ
い
ふ
こ
ざ
を
示
し
て
ゐ
る
〇

三

強
行
法

・
倫
理
的
法
規
範
に
よ
る
自
由
の
制
限
(
茜

○
⊥

四
一頁
)。

國
家

怠
思
を
支
配
す
る
ざ
こ
ろ
の
か
の
層
は
,い
は
ば
彼
ら
の
利
益
を
擁
護
す
る
外
墜

(
A
u
s
s
e
n
w
e
r
k
e

)
ざ
も
云
ふ
べ
き
限
界
を
立
て
る
。
法
定
立

の
こ

の
限
界

は
私

法
の
地
盤
に
お
い
て
は
、
強
行
法
.
ず
な
は
ち
そ
れ
自
身
ざ
し
て
は
本
來
伸
縮
性

な
き
法
倫

理
規
範
を
、
形
成
ず
る
。
個
人
主
義

の
法



髄
系
は
・
強
行
法
な
る
も

の
を
ほ
ざ
ん
さ
認

め
な
か
つ
た

の
で
あ
る
が
.
今
日
で
は
強
行
法
の
堆
積
に
よ
つ
て
、そ

の
土
毫

を
動
揺

せ
し
め
ら
れ
て
ゐ
る
。

こ
れ
ざ
並
ん
で
・
倫
理
も
ま
た
法
内
容
ざ
な
り
法
律
秩
序
の

一
部
さ
な
る
。
そ
う
し
て
こ
の
倫
理
概
念
は
、
時
閲
的
空
間
的
に
変
化

す
る
正
義
な
る
社
會

珊
燈

⑳
弘
ち
応
見
出
さ
れ
る
。
こ
の
こ
ざ
は
、
辯
護
士

職
務

の
無
償
性
の
墾
遷
、
私
有
財
産
無
償
浸
牧

に
つ
い
て
の

ソ
ヴ
。
ー
ト
ざ
他
國
ざ
の
見
解

の
相

違

な
♂
の
う
ち
に
現
は
れ
て
ゐ
る
o
さ
て
、
法
倫
理
の
規
範
に
お
い
て
は
、
法
規
範

の
自
地
性

(
B
l
a
n
k
e
t
t
c
h
a
r
a
k
t
e
r

)
が
最
も
明
瞭
に
現
は
れ
る
。

こ
の
白
地
性
は
熱
軌
富

伽
権
限
准
撞
大
さ
せ
る
ご
ざ
に
な
り
、
從

つ
て
、
立
法
権
ざ
司
法
権
と
の
分
界
を
不
明
瞭
な
ら
し
め
る
。

さ
こ
ろ
で
、
強
行
的
性
質
を
有
す
る
規
範

の
適
用
範
囲
が
、
さ
ら
に
動
機
を
顧
慮
す
る
こ
ざ
に
よ
つ
て
、
擾
大
せ
ら
れ
た
。

四

契
約
誠
實

・
契
約
全
能

よ
り
契
約
目
的
全
艘
利
益

の
顧
慮

へ
二
四
一ー
西

三
頁
)。

強
行
法
の
堆
積
に
よ
つ
て
契
約

の
自
由
は
軍
に
法
規
上
存
在
ず
る
に
す
ぎ
な
い
ご
ざ
》
な
る
。
從

つ
て
、
契
約
誠
實

(
V
e
r
t
r
a
g
s
t
r
e
u
e

)
を
侵
ず
ご

ざ
に
対
す
る
畏
怖
も
ま

た
潰
失
し
つ
》
あ
る
。
こ
の
こ
と
は

二
つ
の
方
向
に
現
は
れ
る
。
契
約
上
の
権
利

の
そ
れ
に
反
ず
る
目
的

へ
の
利
用
ざ
、
契
約

の

許
與
ず
る
陣
激

総

の
濫
用
覗
毛

あ
る
・
讐

の
例
・乞

て
は
、
徐

露

の
概
念
の
近
年
に
お
け
る
新
解
讐

、
適
法
な
る
解
潔

行
使
に
つ
き

壕

の
補
償
霧

を
認
め
黍

例
嘉

、
こ
れ
に
學

る
。
さ
ら
に
ま
た
、
ド
イ
ツ
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
保
険
契
約
の
失
権
約
款
に
關
す
る
新
立
法
も
.㌧

の
傾
向
か
表

ば
ず
。

以
上

を
云
ひ
か

へ
れ
ば
・
契
約
の
全
能
は
全
髄
利
益

の
顧
慮
に
対
し
て
譲
ら
ざ

る
を
え
な
い
こ
ざ
を
示
す
。
そ
の
裁
判
上
の
例

ざ
し
て
、
甜
菓
槙
子

の

栽
培
者
が
不
作

の
結
果
数
人
の
買
手
に
満
足
を
與

へ
る
こ
ざ
の
で
き
な
く
な

つ
た
事
案
に
つ
い
て
の
、
ド
イ
ツ

の
判
例
を
あ
け
る
。
し
か
る
に
.
進

ん
で

こ
れ
が
立
法
化
す
る
に

い
た
る
ご
ざ
が
あ

る
。
そ
の
例

ざ
し
て
は
、
蕉
當
な
る
解
約
権

の
行
使
に

つ
き
補
償
を
要
求
す
る
オ
ー

ス
ト
リ
ア
代
理
商
法
の
規

定
、
ま
た
、
解
除
権

な
き
は
す
に
も
か

》
は
ら
ず
こ
れ
を
認
む
る
同
労
働

保
険

法

一
四

一
條
、
G
e
l
d
i
n
s
t
i
t
u
t
e
z
e
n
t
r
a
l
e
g
e
s
e
t
z
一

章
五
條
.
お
よ
び

私

法

の

鍵

蓬

(
第
三
巻
第

一
號
)

二

九

一
)

二



私

法

の
変
遷

(第
三
巻
第

一
號
)

(
一
九
二
)

=

一

同

一
九

一
九
年

の
土
地
取
引
法
が
引
か
れ
、
さ
ら
に
ま
た
、
違
法
に
給
付

せ
ら
れ
た
物
の
返
還
請
求
を
許
與
ず
る
最
近
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
借
家
法

}
七
條

も
こ
の
例
ざ
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
最
後

の
事
例

に
つ
い
て
は
、
個
人
的
契
約
誠
實
を

【
般
利
益

よ
り
も
高
く
評
価

ず
る
人

々
の
間
に
お
い
て
は
、
か
》

る
給
付

の
返
還
請
求
は
否
認
せ
ら
れ
る
。

こ
れ
に
反
し
、
個
人
主
義
的

・
利
己
的

・
云
ひ
か

へ
れ
ば
資
本
宅
義
的

・
利
益
の
克
服
を
最
高

の
目
的
ざ
考

へ

る
人
々
は
、
返
還
請
求
に
件
ふ
當
事
者

の
不
利
を
正
當
な
る
醸
ひ
さ
み
る
。
そ
う
し
て
こ
の
観
點
の
も
ざ
に
、
告
知
期
間
な
し
に
カ
ル
テ
ル
協
約
の
告
知

ま
た
は
そ
れ
よ
り
脱
退
す
る
の
権
限
を
認
め
た
最
近

の
ド
イ
ツ

・
カ

ル
テ

ル
立
法
も
考
察
さ
る
べ
き
で
あ
る
。

置

偶
人
主
義
的
私
法
の
客
部
門
に
お
け
る
團
體
化
二

四
三
⊥

四
四
頁
)。

.

(
イ
)

損
害
賠
償
法

に
お
け
る
遜
%
卦
轟
よ
り
原
因
主
義

・
結
果
責
任

へ
の
発
展
。
1

ま
つ
、
迅
先
も
面
が
原
因
主
義
に
敗
退
す
る
。
こ
れ
は
、
跡

髄
思
想

(
V
e
r
b
a
n
d
s
i
d
e
e

)

の
個
人
法
に
劃
す
る
勝
利
、
ず
な

は
ち
、
法
に
つ
い
て
の
社
會
的
團
體
的
な
る
考
察
の
、
純
個
人
主
義
的
な
る
見
解
に
封

す
る
勝
利
を
意
味
ず
る
。

原
因
主
義
は
初
め
大
企
業
に
適
用
せ
ら
れ
た
が
、

さ
ら
に
進
ん
で
は
締
見
翼
価

が
、

危
験
共
同
髄

(
G
e
f
a
h
r
e
n
g
e
m
e
i
n

s
c
h
a
f
t

)

ざ
し
て
結
合
さ
れ
た
諸
企
業
に
適
用
さ
れ
る
。

(
ロ
)

債
務
者
資
力
喪
失

の
場
合
に
お
け
る
債
権
者

の
標
利
保
護

の
團
體
化
。
ー
!
和
議
手
續

の
場
会
に

つ
き
適
例
を
示
ず
。

(
ハ
)
労
働

契
約
法

の
團
體
化
。
-

從

業
全
員

(
B
e
l
e
g
s
c
h
a
f
t

)

は
、
労
働
者
側
の
利
益

の
擁
護
者
ざ
し
て
個

々
の
労
働
暫
ま
た
は
使
用
人
の
解

約
告
知
に
つ
い
て
璽
ふ
権
限
を
與

へ
ら
れ
、
か
く
て
労
働
場
所
に
対
す
る
統
制
が
容
認
せ
ら
れ
る
に
い
た
る
。
麗
螢
内
の
規
則
の
制
定
も
こ
の
権
限
に
圏

ず
る
こ
ざ
》
な
る
o
さ
ら
に
ま
た
、
個
別
的
労
働
関
係

の
内
容
も
ま
だ
團
體
的
に
決
定

せ
ら

れ
る
よ

う
に
な

る

(
團
欝
協
約
)
。
か
く
て
、
労
働

法
は

團
體

法
で
あ
る
。

私
法
の
各
部
分
領
域
の
團
體
化
の
傾
向
は
右

の
ご
ざ
く
で
あ
る
が
、

最
も
強
力
に
し
て
大
な
る
團
榿
は
國
家

で
あ
る
。

個
人
的
法
律
行
爲
的
活
動

を



韮

口良
の
風
俗
」
等

の
白
地
規
範

に
ょ
つ
て
制
限
ず
る
、込
き
、
こ
》
に
國
家

の
指
導
観
念
が
法
内
容
ざ
な
る
。
新
し
く
強
行
法
が
制
定

さ
れ
る
だ
び
ご
.込

に
そ
れ
に
つ
れ
て
、
團
體
法
は
個
人
法
を
蟻
牲

に
し
て
接
大
さ
れ
る
。
な
ほ
、
自
律
的
團
體
法

の
個
人
的
契
約
法
に
対
す
る
優
越
に
つ
い
て
は
、
上
述
四

を
参
照
す
べ
し
。

六

私
法

の
個
人
性
喪
失

(
d
i
e
 
 
E
n
t
p
e
r
s
o
n
l
i
c
h
u
n
g
 
d
e
s
 
P
r
i
v
a
t
r
e
c
h
t
s

)

の
傾
向
(
西

四
⊥

四
五
頁
b

こ
の
傾
向
は
そ
の
他
に
も
な
ほ
確
認
さ
れ
る
。

(
1
)

企
業
の
擁
利
圭
艦
化
(
一
四
四
-
西

五
頁
)。

十
九
世
紀

の
諸
法
典
に
お
い
て
は
個
人
が
あ
ら
ゆ
る
権
利
の
出
議
黙
で
あ
つ
た
が
、
も
は
や
、
そ
れ
は
権
利
の
握
手

(
R
e
c
h
t
s
t
r
u
g
e
r

)
で
は
な
く
な

り
、
企
業
或

ひ
は
経
営
が
そ
れ
に
代
る
。
企
業
に
つ
い
て
は
特
別
の
信
用
法

(困(
K
r
e
d
i
t
r
e
c
h
t

)
が
-

例

へ
棲
商
品
倉
庫

の
質
入
に
關
ず
る
イ
ギ
リ

ス

の
立
法
、
営
業
財
産
の
質
入
を
認

む
る
フ
ラ

ン
ス
の
諸
法
律
な
♂
が
ー

蚕
展

し
、
か
く
て
物
的
信
用

(
R
e
a
l
k
r
e
d
i
t

)
、込
並
ん
で
企
業
信
用

(
U
n
t
e
r

n
e
h
m
e
n
s
k
r
e
d
i
t

)
が
現
は
る
の
た
が
、
こ

の
こ
ざ
は
農
業
の
領
域
に
お
い
て
も
認
め
ら
れ
る
。
ス
イ
ス
法

の
登
録
質
権

(
R
e
g
i
s
t
e
r
p
f
a
n
d
r
e
c
h
t

)
、

ド
イ

ツ
の
特
別
法
に
よ
る
小
作
財
團
抵
當
は
こ
の
例

で
あ
る
。
さ
ら
に
、
労
働
関
係

の
ご
ざ
き
も
、
企
業
ざ
結
び

つ
く
ざ
そ

の
固
有
の

一
身
專
属
的
性
質

を
喪
失
す
る
。
経
営

全
部

の
移
転
は
、使
用
人
な
ら
び

に
労
働
者

の
意
思
い
か
ん
を
問
は
ず
舅
働
給
付
に
謝
ず
る
請
求
権

の
移
転
を
件
ふ
さ
な
ず
見
解
は
、

裁
判
上
次
第
に
廣
範
囲

に
探
用
さ
れ
た
。
か
く
て
、
雇
傭
嗣
係

の
連
続
性
は
企
業
厨
有
権

の
獲
動
に
よ
つ
て
少
し
も
中
噺

さ
れ
な
い

の
で
あ
る
Q
二
四
四
頁
)

議
展
は
、
企
業
を
法
秩
序

の
客
髄
よ
り
独
立

な
る
標
利

の
耀
手
に
塗
化
せ
し
め
た
。

一
人
會
童

(
E
i
n
m
a
n
n
g
e
s
e
l
l
s
c
h
a
f
t
e
n

)
に
よ
つ
て
わ
か
る
よ

う
に
、
法
人

の
衣
を
つ
け
た
営
業

(
H
a
n
d
e
l
s
g
e
s
c
h
a
f
t

)
こ
そ
権
利
義
務
の
循
手
で
あ
る
。
制
例
が
、
企
業
に
対
し
賃
借
人
さ
し
て
の
保
護
を
與

へ
る

た
め
に
、
企
業
形
態

の
人
格
が
変
吏
ず
る
に
か
》
は
ら
ず
賃
借
人
の
同

一
性
を
當
然
の
こ
ざ
〉
し
て
認
め
て
ゐ
る
の
は
、
こ
の
発
展

の

「
つ
の
表
は
れ
で

私

法

の

継
偽

遷

(第
三
巻
第

一
號
)

(
一
九
三
)

=
二



私

法

の

鍵

遷

(第
三
霧
第

一
號
)

(
一
九
四
)

一
四

あ
る
。
ず
な
は
ち
、
維
鶯

の
客
観
的
事
冒
関
係

(
　

)
が
、
所
有
者

の
変
更

に
か
》
は
ら
ず
決
定
的

で
あ
る
o
フ
ラ
ン
ス
の

一
九

一
六
年
六
月
三
〇
日
の
法
律
、
イ
ギ
リ
ス
の
　

も
、
そ
の
趣
旨
に
お
い
て
は
こ
の

一
つ
の
表
は
れ
ざ
み
ら
れ
る
。

(
2
)

標
利
の
搭
手

よ
り
法
律
上
の
代
表
者

へ
、
完
全
権

(
　

)
よ
り
機
能

へ
こ
四
託
頁
)。

ロ
ー

マ
法
に
お
い
て
は
直
接
代
理
は
な
ほ
全
く
排
斥

さ
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
つ
た
が
、今
日
で
は
、
経
済
の
指
導
は
全
然
法
律
上
代
理
人

の
手
に
移

つ
て
し

ま

つ
た
。
ま
た
信
託

(
　

は
イ
ギ
リ
ス
の
法
域

に
は
じ
ま
り
次
い
で
大
陸
の
法
律
な
ら
び
に
纒
濟
生
活
を
ま
ず
ま
ず
強
く
支
配
す
る

よ
う
に
な
つ
て
き
た
が
、
受
託
者
の
所
有
権

は
軍
に
、
他
人

の
利
益

の
た
め
そ
の
財
産
権
を
行
使
す
る
が
た
め
に
與

へ
ら
れ
だ
も
の
で
あ
る
o
外
部
に
封

ず
る
権
限
あ
る
地
位
の
許
與
に
よ
る

・
だ
が
實
質
的
権
利
の
内
部
的
分
離
を
件
ふ
ざ
こ
ろ
の

・
擢
利
の
分
裂

の
端
絡
は
、
最
近
百
年
の
法
の
獲
展
の
う
ち

に
ま
ず
ま
す
明
瞭

に
看
取
さ
れ
ろ
o
手
形
法
の
取
立
委
任
裏
書

(
　

)
、

資
格
授
與

(
　

)
、

「
隠

れ
た
る
』
譲
渡

(
　

)
は
そ
れ
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
今
日
に
お
い
て
は
偲
促

(
　

)

の
み
が
株
主
総
會
に
お
い
て
表
決
権

を
行
使

し
、
そ
し
て
代
表
者

(
　

)
が
株

主
を
蟻
牲
.込
し
て
會
置
の
利
益
を
聾

鳳
す
る
に
い
だ
つ
て
ゐ
る
。

す
な
は
ち
、
完
全
権

(
<
o
ロ
,

話
o
げ
け)

で
は
な
く
た
ノ
機
能

(
　

)

の
み
が
決
定
的
で
あ
る
。

(
3
)

後
見

の
掴
人
性
喪
央
-

個
人
的
個
別
的
後
見
よ
り
職
務
的
後
見

・
施
設
後
見
な
か
ん
つ
く

一
般
後
見

へ
(
・
四
侃
頁
)。

私
法
の
個
人
性
喪

矢
は
、
こ
れ
に
劉
し
て
最
も
頑
強

な
抵
抗
を
試
み
る
は
ず
の
親
族
法
の
範
囲
に
お

い
て
す
ら
.
現
は
れ
て
き
て
ゐ
る
。
オ
ー
ス
ト
リ

ア
民
法
は
後
見
人
を
ぼ
圭
ざ
し
て
資
産
あ
る
子

の
保
護

の
た
め
に
認
め
て
ゐ
る
の
で
あ

つ
て
、
そ
の
規
定

の
大
部
分
は
子
の
財
産

の
保
護

の
た
め
に
存
す

る
。
し
か
し
.

今
日
に
お
い
て
は
か

》
る
個
人
的
後
見
の
演
ず
。へ
き
役
割
は
清
失
し
つ
」
あ

る
。

大
部
分

の
被
後
見
人
は
職
務
的
後
見

(
　

　
)

の
も
ざ
に
立

つ
て
ゐ
る
。
個
別
後
見
は
施
設
後
見

(
　

)
な
か
ん
つ
く

一
般
後
見

(
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ω。
冨

e

ざ
な

つ
た
。
後
見
は
か
く
て
全
く
個

人
性
を
喪
失
し
た
の
で
あ
る
。

七

権
利
の
社
會
的
経
済
的
機
能

の
重
要
性

の
増
大
二
四
両
ー
一
四
八
頁
)。

個
人
的
諸
標
利
の
内
容
的
諸
制
限
-

完
全
権
の
喪
失
f

は
さ
ら
に
ま
す
ま
ず
振
大
す
る
。
個
々
の
諸
権
能
の
社
曾
的
ま
た
は
経
済
的
目
的
が
決
定

か
物
ひ

へ
こ
ざ
》
な
る
。
ソ
ヴ
ェ
ー
ト
・
ロ
シ
ア

の

】
九

一
八
年
の
農
業
法
典
は
土
地
に
關
す
る
諸
擢
利
を
軍

に
、
相
続
さ
れ
う
る
が
譲
渡
性
の
な
い
用
盆

榛
ざ
覗
、
從

つ
て
土
地
に
つ
い
て

の
私
所
有
擢
を
禁
じ
て
ゐ
る
が
、
ソ
ヴ
ェ
ー
ト
以
外
の
國
に
お
い
て
も
同

『
傾
向

は
認
め
ら

れ
る
。
ま
つ
そ
の
現
は
れ

ざ
し
て
は
、
實
際
上
占
有
質

(
F
a
u
s
t
p
f
a
n
d

)

を
押
し
の
け
て
し
ま

つ
た
、込
こ
ろ
の
権
保
的
所
有
擢

(
S
i
c
h
e
r
u
n
g
s
e
i
g
e
n
t
u
m

)

、

所
有
権
留
保

(
E
i
g
e
n
t
u
 
m
s
v
o
r
b
e
h
a
l
.
t

)
が
あ
る
。
こ
れ
に
対
す
る
オ
ー
ス
ト
リ
ア
大
審
院

の
態
度

の
鍵
遷
は
あ
つ
だ
が
、
つ
い
に
、
所
有
擁
が
権
保
目
的
を
有
す
る

場
合
に
は
、
所
有
権
に
対
し
た
ノ
担
保
曜
の
地
位

の
み
を
認
め
る
こ
ざ
》
な

つ
た
。
こ
れ
は
、
受
託
者
が
所
有
権
者
な
る
に
か

・
は
ら
ず
信
託
者
に
受
託

者
破
産
の
場
合

の
取
戻
権
を
認

め
沈
ド
イ
ソ
大
審
院

一
九

…
八
年

=

月
五
日

の
判
例

ざ
そ
の
趣
旨
を
同
じ
く
ず
る
o
次
に
は
、
舅
働
関
係

の
社
會
的
機

夢

能
に
基
く
安
定
で
あ
る
。
罷
業
中
に
お
け
る
労
働
者

の
解
約
告
知
は
璽
議
終
了
後
直
ち
に
労
働
者
が
経
営
で
働
く
以
上
雇
傭
関
係

を
清
滅
せ
し
め
な
い
ρ

ま
た
、
勤
務
義
務
も
な
い
か
は
り
に
賃
金
も
受
け
な
い
ざ
こ
ろ
の
い
は
ゆ
る

『
免
除
さ
れ
た
る
」

(
"
f
r
e
i
g
e
 
s
t
e
l
l
t
e
"

)

繹
螢
協
議
會

の
成
員
は
、

な

ほ
被
傭
者
ざ
看
倣
さ
れ
、
依
然
ざ
し
て
社
曾
保
険
を
受
け
、

『
雇
傭
期
間
』

の
利
益
准
享
受
ず
る

二

九
三
〇
年

=

月
二
六
日
ヴ
イ
ー

ン
鍔
働
裁
判
所

判
決

)
。
ま
た
、
雇
主
は
、
期
間
の
定

め
な
き
雇
傭
は
何
時
に
て
も
解
約
し
う
る
に
か

》
は
ら
ず
、
解
約
に
際
し
補
償
支
払

義
務
を
賢
は
さ
れ
る
こ
ざ
が

あ
る
。
な
ほ
、

ロ
シ
ア
の
労
働
法
典
第
四
七
條
は
、
労
働
協
約

の
解
除
を
甚
し
く
制
限
し
て
ゐ
る
。

か
く
て
労
働
関
係

の
継
続
的
な
る
こ
さ
に
關
聯
し
、
緯
績
的
関
係

は

一
般
に

一
時
的
債
務
関
係

ざ
は
全
然
異

つ
た
法
を
生
ぜ
し
め
る
。
債
権
法

の
諸

一

般
原
則

の
大
部
分
は
前
者
に
は
適
用
し
え
な
い
。
継
続
関
係

に
対
す
る
支
払
不
能
の
影
響
も
ま
た
軍
純

な
る
債
務
関
係

に
劃
ず
る
ざ
根
本
的
に
異
る
。
な

私

法

の

鍵

遷

・

(
第
三
巻
第

一
號
)

(
一
九
五
)

一
五



私

法

の

鍵
`
遷

(
第
三
巻
第

圃
號
)

二

九
六
)

一
六

ぜ
な
ら
、
羅
績
的
関
係

は
云
ふ
ま
で
も
な
く
支
沸
不
能
に
頓
着
な
く
そ
れ
を
超
え
て
作
用
す
る
か
ら
。
さ
ら
に
、
賃
貸
借

(
M
i
e
t
e
用
盆
賃
貸
借
)
も

ま
た
、
傳
來
的
債
務
法
の

一
般
原
則
に
從
つ
て
ば
理
解

し
え
ら
れ
な
い
。
住
居

(
O
b
d
a
c
h

)

ぽ
ま
さ
に
社
會
的
機
能
を
持

つ
、
最
近
の
立
法
な
ら
び
に

裁
判
は
、
こ
の
尉
曾
的
機
能

に
対
し
、
そ
の
債
務
法
的
起
原
に
封
ず
る
よ
り
も

、
は
る
か
に
大
き
い
重
要
性

粒
認
め
て
ゐ
る
o
住
宅

に
關
ず
ろ
賃
借
諸
…催

利

の
執
行
免
除
、
家
宅

(
H
e
i
m
s
t
 
t
t
e

)
の
権
利
の
腱
、分
制
限
な
♂
は
、
こ
の
現
は
れ
で
あ
る
。
ま
た
、
不
當
に

明
渡
判
決
を
受
け

た
落
賃
借
人
が
、

そ
の
判
決

の
取
消
前

の
新
賃
借
人
に
対
し
明
渡
か
請
求
し
て
認
容
さ
れ
た
オ
ー
ス
ト
リ
ア

一
九

二
九
年
二
月
二
二
日
判
決
も
、
こ
の
例
で
あ
る
。
か
く
て
、

機
能
的
に
は
、
庄
宅
に
つ
い
て
の
こ
の
緯
績
的
に
し
て
相
続
性
あ
る
使
用
権

は
、
使
用
を
堤
供
す
る
ざ
こ
ろ
の
所
有
権

ざ
異
る
ざ
こ
ろ
が
な
い
o
ま
ご
ざ

に
、
所
有
権
の
担
保
機
能

が
独
立
な
る
権
利
に
形
成
さ
れ
る
ざ
同
様
、
そ

の
使
用
機
能

(
G
e
b
r
a
u
c
h
s
f
u
n
k
t
i
o
n

)

も
ま
た
、
そ
う
な
る
。
か
く

て
、

・毒

.

所
有
擢
に
つ
い
て
な
ほ
残
存
す
る
ざ
こ
ろ
の
も

の
は
概
念
慣
値
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
土
地
が
實
際
に
地
方

の
慣
習

に
從

つ
て
利
用

せ
ら
れ
る
か
ぎ
り
に
お

い
て
の
み
、所
有
者
は
隣
地
よ
り

の
通
常

の
程
度
を
超
え
た
る
干
渉
を
防

ぐ
ご
ざ
を
う
る
。
所
有
権
が
供
與
す
る
ざ

こ
ろ
の
も

の
に
お

い
て
で

は
な
く

て
、
盟
に
所
有
権
が
奉
仕
ず
る
ざ
こ
ろ
の
目
的
に
從

つ
て
、
そ
れ
は
い
ま
や
保
護

せ
ら
れ
る

(
ド
イ

ツ
憲
法

一
五
三
條
参
照
)
。
相
隣
権

は
、
所
有
擢

の

保
護
で
は
な
く
所
有
権
の
制
限
で
あ

つ
て
、
所
有
権
は
ま
さ
に
ヒ
述

の
限
界
ま
で
は

「
近
隣
よ
り

の
間
接
の
放
出
』
を
忍
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ

る
o

か
く

て

本

論

を
終

り

,

本

稿

末

尾

の

引

用
文

を

も

つ
て
結

び

と
し

て

ゐ

る
。



剛

レ
ン
ホ
フ
教
授
の
所
論
を
理
解
す
る
に
當
つ
て
.
便
宜
上
、
こ
れ
を
二
部

に
わ
け
た
。
す
な
は
ち
、
第

一
部

に
お
い
て
は
、
同
氏

の
提
供
し
た
材
料
を
す
べ
て
各
實
質
関
係

に
分
類
し
て
,
そ
の
お
の
お
の
に
つ
き
、
法
の
変
遷
過
程
も
し
く

は
そ
の
結
果
を
明
ら
か

に
し
よ
う
と
試
み
た
。
つ
f
い
て
第
二
部
に
お
い
て
は
、
實
質
関
係

の
愛
動
に
対
し
法
が
技
術
的
に
い
か
に
適
応

し

て

い

つ
た
か

ー

い
は
f
法
律
技
術
的
膿
展
i

を
み
る
こ
と
に
し
た
。

第

一
部
は
、
こ
れ
を
、
親
族
関
係

・
相
続
関
係

・
労
働
関
係

・
企
業
関
係

・
取
引
関
係

.
所
有
権
関
係

の
六
つ
に
わ
か
つ
。

嗣

親
族
関
係

こ
れ
を
夫
婦
関
係

と
子
の
扶
養
監
護
と
に
わ
け
て
考
察
す
る
。

(
1
)

夫
婦
関
係

夫
婦
関
係

に
關
聯
し
て
は
,
婚
姻

の
方
式
な
ら
び
に
夫
婦
財
産
制
の
変
遷

に
つ
い
て
述

べ
る
。

(
4
)

婚
姻
の
方
式

私

法

の
変
遷

(第
三
巻
第

一號
)

(
一
九
七
)

一
七



私

法

の

墾

遷

(第
三
霧
第

一號
)

(
一
九
八
)

一
八

國
家
が
、
直
接
國
民
の
生
活
を
保
障
せ
ず
、
も

つ
ば
ら
た
f
家
團
を
し
て
そ
の
成
員
の
生
存
を
保
障
せ
し
む
る
か
ぎ
り
、
法
律
上

家
團
成
員
た
る
の
身
分
は
、
必
然
に
多
く
の
財
産
的
権
利
義
務
と
結
び
つ
く
こ
と
と
な
る
。
從

つ
て
、
家
團
の
成
員
た
る
の
身
分
關

係
の
変
動
な
ら
び
に
状
態
は
、
第
三
者
に
と
つ
て
利
害
関
係

あ
る
の
み
な
ら
ず
、
ま
π
、
内
部
関
係

に
お
い
て
も
、
1

殊
に
、
こ

れ
ら
の
財
産
的
権
利
義
務
は
そ
れ
に
対
す

る
封
慣
な
き
こ
と
す
な
は
ち
無
償
性
を
も
つ
て
特
色
と
す
る
も

の
で
あ
る
か
ら
ー

當
事

者
に
対
し
て
重
大
な
る
影
響
を
及
ぼ
す
。
か
く
て
、
か

・
る
変
動
乃
至
状
態
の
明
確
を
期
し
、
ま
た
、
そ
の
行
爲
を
愼
重
な
ら
し
む

る
た
め
,
こ

・
に
ま
つ
、
身
分
行
爲
に
つ
き
方
式
の
嚴
格
な
る
を
要
求
さ
れ
る
。
婚
姻
方
式
の
嚴
絡
性
は
實

に
こ
の

一
つ
の
表
は
れ

で
あ
る
。
無
論
、
法
律
上
,
婚
姻
の
方
式
の
要
求
せ
ら
る
る
根
縁
は
、
こ
れ
の
み
に
か
ぎ
ら
な
い
。
社
會
進
化
の
見
地
か
ら
課
せ
ら

れ
て
ゐ
る
も
の
と
さ
れ
る
種

々
の
條
件
、
例

へ
ば
、
年
齢
,
血
族
関
係

の
有
無
な
,ご
を
審
査
す
る
た
め
と
い
ふ
こ
と
も
、
そ
の

一
つ

の
根
腺

,こ
は
な
る
。
だ
が
、
か
か
る
見
地
は
今
日
、
わ
れ
わ
れ
の
も
と
に
お
い
て
は
、
實
際
上
ほ
と
ん
さ
顧

み
ら
れ
て
ゐ
な
い
。
さ

ら
に
ま
た
、
家
族
制
度
は
、
私
有
財
産
制
度
と
並
ん
で
、
今
日
の
國
家
統
治
の
観
念
的
基
礎
を
な
す
も
の
で
あ
る
か
ら
、
從

つ
て
、

婚
姻
を
禰
聖
な
ら
し
め
る
た
め
に
方
式
が
必
要
と
さ
れ
る
,
と
い
ふ
説
明
も
あ
り
う
る
が
、
こ
の
理
由
は
、

わ
が
國
の
熟、二
こ
く
簡
単

な
る
属
出
の
み
で
す
む
,こ
い
ふ
國
に
お
い
て
は
、
さ
ほ
さ
重
視

さ
れ
な
い
も
の
と
い
ふ
べ
き
で
あ
ら
う
。

か
く
て
、
こ
の
婚
姻
方
式
嚴
格
性
の
原
則
は
、
今
日
に
お
い
て
は
,
家
團
成
員
の
財
産
的
権
利
義
務
と
密
接
な
る
関
係

に
立
つ
も



の
で
あ
る
か
ら
.
從

つ
て
、
こ
の
原
則
は
有
産
の
家
團
に
は
今
日
な
ほ
そ
の
安
當
性
を
失
は
な
い
。
だ
が
、
こ
れ
に
反
し
、
無
産
の

家
團
成
員
に
お
い
て
は
財
産
的
権
利
義
務
は
室
語
に
等
し
い
の
み
な
ら
ず
、
資
本
制
生
産
の
獲
展
に
件
ひ
妻

も
子
も
家
庭
か
ら
ー

す
な
は
ち
、
家
團
に
よ
る
生
存

の
保
障
か
ら
ー

切
り
離
さ
れ
、
こ

・
に
す
で
に
家
族
制
度
す
な
は
ち
家
團
自
體

の
崩
壊
が
生
じ
た

の
で
あ
る
か
ら
、
身
分
行
爲

の
要
式
性
、
從

つ
て
婚
姻

の
方
式
嚴
絡
の
原
則
も
、
い
ま
や
、
そ
の
實
質
的
根
撮
は
ほ
と
ん
,ご
失
は
れ

て
し
ま
つ
た
の
で
あ
る
。
か
く
て
、
無
産
の
家
庭
は
、
圭
と
し
て
夫
婦
間
の
性
生
活
を
中
心
と
す
る
も
の
と
な
り
、
從
來
こ
れ
に
附

随
す
る
も
の
と
さ
れ
て
ゐ
た
財
産
的
権
利
義
務
の
関
係

は
多
く
こ
れ
よ
の
睨
落
し
、
從

つ
て
、
そ
の
成
員
生
存
の
保
障
と
い
ふ
公
的

意
義
も
同
時
に
失
は
れ
て
し
ま
つ
た
。

こ

・
に

「
婚
姻
の
私
事
化
」

(
P
r
i
v
a
t
i
s
i
e
r
u
n
g
 
d
e
r
 
E
h
e

)

(
=
二
九
頁
)
の
實
質
的
根
撮

が
あ
り
、
そ
の
方
式
自
由
の
實
質
的
理
由
が
あ
る
。
ソ
ヴ
ェー
ト
・
ロ
シ
ア
法
に
お
い
て
、
夫
婦
の
婚
姻
関
係

が
、考

へ
え
ら
れ
る
か

ぎ
り
の
最
も
私
的
な
最
も
方
式
自
由
な
る
法
律
行
爲
な
り
と
し
て
宣
晶、肖
さ
れ
て
ゐ
る
の

は

(同
頁
)
、

一
面

に
お
い
て
國
家
が
直
接

に
、
家
庭
よ
り
切
り
離
さ
れ
た
る
成
員
の
生
存
保
障

に
努
む
る
と
と
も
に
、
す
で
に
無
産
者
に
と
つ
て
現
實
的
関
係

と
な
つ
た
と
こ

ろ
の
も
の
を
、
法
律
上
、
あ
り
の
ま

・
に
表
明
し
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
(
六
)。

一
九
二
六
年
の
ロ
シ
ア
親
族
法
典

に
よ
る
と
、

婚
姻
の
締
結
ぱ
婚
約
者
間
の
私
的
合
意
の
み
を
も
つ
て
行
ふ
こ
と
を
許
し
て
ゐ
る
。
す
な
は
ち
、
婚
姻
の
登
録

は
立
澄
を
容
易
な
ら

し
む
る
た
め
に
役
だ

つ
だ
け
で
あ

つ
て
、
婚
姻
の
合
意

の
謹
明
に
、
な
ほ
他
の
方
法
に
よ
つ
て
も
、
!

す
な
は
ち
、
例

へ
ば
、
同

私

法

の

鍵

遷

(第
三
省
第
一
號
)

二

九
九
)

一九



私

法

の

盤

蓬

(第
三
霧
第
一
號
)

(
二
〇
〇
)

二
〇

棲
生
活
の
事
實
,
共
同
世
帯
の
存
在
.
往
復
書
簡
ま
た
は
そ
の
他
の
文
書
上
に
お
け
る
婚
姻
開
係
の
表
明
な
さ
に
よ
つ
て
も
、
1

立
澄

せ

ら

れ
う

る

。
從

つ
て

、
登

録

は
単
に

宣

言

的

(
d
e
k
l
a
r
a
t
i
v

)

数

力

を
有

す

る
に

と

∬

ま

る

(
一
條

)

。

さ
ら

に
、

婚

姻

の

解

消

も

ま

た
、

ソ
ヴ

ェ
ー

ト

・

ロ
シ

ア
法

に

よ

る

と
、
非

國

家

化

さ
れ

る

(
w
i
r
d
 
e
n
t
s
t
a
a
t
l
i
c
h
t

)

。
離

婚

の
登

録

は
こ

れ

ま

た
単
に

立
證

を

容

易

な

ら

し

む

る

方

法

た

る

の
効
力

、

す

な

は

ち

、
純

然

た

る
宣

言

的
数

力

を
有

す

る

に
す

ぎ

な

い

(
一
八

條

・
二

〇

條

)

こ

と

ご
な

つ
て

ゐ

る

(
=
二
九
頁
)
。

レ

ン
ホ

フ
が

方

式

自

由

の
制

限

に
反

す

る
逆

傾
向

と
し

て

説

い

た
婚

姻

方

式

嚴

絡

よ

り
方

式

自

由

へ
の
傾

向

と

は

右

の

h、」
と

き
意

味

を
有

す

る
も

の
な

の

で
あ

る
。

(註

六
)

但
し
、
ソ
ヴ
ェ
ー
ト

.
ロ
シ
ア
で
も
、

一
九

一
八
年
の
人
事
法
典
で
は
、な
ほ
、登
録
婚
非
登
録
婚
の
囁
別
を
認
め
だ

の
で
あ

つ
た
が
、
こ
れ

・

に
は
、
前
記
の
耐
曾
進
化
的
理
由

の
ば
か
、
直
ち
に
自
由
主
義
を
ざ
る
ざ
依
然
宗
教
婚
が
行
は
れ
激
會
勢
力
打
破

の
目
的
を
達
す
る
こ
ざ
が
で
き
な
い
ざ

い
ふ
特
殊
の
理
由
が
あ
つ
た
ざ
い
ふ
こ
さ
で
あ
る
。
こ
の
點

に
つ
い
て
は
、
穂
積
氏

「
ロ
シ
ア
革
命
ざ
婚
姻
法
」

(
「
離
婚
制
度
の
研
究
」
五
六
九
頁
以

下
)
五
八
二
、頁
、
な
ら
び
に
、

マ
ゲ

ロ
ウ

ス
キ
ー
編

・
山
之
内
北
村
爾
氏
課

・
「
ソ
ヴ
ェ
ー
ト
法
論

」
第

二
巻
五
頁
参
照
。

な
ほ
、

一
九

二
六
年

の
親
族

法
奥
が
方
式
自
由
主
義
を
ざ

つ
た
理
由
に
つ
い
て
は
、
前
揚
後
者

一
三
頁
参
照
、
そ
こ
に
は
四

つ
の
理
田
が
學
け
ら
れ
て
ゐ
る
o

(
ロ
)

夫

婦
財

産

制

夫

婦
財

産

制

は

、

云

ふ
ま

で

も

な

く
ガ

夫

婦

の
財

産
関
係

を
明

確

に
す

る

こ

と

に

ょ

つ

て
、

夫

婦

自

身

の

た

め

を

は

か

る

と
同

時



に
、
ま
た
、
相
続

人
,
な
ら
び
に
家
團
、こ
取
引
す
る
第
三
者
の
保
護
を
全
う
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
資
本
制
経
済

組
織
発
達

の
初
期
に
あ
つ
て
は
、
財
産
を
構
成
す
る
も
の
と
し
て
流
通
性
の
少
い
不
動
産
が
重
視

ゼ
ら
れ
た
結
果
と
し
て
、
家
團
の

財
産
関
係

は
比
較
的
明
瞭
で
あ
り
、
從

つ
て
、
家
團
と
取
引
す
る
第
三
者
の
保
護

に
つ
い
て
は
,
他
の

一
般
的
制
度

に
よ
る
第
三
者

保
護
以
上
の
こ
と
を
、
特
に
夫
婦
財
産
制
に
お
い
て
顧
慮
す
る
必
要
は
少
な
か
つ
た
。
す
な
は
ち
、
夫
婦
財
産
制
は
主
と
し
て
夫
婦

の
み
の
利
便
を
考

へ
て
形
成
し
て
お
け
ば
よ
か
つ
た
の
で
あ

つ
た
が
,
な
ほ
、
こ
の
實
質
的
理
由
の
ほ
か
に
、
さ
ら
に
、
新
興
資
本

主
義
の
旗
印
な
る
契
約
自
由
、
個
人
意
志
自
治
な
る
観
念
的
の
影
響
も
加
は
つ
て
、
當
時
の
夫
婦
財
産
制
は
比
較
的
自
由
に
な
の
、

レ
ン
ホ
フ
の
い
は
ゆ
る

「
類
型
の
自
由
」

(
T
y
p
e
n
f
r
e
i
h
e
i
t

)

「
形
成
の
自
由
」

(
G
e
s
t
a
l
t
u
n
g
s
f
r
e
i
h
e
i
t

)

(
一
一一穴
頁
)
が
、

か
な

の
廣
く
認
め
ら
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
つ
た
。
オ
ー

ス
ト
リ
ア
民
法
典
が
、
配
偶
者
に
対
し

そ
の
財
産
制
を
,こ
の
よ
う
に
で
も
欲
す
る
と

ほ
り
に
形
成
す
る
の
選
択
権
を
許
し
、
そ
し
て
そ
の
際
、
そ
の
財
産
制
を
法
律
の
類
型

に
限
局
せ
す
、
ま
た
、
そ
れ
を
ば

一
度
選
ば

れ
た
財
産
制
に
永
久
的
に
結
び

つ
け
る
こ
と
を
し
な
い

(
夫
婦
財
産
契
約
自
由
の
原
則
)
の
は

(同
頁
)
、

こ
の
理
由
に
基

く
も
の

と
云

ふ
こ
と
が
で
き
よ
う
。

し
か
る
に
、
資
本
制
生
産
の
獲
展
に
俘
ひ
財
産
の
構
成
要
素
に
変
化

を
生
じ
、
流
通
性

強
き
財
貨
が
主
要
な
る
地
位
を
占
む
る
に

お
よ
び
、
家
團
の
財
産
関
係

は
外
部
的
に
不
明
瞭
な
も
の
と
な
り
、
從

つ
て
こ

・
に
、
家
團
と
取
引
す
る
第

三
者
の
保
護
が
よ
わ
重

私

法

の

鍵

蓬

(第
三
霧
第

一號
)

(
二
〇

一)

二
一



私

法

の
変
権

(
第
三
巻
第

↓
睨
)

(
二
〇
二
)

二
二

要

な

る
問
題

と

な

つ
た
Q

か
く

て

,

か

・
る

事
態

の
生

じ

た

と

こ

ろ

で

は
,

そ

し

て

法

が

こ
れ

に
比
較

的

早

く
適
応

し

た

と

こ
ろ

で

は
,

ま
つ

、

夫

婦

財

産

制

の

自

由

な

お
変
更

が

禁

ぜ

ら

れ

る
こ

・こ
と
な

り

、

財

産

制

不
変

(
i
m
m
u
t
a
b
i
l
i
t
e

)

の

原

則

が

宣

言

せ

ら

れ

る

に
至

つ
た

(
フ
ラ

ン

ス
民

法
第

=

二
八

七
條

・

二

二
九

四
條

以

下

、

イ

タ

リ

ア
民

法

=

二
八

二
條

乃

至

二

二
八

五
條

、

ボ
ー

ラ

ン
ド

の

一
八

二

五
年

法

律

二

〇
七

條

)

(
=
二
八
頁
)
。

の

み

な
ら

ず

、

さ

ら

に
、

こ

れ
ら

の
立

法

な

ら

び

に

ス
イ

ス
新

民

法

一
七

九

條

は
、

夫

婦

に
対
し

、

た

f
、

法

律

に
豫

定

せ
ら

れ

た
財

産

制

の
う

ち

よ

り

の
選
択

権

を

,
與

へ
て

ゐ

る

に

と

"
ま

る

(
同
頁
)
。

例

へ
ば

、

イ

タ

リ

ア
法

に
お

い

て

は
、

所

得

共

同

制

(
E
r
r
u
n
g
e
n
s
c
h
a
f
t
s
g
e
r
e
i
n
s
c
h
a
f
t

)

ま

た
は

嫁

資

制

(
D
o
t
a
l
s
y
s
t
e
m

)

の

う

ち

よ
り

、

ま

た
、

ド

イ

ツ
民

法

に

お

い

て

は
、

妻

の
持

参

財

産

に

つ

い
て

の
管

理

共

通

制

(
G
i
i
t
e
r
s
t
a
n
d
 
d
e
r
 
e
h
e
m
a
n
n
l
i
c
h
e
n

V
e
r
w
a
l
t
u
n
g
 
a
n
d
 
N
u
t
z
n
i
e
s
s
u
n
g
 
d
e
s
 
e
i
n
g
e
b
r
a
c
h
t
e
n
 
F
r
a
u
e
n
g
u
t
e
s

)

、

別

産

制

(
G
i
l
t
e
r
t
r
e
n
n
.
u
n
g

)

お
よ

び

三
個

の

共

同

制

類

型

(
G
u
t
e
r
g
e
m
e
i
n
s
c
h
a
f
t
s
t
y
p
e
n

)

の
う

ち

よ

り

の
選
択

を
認

む

る

に

す

ぎ

な

い

(
同
頁
)
。
だ

が

、
発
展

は

こ

、
に
も

停

止

し

な

い
。

最

近

の

立

法

た

る

メ

キ

シ

コ
お

よ

び
南
ア
メ
リ
カ

の

立
法

(
ア

ル
ぜ

ン

チ

ン
民

法

第

=

二

七
條

)

は

、

さ

ら

に
進

ん

で
、

夫

婦

に
対
し

何

ら

の
選
択

権

も
與

へ
す

、

た

f
法

律

の
指

定

す

る

一
つ

の
財

産

制

に

よ

る
こ

と

を
命

じ

て

ゐ

る

(
同
頁
)
。

こ

・
に

い

た

つ
て

、
第

三

者

の
保

護

は
最

も

徹
底

し

た

も

の

と

云

は

な

け
れ

ば

な

る

ま

い
。

か

く

て

,

レ

ン
ホ

フ
の

い

は
ゆ
魯る
類

型

の

自

由

よ

の
類

型

の

強
制

(
T
y
p
e
n
z
w
a
n
g

)

へ
の
変
遷

は
、

明

ら

か

に
せ

ら

れ

た
(
七
)
。



(註

七
)

夫
婦
財
産
制
に
つ
い
て
の
各
國

の
立
法

の
内
容
、
そ
の

痩
遷

の
跡
な
♂
に
つ
い

て
は
、
詳
し
く
は
、
近
藤
氏

「
夫
婦
財
産
法

の
研
究
」
を

参
照
せ
ら
れ
た
い
。

さ
て
、
そ
こ
で
眼
を
他
に
轄
じ
よ
う
。
も
と
も
と
こ
の
夫
婦
財
産
制
な
る
も
の
は
、
夫
婦
に
財
産
が
あ
つ
て
1

殊
に
妻
に
財
産

が
あ
つ
て
ー

は
じ
め
て
そ
の
本
來
の
面
目
を
獲
揮
し
う
る
も

の
で
あ
る
か
ら
、
無
産
の
夫
婦
に
つ
い
て
は
、
そ
の
制
度
の
中
心
的

部
分
は
そ
の
意
義
を
失
は
さ
る
を
え
な
い
。
の
み
な
ら
ず
、
い
は
ゆ
る
家
族
制
度
の
解
腿
は
家
團
成
員
を
お
の
お
の
社
會
葡
独
立

人

た
ら
し
め
た
の
で
あ
る
か
ら
、
家
團
を
単
一
髄

と
み
て
、
こ
れ
と
取
引
す
る
者
を
保
護
せ
ん
と
す
る
法
規
ー

例

へ
ば
妻
の
家
事
代

理
権
の
規
定
1

の
ご
と
き
は
,
こ
の
意
味
か
ら
云
つ
て
も
、
そ
の
存
在
理
由
は
失
は
れ
る
。
か
く
て
、
無
産
夫
婦
の
財
産
関
係

に

つ

い
て

残

る

と

こ
ろ

は
、

主

と

し

て

、
単
に

少
額

の
賃

銀

所
得

の

蹄

驕

の

問

題

の

み

,、」
な

る

べ
き

運

命

に
あ

り

、

そ
れ

は

も

は

や

「
夫

婦

財

産

制

」

な

る
名

に
値

ひ

し

な

い

も

の

で
あ

る
。

ソ

ヴ

ェ
ー

ト

・

ロ
シ

ア
の

一
九

二
六

年

の
法

律

(
一
〇

條

お
よ

び

=
二
條

)

に

お

い
て

は

、
婚

姻

前

の
財

産

に

つ
い

て

の
財

産

分
離

の

制

度
、

婚

姻

中

に

取

得

せ

る
財

産

に

つ
い

て

の

所

得

共

同

の

制

度

が
、

確

立

さ
れ

て

ゐ

て
、

す

な

は
ち

、

『
す

べ

て

こ

れ

と
異

る
約

定

は

無
敷

に

し

て
拘

束

力

な

し

」

と

さ

れ

る

の

は

(
一
三
八
頁
)
、
法

が

こ

の

現

實
関
係

に
適

磨

し

に
に
す

ぎ

な

い
の

で

あ

る
。

た

f
、
こ

・
で

、
そ

の
、

強

制

的
単
一

財

産

制

を

,、】
つ
て

ゐ

る

と

い

ふ
外

形

か

ら

み

れ

ば

・

前

記

の

メ

キ

シ

コ
な

ら

び

に
南
ア
メ
リ
カ

の

立

法

と
異

る

と

こ
ろ

は
な

さ

そ
う

に

一
磨

み

え

る
。
だ

が

、

同

一
な

の

は

そ
の

私

法

の

鋤製

遷

(第
三
巻
第

一
號
)

(
二
〇
三
)

二
三



私

法

の

鍵
権

(
第
三
巻
第

一
脱
)

(
二
〇
四
)

二
四

現
象
形
態

に
つ
い
て
の
み
で
あ
つ
て
、
そ
の
本
質
に
お
い
て
は
全
く
異
る
。
メ
キ
シ
コ
、
南
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
夫
婦
財
産
制
は
、

夫
婦
財
産
制
度
そ
の
も
の
の
彊
化
の
極
致
で
あ
る
に
反
し
,
ソ
ヴ
ェー
ト
・
ロ
シ
ア
に
お
け
る
そ
れ
は
,
死
滅
せ
ん

と
す

る
夫
婦
財

産
制
の
最
後
の
残
骸
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
そ
れ

は
實
に
,
夫
婦
財
産
制
な
る
制
度
を
不
要
な
ら
し
む
る
傾
向
を
包
藏
す
る
と
こ
ろ

の
夫
婦
財
産
制
な
の
で
あ
る
。

レ
ン
ホ
フ
が
ソ
ヴ
ェ
ー
ト

・
ロ
シ
ア
法
の
夫
婦
財
産
制
を
類
型
強
制
の
傾
向

の

一
つ
の

現
は
れ
と
し

て
墓
・げ
て
ゐ
る
の
は
、
か

・
る
意
味
に
理
解
す
べ
き
で
あ
ら
う
。

(2
)

子
の
問
題

レ
ン
ホ
フ
の
あ
げ
た
資
料

に
從

つ
て
、
こ
れ
を
、
私
生
子
の
問
題
と
子
の
扶
養
監
護
の
問
題
に
わ
け
て
述

べ
る
。

(
イ
)

私

生

子

既
に
婚
姻
の
方
式

(
(-
)
(
イ
)
)
に
關
聯
し
て
述
べ
た
よ
う

に
,
正
統
婚
姻
態
た
る
家
團
が
そ
の
成
員
の
生
存

を
保
障
す

る
の

社
會
的
職
能
を
管
む
か
ぎ
り
、
家
團
成
員
た
る
の
地
位
は
、
必
然
に
各
種
の
重
要
な
る
財
産
的
…権
利
義
務
と
結
び
つ
く
も
の
で
あ
る
。

正
統
婚
姻
態
た
る
家
團

に
対
す

る
私
生
子
の
闘
入
は
、
從

つ
て
,
當
然
に
そ
の
正
統
成
負
の
利
害
関
係

に
影
響
を
及
ぼ
さ
ざ
る
を
え

な
い
。
こ
れ
が
、
杜
會
的

に
私
生
子
差
別
待
遇
の
生
す
る
第

一
の
理
由
で
あ
つ
て
云
は
f
そ
の
實
質
的
根
撮
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、

私
生
子
差
別
待
遇
の
行
は
る
る
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
第
二
の
、
い
は
.・
観
念
的
根
櫨
と
で
も
い
ふ
べ
き
も

の
が
あ
る
の
で
あ

つ
て
、



そ
れ
は
、

『
婚
姻
尊
車
観
念
』
,こ
も
名
づ
け
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
第
二
の
根
様
た
る
、
制
度
,こ
し
て
の
婚
姻
を
奪

重
す
る
の
観
念
は
、
そ
れ
を
お
し
つ
め
て
ゆ
け
ば
、
結
局
は
、正
統
婚
姻
態
が
社
會
的
機
能
を
螢
む
こ
と
か
ら
生
す
る
も
の
で
あ
り
、

そ
れ
故
、
つ
い
に
第

一
の
理
由
に
還
元
せ
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
ら
う
。
か
く
て
、
私
生
子
差
別
待
遇
な
る
現
象
は
.
畢
寛
,
家
團
成

員
の
財
産
関
係

ご
密
接
な
る
関
係

に
立
つ
こ
と
が
明
ら
か
と
な
つ
た
。

と
こ
ろ
で
、
無
産
者
に
と
つ
て
は
、
家
團
そ
れ
自
身
に
財
産
が
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
從
つ
て
そ
の
成
員
た
る
身
分
に
俘
ふ
財
産

関
係

の
如
き
も
、
も
は
や
大
な
る
意
義
を
有
し
え
な
い
。
そ
れ
故
、
無
産
者
の
間

に
お
い
て
は
、
私
生
子
差
別
待
遇
の
實
質
的
根
撮

は
す
で
は
失
は
れ
て
ゐ
る
も
の
と
云
ふ
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
も
な
ほ
、
も
し
現
實
に
お
い
て
無
産
者
の
間

に
お
い
て
も
差
別
待
遇

の
現
象
が
行
は
れ
て
ゐ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
社
會

を
動
か
し
て
ゐ
る
有
産
者
の
考

へ
方
が
影
響
力
を
持

つ
て
ゐ
る
が
た
め
に
ほ

か
な
ら
な
い
。
こ
の
観
念
的
影
響
の
な
く
な
つ
た
瞬
間
に
、
そ
こ
に
、
私
生
子
差
別
待
遇
の
終
焉
が
見
ら
れ

る
で
あ
ら
う
。
す
で
に

ソ
ヴ
ェー
ト
・
ロ
シ
ァ
の

一
九

一
八
年
の
人
事
法

(
=
三
二
條
)
に
お
い
て
、
婚
姻
上
の
出
生
.ヒ
婚
姻
外
の
出
生
と
の
問
の
差
別
は
、

ほ
と
ん
き
全
く
撤
慶
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る

(
一
三
九
頁
)
。
こ
こ
に
お
い
て
か
、
私
生
子
の
問
題
は
、
子

一
般

の
問
題

の
な
か
に
解
滑

す
る
・
國
家
は
に
f
・
他
の

一
般
の
無
監
護
見
な
ーご
・こ
同
様
に
、
そ
の
扶
養
監
護
教
育

・11專
心
す
べ
き
こ
と
と
な
る
の
み
で
あ
ろ
。

(
ロ
)

子
の
養
育
監
護

私

法

の

鍵

遜

(
第
三
巻
第

】
號
)

(
二
〇
五
)

二
五



私

法

の

痩

遷

(第
三
霧
第

一號
)

(
二
〇
六
)

二
六

有
産
家
團
の
子
女
に
つ
い
て
は
、
そ
の
養
育
監
護
は
、
こ
れ
を
家
團
乃
至
近
親
者
に
ま
か
せ
て
お
い
て
さ
し
つ
か

へ
な
い
。
こ
れ
,

民
法
の
規
定
す
る
個
人
的
個
別
的
な
る
親
権
,
後
見
、
扶
養
な
さ
の
制
度
が
今
日
な
ほ
、
彼
れ
ら
に
対
し

て
そ
の
機
能
を
完
全
に
稜

揮
し
て
ゐ
る
所
以
で
あ
る
。

し
か
る
に
,
無
産
の
家
團

に
あ
つ
て
は
、

一
方
、
財
産
な
き
が
故
に
子
の
扶
養
監
護
教
育
が
困
難
に
な

る
と
同
時
に
、
他
方
、
家

族
制
度
の
解
髄
に
件
ふ
家
團
成
員
の
家
庭
よ
り
の
離
散
は
ー

す
な
は
ち
、
親

は
親
.
子
は
子
で
別
々
に
働
き
に
出
る
よ
う
な
現
象

は
1

監
護
教
育
の
實
行
を
不
可
能
な
ら
し
め
て
ゐ
る
。
そ
こ
で
、
無
産
の
子
女
に
対
す

る
養
育
監
護
の
機

能
は
家
團
よ
り
追
放
せ

ら
れ
,
從

つ
て
,
民
法
の
親
権
後
見
扶
養
な
,こ
の
制
度
は
、
彼
ら
に
対
し
て
は
ほ
と
ん
さ
室
文
に
節
す
る
。
か
く
て
こ
こ
に
、
無
産

の
子
女
の
養
護

に
対
す
る
國
家
の
社
會
攻
策
的
干
渉
の
問
題
が
起
る
。
そ
う
し
て
、
そ
の

一
端
と
し
て
は
す
で
に
義
務
教
育

の
制
度

が
現
は
れ
、
ま
た
、
公
的
少
年
保
護
の
制
度
が
行
は
れ
る
。
オ
ー
ス
ト
リ
ア
法

に
つ
い
て
レ
ン
ホ
フ
が
、

「民
法
の
個
人
的
後
見
人

(
p
e
r
s
o
n
l
i
c
h
e
r
 
V
o
r
m
u
n
d

)
は
、
し
か
し
、
今
日
に
お
い
て
は
そ
の
演
ず
る
役
割
は
消
え
去
り
つ
・
あ
る
の
で
は
あ
る

ま
い
か
。

被
後
見
人
の
極
め
て
大
な
る
部
分
は
、

職
務
的
後
見

(
B
e
r
u
f
s
v
o
r
m
u
n
d
s
c
h
a
f
t

)

の
も
と
に
立
つ
て
ゐ
る

の
で
あ
つ
て
、

こ
れ
は

か
よ
う
に
し
て
公
の
任
務
を
果
し
そ
し
て
完
全
に
非
個
人
的
な
も
の
で
あ
る
。
す
な
は
ち
、個
別
的
後
見

(
E
i
n
z
e
l
v
o
r
m
u
n
d
s
c
h
a
f
t

)

は
.
施
設
後
見

(
A
n
s
t
a
l
t
s
v
o
r
m
u
n
d
s
c
h
a
f
t

)

(
オ
ー
ス
ト
リ
ア
民
法
改
正
二
〇
七
條
)
な
か
ん
つ
く
、

一
般
後
見

(
G
e
n
e
r
a
l
v
o
r



 
m
u
n
d
s
c
h
a
f
t

)

(
改
正
二
〇
八
條
)

と
な
つ
て
し
ま
つ
た
。

後
見
は
か
く
て
全
く
非
個
人
化
さ
れ
た
。

そ
れ
は
い
ま
や
公
的
少
年

保
護

(
o
f
f
e
n
t
l
i
c
h
e
 
J
u
g
e
n
d
f
i
i
r
s
o
r
g
e

)
な
の
で
あ
る

(
一
四
五
頁
)
」

と
述
べ
て
ゐ
る
の
は
、

こ
れ
に
當
る
も
の
で
あ

つ
て
、
レ
ン

ホ
フ
は
こ
れ
を
私
法
の
個
人
性
喪
失

(
E
n
t
p
e
r
s
o
n
l
i
c
h
u
n
g
 
d
e
s
 
P
r
i
v
a
t
r
e
c
h
t
s

)
の

一
例
と
す
る

二

四
五
頁
)
。

と
こ
ろ
で
、
國
家
が
無
産
子
女
の
養
育
監
護
に
つ
い
て
干
渉
す
る
に
は
、
右
の
よ
う
な
直
接
的
方
法
の
み
な
ら
ず
,
ま
た
、
間
接

に
親
の
扶
養
義
務

の
履
行
を
確
保
す
る
こ
と
に
ょ
つ
て
そ
の
養
護
を
全
う
せ
ん
と
す
る
方
法
も
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
後
の
方
法
も
,

ソ
ヴ
ェー
ト

●
ロ
シ
ア
に
お
い
て
は
、
は
な
は
だ
拡
大

さ
れ
て
探
用
せ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ

つ
て
、

レ
ン
ホ

フ
は
こ
れ

を
婚
姻
の
國

家
性
喪
失

(
E
n
t
s
t
a
a
t
l
i
c
h
u
n
g
 
d
e
r
 
E
h
e

)
の
傾
向
に
対
す

る
逆
傾
向
と
み
る

(
一
三
九
頁
)
。
す
な
は
ち
、

ま
つ

a

扶
養
料
の
給
付
そ
の
も
の
を
強
制
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
養
護

を
確
保
す
る
た
め
に
は
、

一
九
二
六
年
の
親
族
法
第
四
六
條

に
よ
る
と
、
裁
判
所
は
、
親
た
ち
が
未
成
年
の
子
に
対
す
る
そ
の
扶
養
義
務
を
履
行
し
な
い
場
合

に
,
そ
の
親
た
ち
よ
り
親
権

を
剥

奪
し
あ
る
ひ
は
少
く
ε
も
子
を
連
れ
去
つ
て
後
見
な
ら
び
に
養
育
の
機
關
に
監
護
を
委
ね
る
こ
と
が
で
き
,
な
ほ
そ
の
際
裁
判
所

は

子
に
対
す

る
親
の
扶
養
料
給
付
を
決
定
す
る
の
で
あ
る

(
二
二
九
-

一四
〇
頁
)
。
次

に
、

b

扶
養
義
務
者
を
確
定
す
る
こ
と
に
ょ
つ
て
扶
養
料
給
付
を
確
保
す
る
た
め
に
は
、

(
i

)

身
分
機
關

に
お
い
て
父
と
し
て
指
示
さ
れ
た
者
は
、
こ
の
指
示
を
知
つ
て
よ
り

一
ヶ
月
内
に
異
議
を
申
立
て
ざ
る
か

私

法

の
変
遷

(第
三
巻
第
一
號
)

(
二
〇
七
)

二
七



私

法

の

鍵

遷

(第
三
霧
第
一
脱
)

(二
〇
八
)

二
八

ぎ
り
、
確
定
的

に
そ
の
子
の
父
と
し
て
身
分
登
録
簿
に
登
録
さ
れ
る

(
一
九
二
六
年
の
親
族
法
二
九
條
)
。

こ
の
故
に
、
そ
の
母
に

対
し

て
は
、
す
で
に
懐
胎
中
に
お
い
て
胎
見
の
父
を
指
示
し
て
届
出
を
な
す
権
利
か
與

へ
ら
れ
る
。
な
ほ
こ
の
際
、
そ
の
女
が
他
の

者
と
結
婚
し
て
ゐ
る
か
、
或
ひ
は
ま
た
、
そ
の
結
婚
の
相
手
が
現

に
請
求
を
受
け
て
ゐ
る
者
で
あ
る
か
は
、
全
然
問
題
に
は
な
ら
な

い

(
一三
九
頁
)
。

(
"Ⅱ
)

懐
胎
期
間
中
、
子
の
母
が
数
人
の
男
子
と
関
係

し
た
場
合

に
つ
き
。

一
九

一
八
年

の
法
律
は
、
か

・
る
場
合
、
全
部

の
男
子
を
し
て
、
は
た
し
て
父
で
あ
り
う
る
か
否
か
を
問
は
す
し
て
、
責

に
任
ぜ
し
め
た
の
で
あ
り
、
い
ま
や
、

ロ
シ
ア
社
會
主
義

聯
邦
ソ
ヴ
ェー
ト
共
和
國

(
R
.
S
.
F
.
S
.
R
.

)
の
婚
姻
法
第
三
二
條
は
、
裁
判
所
は
そ
の
う
ち
の
た
f

一
人
を
父
と
し
て
決
定
す
べ

き
旨
,
規
定
し
て
ゐ
る

二

四
〇
夏

。
但
し
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
社
會
主
義
ソ
ヴ
ェ
ー
ト

共
和
國

(
u
k
r
a
i
n
i
s
c
h
e
 
S
.
 
S
.
 
R
.

)

の

一
九
二

⊥ハ
年
の
法
律

は
他
の
者
に
も
連
帯
由貝
任
を
員
は
せ
て
ゐ
る

(同
頁
)
。

二
相
続
関
係

相
続

制
度
は
私
所
有
権
制
度
と
切
り
離
し
え
な
い
も
の
で
あ
つ
て
、
前
者
に
つ
い
て
論
ず
る
こ
と
は
必
然

に
後
者
に
対
す

る
考
察

に
ま
で
導
か
れ
る
。
し
か
し
」
こ

・
で
は
、
レ
ン
ホ
フ
の
提
出
し
た
材
料
に
關
し
て
の
み

一
言
す

る
に
と
f
め
る
。
そ
れ
は
,

死
後
塵
分
自
由
の
原
則
,こ
遺
留
分
制
度

に
つ
い
て
で
あ
る
。



フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
,
革
命
時
代
。
長
子
相
続

お
よ
び
男
系
相
綾

の
特
権
を
塵
止
し
、
相
続
権
平
等
の
原
則
を
強
行
し
た
結
果
、

一
時
、
遺
言
塵
分
の
自
由
は
極
度
に
歴
迫
さ
れ
た
が
,
そ
の
後

一
九
〇
四
年
の
民
法
典
で
は
、
p
o
r
t
i
o
n
 
d
i
s
p
o
n
i
b
l
e

(
可
譲
分
)
の

限
度

に
お
い
て
死
後
腱
分
の
自
由
は
復
活
さ
れ
た
の
で
あ
つ
た
。
す
な
は
ち
、
こ
の
法
典
に
お
い
て
は
、
被
相
続

人
の
裁
量
に
ま
か

せ
ら
れ
た

『
可
譲
分
』

は
、
遺
チ
ニ
人
の
場
合
に
は
軍
に
三
分
の

一
、
そ
れ
以
上
の
場
合

に
は
軍
に
四
分
の

一
で
あ
る

(
ス
イ
ス
民

法
第
四
七
〇
條
以
下
も
同
檬
)

(
一
三
五
頁
)
。
ま
た
、

一
八

一
一
年
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア

民
法
典
に
お
い
て
も
、
遺
言
の
自
由
は
フ
ラ

ン
ス
民
法
よ
り
多
少
は
廣
く
認
め
ら
れ
た
と
は
い

へ
、
や
は
り
、
配
偶
者
の
た
め
に
で
は
な
い
が
、
子
な
ら
び
に
親
の
た
め
に
、
遺

言
の
自
由
は
制
限
せ
ら
れ
た
の
で
あ
つ
た

(同
頁
)
。
そ
う
し
て
,
今
日
諸
國
の
法
制
も
ま
た
、
大
饅

こ

れ
と
そ

の
軌
を

一
に
し
て

ゐ
る
(八
)
。

(註
八
)

遣
留
分
制
度
に
つ
い
て
は
、
詳
し
く
は
.
近
藤
氏

「相
綾
法
の
研
究
」
二
〇
三
頁
以
下
参
照
c

お
も
ふ
に
、
現
代
資
本
制
社
曾
に
お
い
て
は
,
死
後
處

分
の
自
由

・
遺
言
の
自
由

(
T
e
s
t
i
e
r
f
r
e
i
h
e
i
t

)
は
,
こ
の
社
會

の
法
制
の

根
本
原
則
た
る
契
約
自
由
の
原
則
の
コ
ロ
ラ
リ
ー
と
し
て
、
當
然
認
め
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
す
な
は
ち
、
各
人
は
そ
の
生
前
に

自
己
の
所
有
財
産
を
い
か
よ
う
に
も
腱
分
し
う
る
と
同
じ
く
、
自
己

の
死
後
に
お
け
る
そ
の
財
産

の
運
命
も
自
由
に
こ
れ
を
支
配
し

え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
こ
の
死
後
虜
分

の
自
由
を
無
制
限
に
認
む
る
と
き
は
、

つ
い
に
、
家
父
は
多
く
の

私

法

の

鍵

遷

(第
三
霧
第
「
號
)

(
二
〇
九
)

二
九



私

法

の

鍵

遷

(第
三
霧
第

一號
)

(
二
噌
0
)

三
〇

財
産
を
他
人
に
遺
贈
し
、

よ
つ
て
、

そ
の
財
産
に
よ
つ
て
は
じ
め
て
生
活
を
可
能
な
ら
し
め
ら
る
べ
き
相
続

人
た
る
家
團
成
員
は
、

そ
の
利
益
を
害
せ
ら
れ
,
は
な
は
だ
し
き
は
そ
の
生
存
を
脅
か
さ
る
る
に
い
た
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
こ
れ

ら
の
者
の
生
存
を
保
障

せ
ん
と
す
る
社
會
政
策
的
意
義
を
有
す
る
劉
策

と
し
て
、
し
か
し
、
結
果
か
ら
み
れ
ば
、
相
続
制
度
本
來
の
社
會
的
機
能
の
回
復
と

し
て
考

へ
ら
れ
る
も
の
が
、
可
譲
分
乃
至
遺
留
分
の
制
度
な
の
で
あ
る
。

レ
ン
ホ
フ
が

「
自
由
思
想

(
F
r
e
i
h
e
i
t
s
d
e
e

)
に
対
す

る

平
等
思
想

(
G
l
e
i
c
h
h
e
i
t
s
i
d
e
e

)
の
圖
争
」

(
一
三
五
頁
)
と
し
て
特
徴
づ
け
て
ゐ
る
現
象
は
(九
、、

實
は
、

か
よ
う
な
意
義
を
有
す

る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

(註
九
)
H
e
d
e
m
a
n
n
,
F
o
r
t
s
c
h
r
i
t
t
e
,
I
I
.
T
e
i
l
.
1
,
H
a
l
f
t
e
,
S
.
6
6
.
f
f

も
、
レ
ン
ホ
フ
ざ
同
見
解
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
に
遺
留
分
が
社
會
政
策
的
意
義
を
有
す
る
と
い
ふ
の
は
、
そ
の
成
員
生
活
の
保
障
を
家
團
の
財
産
に
員
捲
せ
し

む
る
こ
と
に
よ
り
、
間
接

に
國
民
の
生
存
が
保
護
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
こ
れ
は
有
産
家
團
に
つ
い
て
の
み
云

へ
る
こ

と
で
あ
つ
て
、
無
産
家
團
の
成
員
に
対
し

て
は
、
か

・
る
こ
と
は
、
全
く
そ
の
意
味
を
な
さ
な
い
。
從

つ
て
、
か
よ
う
な
無
産
者
に

対
し

て
は
、
さ
ら
に
高
き
立
場
の
社
會
政
策
が
要
求
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
す
な
は
ち
、
家
團
の
た
め
よ
り
も
、
よ
り
大
な
る
社
會

の
た
め
と
い
ふ
の
が
、
そ
の
標
語
と
な
る
の
で
あ
る
。
か

・
る
傾
向
の

一
つ
の
現
は
れ
と
し
て
、
相
続

税
の
問
題
も

(
=
二
五
頁
)
、

一
処
理
解
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。

(
但
し
,
こ
の
理
念
が
現
實
化
さ
れ
る
か
否
か
は
、
も
つ
ば
ら
、
そ
れ
は
、
政
治
の
決
す
る
・、}
こ
ろ
で



あ
る
。
)

レ
ン
ホ
フ
は
、
か

・
る
傾
向
を
,

「
團
體
思
想
の
進
出
」

(
d
a
s
 
V
o
r
d
r
i
n
g
e
n
 
d
e
s
 
G
e
d
a
n
k
e
n
s
 
d
e
s
 
V
e
r
b
a
n
d
e
s

)
と

名
づ
け
る
。

な
ほ
、
以
上
の
社
會
政
策
的
意
義
を
有
す
る
國
家
の
干
渉
の
ほ
か
に
、
経
済

政
策
的
意
義
を
有
す
る
國
家

の
干
渉
も
現
は
れ
る
。

す
な
は
ち
、

一
子
相
綾
人

(
A
n
e
r
b
e

)
が
そ
の
代
表
者
で
あ
る
と
こ
ろ
の
家
團
の
利
益

の
た
め
に
す
る
土
地

の
結
束

(
B
i
n
d
u
n
g

)

は
、
平
等
思
想
の
尊
重

よ
の
も
、
さ
ら
に
も
つ
と
顧
慮
に
値
ひ
す
る
も
の
の
よ
う
に
見
え
て
く
る

(
一
三
六
頁
)
。

そ
う
し
て
、
國
家

の
利
益

は
、
平
等
思
想

(
相
綾
人
間
の
土
地
の
分
割
)
の
慶
棄
を
も
た
ら
す

(同
頁
)
の
で
あ
る
。

三
労
働
関
係

近
時
に
お
け
る
労
働
立
法
の
獲
達
に
よ
り
、
法
學
上
、
新
法
理
の
展
開
の
め
ざ
ま
し
き
も
の
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
,
労
働

者
の

地
位
改
善
の
自
律
的
方
面
た
ち
團
體

協
約

の
問
題
と
、
そ
の
他
律
的
方
面
な
る
國
家
保
護
に
關
聯
す
る
二
三
の
問
題
と
に
燭
れ
る
に

と
f
め
る
。

(
1
)
團
體

協
約

「
労
働
法
の
領
域
に
お
い
て
は
、
團
罷
協
約

(
K
o
l
I
e
k
t
i
v
v
e
r
t
r
a
g

)
が
法
律
の
分
野
を
支
配
し
て
ゐ
る
。
國
家
の
労
働

契
約
法
の

意
義
は
、
ま
す
ま
す
輕
微
な
も
の
と
な
り
つ

・
あ
る
」

(
一
三
八
頁
)
。
個
々
の
労
働
関
係

の
内
容
は
、

ま
つ
第

一
に
團
體
的

(
k
o
l

私

法

の

痩

遷

(第
三
巻
第
一
號
)

(一
二

一)

三

一



私

法

の

鍵

涯

(第
三
霧
第
一
號
)

(二
=
び

三
二

l
e
k
t
i
v

)
に
決
定
せ
ら
れ
る
。
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
お
い
て
は
、
反
テ

ロ
法

(
A
n
t
i
t
e
r
r
o
r
g
e
s
e
t
z

)
の
形
を
と
つ
た

一
九

一
九
年

=

一月

一
八
日
の
調
停
裁
判
所
設
立
な
ら
び
に
團
體
的
労
働

協
約
に
關
す
る
法
律

(
E
A
G

)
に
よ
る
と
、

從

業
全
員

(
B
e
l
e
g
s
c
h
a
f
t

)

は
、
み
つ
か
ら

一
の
團
體

的
協
約
當
事
者
に
驕
す
る
者
で
な
い
場
合
も
、
團
體

協
約
に
拘
束
せ
ら
れ
る

(
同
法

一
四
條
二
項
三
項
)

二

四
三
頁
)
。

そ
し
て
、

各
個
人
は
こ
の
効
力

を
排
除
す
る
を
え
な
い
。

た
f
從
業
全
員
の
み
こ
れ
を
な
し
う
る

(
同

一
四
條
三

項
)

(同
頁
)
。
こ
れ
を
免
れ
ん
が
た
め
に
は
、
各
個
人
は
,
団
体

協
約

の
包
含
せ
る
よ
り
も
よ
り
有
利

な

る
條
件
が
自
己
に
提
供

せ
ら
れ
た
る
旨
の
主
張
を
,
貫
徹
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ら
う
。
総
鐙

(
K
o
l
l
e
k
t
i
v
u
m

)

の
條
件
よ
り
も
劣
悪
な
る
條
件
の

申
出
は
.
か
く
て
排
除
さ
れ
て
ゐ
る

(
同

一
四
條
二
項
)

(同
頁
)
。

從
つ
て
、

全
労
働

契
約
法
は
殆
ん
,ご
實
際
に
は
團
體
化
せ
ら

れ
て
ゐ
る
。
た
f
、
被
傭
者
個
人

(
P
e
r
s
o
n

)
の
選
択

の
み
が
な
ほ
依
然
と
し
て
個
人
的
裁
量
に
ー

そ
れ

は
労
働
紹
介
所
の
拘
束

な
ら
び
に
内
國
労
働

者
保
護
に
よ
つ
て
制
限
を
受
け
て
ゐ
る
が
ー

ま
か
さ
れ
て
ゐ
る
。
さ
ら
に
ま
た
、

ロ
シ
ァ
労
働
法
典
は
、
第

四
九
條
に
お
い
て
、
あ
ら
ゆ
る
労
働
契
約
は
所
轄
労
働

組
合
の
要
求
に
よ
つ
て
解
約
告
知
せ
ら
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
定
め
て
ゐ

る
。

「
労
働
法
は
、
だ
か
ら
、
団
体

法

(
V
e
r
b
a
n
d
s
r
e
c
h
t

)
で
あ
る
」

(同
頁
)
。

(
2
)

國
家

の
他
律
的
保
護

こ
れ

に
關
し
て
は
、
使
用
者
の
解
約
告
知
権

の
制
限
ご
,
被
用
者
の
労
働
の
所
産
の
保
護
.こ
に
つ
い
て
述

べ
,
終
り
に
國
家
に
よ



る
こ
の
労
働

者
保
護
は
,
國
家

の
よ
り
大
な
る
他
の
利
益

に
よ
つ
て
、
必
然
に
制
限
さ
れ
る
事
例
を
掲
げ

る
。

(
イ
)

解
約
告
知
権
の
制
限

諸
國
の
民
法

の
規
定
に
よ
れ
ば
、
期
間
の
定
め
な
き
雇
傭
契
約
に
お
い
て
は
、
使
用
者
ま
た
は
被
用
者
は
何
時
に
て
も
自
由
に
解

約
を
爲
し
う
る
こ
と
に
な
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が

(
例

へ
ば
,

フ
ラ

ン
ス
民
法

一
七
八
〇
條
二
項
)

(
一四

一ー
1

「
四
二
頁
)
、
こ
の

解
約
告
知
の
自
由
は
、
労
務

者
保
護

の
立
場
か
ら
直
接
な
ら
び
に
聞
接
に
制
限
を
受
け
る
。

a

解
約
告
知
権
の
直
接
的
制
限

ド
イ
ツ
経
営

協
議
會
法

(
B
.
 
 
R
.
 
 
G
.

)
に
よ
れ
ば
、

一
労
働
者
ま
た
は

一
使
用
人
の
、
解
約
告
知
或
ひ
は
解
雇
に
つ
い
て
、
経
営

協
議
曾

(
B
e
t
r
i
e
b
s
r
a
t

)
に
ょ

つ
て
代
表
せ
ら
れ
る
從
業
全
員

(
B
e
l
e
g
s
c
h
a
f
t

)
が
争

ふ
権
限

を
持
つ
て
ゐ

る
。
す
な
は
ち
、

同
法

第
八
四
條

一
項
に
よ
れ
ば
、
何
ら
理
由
を
示
す
こ
と
な
く
し
て
解
約
告
知
の
爲
さ
れ
た
場
合
,
そ
の
探
用

の
際
に
約
定
し
た
以
外
の

労
働

を
縦
績
的
に
爲
す
こ
と
を
被
傭
者
が
拒
絶
し
た
か
ら
と
い
ふ
理
由
で
解
約
告
知
さ
れ
た
場
合

、
ま
た
、
解
約
告
知
が
被
傭
者
の

行
爲
も
し
く
は
経
営

の
事
情
に
基
か
ざ
る
・
不
當
な
る
・
峻
嚴
さ
を
示
す
場
合
な
,ご
に
お
い
て
は
,
從
業

全
員
は
,
右
の
権
限
を
有

す
る

(
一
四
三
頁
)
。
ま
た
、
オ
ー

ス
ト
リ
ア

一
九
二
三
年

一
月

一
二
日
の
法
律
第

=
二
條
に
よ
れ
ば
、
重
傷
者
の
解
約
告
知
は
、
も

つ
ば
ら
た
f
中
央
救
護
所

(
H
a
u
p
t
f
u
r
s
o
r
g
e
s
t
e
l
l
e

)
の
同
意
を
得
て
の
み
許
さ
れ
る
こ
と
と
な
つ
て
ゐ
る

(同
頁
)
。
さ
ら
に
ま
た
,

私

法

の

鍵

遷

(第
三
鵯
第

一號
)

(一二

三
)

三
三



私

法

の

鍵

遷

(第
三
霧
第
一
號
)

(二
一
四
4

三
四

ソ
ヴ
ェー

ト
・
ロ
シ
ア

一
九
二
二
年
の
労
働

法
典
第
四
七
條
は
,
期
間

の
定
め
な
く
し
て
締
結

せ
ら
れ
た
労
働

契
約

の
解
消
を
、
輩

に
、
企
業
の
解
散
或
ひ
は
事
業
の
縮
小
ま
た
は
被
用
者
の
明
白
な
る
不
適
任
あ
る
場
合
に
の
み
認
め
て
ゐ
る

二

四
六
頁
)
。

b

解
約
告
知
に
際
し
補
償
給
付
を
命
ず
る
こ
と
に
よ
る
聞
接
的
制
限

フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
、
期
間
の
定
め
な
き
雇
傭
に
つ
き
解
約
の
自
由
を
認
め
る
民
法
第

一
七
八
〇
條
第

二
項
の
規
定
あ
る
に
か

・
は
ら
す
、
判
例

は
、
被
用
者
が
そ
の
活
動
に
よ
り
使
用
者
に
利
益

を
、
例

へ
ば
新
し
い
取
引
関
係

を
つ
く

つ
た
こ
と
な
さ
に
よ
つ

て
、
與

へ
た
場
合

に
は
、
解
約
の
際
に
被
用
者
に
対
し
補
償
給
付
を
爲
す
べ
き
義
務
を
,
使
用
者
に
課
す

る
(
一
四
噌1

一
四
二
頁
)。

オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
お
い
て
も
,
解
約
に
際
し
補
償

(
A
b
f
e
r
t
i
g
u
n
g

)

を
被
用
者
に
対
し
て
支
払

ふ
べ
き
義

務
が
認

め
ら
れ
て
ゐ
る

二

四
六
頁
)
。
ま
た
、
イ
タ
リ
ア
の
労
働
憲
章

(
c
a
r
t
a
 
d
i
 
 
I
a
b
o
r
o

)

第

一
七
條
は
労
働
者
に
対
し
、
イ
タ
リ
ア
一
九
二
四
年

一
一

月

=
二
日
第

一
八
二
五
號
命
令
第

一
〇
條
は
使
用
人
に
対
し
、
責
な
く
し
て
そ
の
地
位
を
失
ひ
た
る
場
合
に
、
補
償
の
請
求
権
を
與

へ
て
ゐ
る
。

(
口
)
労
働

の
所
産
の
保
護

こ
の
點

に
つ
き

レ
ン
ホ
フ
の
提
出
し
た
も
の
は
、
単
に

,
オ
ー
ス
ト
リ
ア

特
許
法
に
つ
い
て
で
あ
る
。
す
な
は
ち
、
同
法
第
五
條

ノ
三
第

一
項
に
よ
れ
ば
、
使
用
人
の
將
來
の
褒
明
ま
た
は
そ
の
利
用
に
つ
き
使
用
者
に
そ
の
権
利
が
蹄
贋
す

べ
き
旨
の

.
使
用
者
な



ら
ぴ
に
使
用
人
間
の

・
約
定
は
、
そ
れ
が
業
務
上
の
稜
明
に
關
し
、
か
つ
、
約
定
の
締
結
が
書
面
に
よ
ら
ざ

る
場
合
に
お
い
て
は
、

数
力
な
し
と
宣
言
す
る

二

三
九
頁
)
。

(
(
)

國
家
の
直
接
ま
た
は
間
接
の
労
働

者
保
護
は
,
そ
れ
が
國
家
の
最
高
目
的
た
ら
ざ
る
か
ぎ
り
、
殊
に
多
く
の
制
限
を
受

く

る

こ

と
云

ふ

ま

で
も

な

い
。

そ

の

一
例

と
し

て

は
ー

レ
ン

ホ

フ
の
塞
・ぐ

る

と

こ
ろ

に

よ

る

と
ー
オ
ー
ス
ト
リ
ア

の
G
e
l
d
i
n

s
t
i
t
u
t
e
z
e
n
t
r
a
l
e
g
e
s
e
t
z

の
第

一
章
第
五
條
に
從

へ
ば
、
同
規
定
に
塞
げ
ら
れ
た
雇
傭
関
係

は
、
和
議
手
續

の
開
始
後

は
、

そ
の
契
約

内
容
殊
に
雇
傭
期
間

の
定
め
の
ご
と
き
は
顧
慮
せ
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
直
ち
に
、
単
に

法
定
の
告
知
期
間

を
遵
守

す
る
の
み
で
、
解

除
さ
れ
う
る
こ
と
に
な
つ
て
ゐ
る

(
一
四
二
頁
)
。

四

企
業
関
係

企
業
に
つ
い
て
は
、
ま
つ
今
日
最
も
重
大
な
る
意
義
を
有
す
る
独
占
企
業
に
つ
い
て
.
そ
の
各
種
の
法
律
関
係

を
明
ら
か
に
し
、

次
に
、

一
般
の
企
業
の
問
題
と
し
て
、
企
業
の
個
人
性
喪
失
の
現
象
、
企
業
金
融
、

お
よ
び
企
業
責
任
に
つ
い
て
述
べ
る
。

(1
)

企
業
独
占

の
法
律
関
係

独
占

企
業
が
い
か
に
し
て
獲
展
し
、
ま
た
、
今
日
の
経
済

組
織
に
お
い
て
い
か
な
る
地
位
を
占
め
て
ゐ
る
か
等
の
問
題

に
つ
い
て

は
、
既
に
、
経
済

學
者
の
研
究

に
よ
つ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
か
ら
,
こ
こ
に
は
、
も
つ
ば
ら
、
企
業
独
占

の
法
律
關

私

法

の

鍵

遷

(第
三
巻
第

一號
)

(
一二
五
)

三
五



私

法

の

婆

遷

(第
三
霧
第
一
號
)

(一二
六
)

三
六

係
を
取
り
扱

ふ
こ
ミ
ニ
こ
す
る
。
す
な
は
ち
、
限
ら
れ
た
範
囲

に
お
い
て
で
は
あ
る
が

「
自
由
経
済

に
対
し
て
拘
束
せ
ら
れ
た
る
経
済

が
、
規
制
せ
ら
れ
ざ
る
無
計
書
生
産

に
対
し
て
計
書
縫
濟
が
、
次
第
に
現
は
れ
て
く
る
」

(
;
孟
頁
ど
こ
い

ふ
現
象
の
法
律
的
側
面

を
ー

レ
ン
ホ

フ
の
提
供
す
る
資
料
の
範
國
内
に
お
い
て
i

明
か
に
し
よ
う
と
試
み
る
。

こ
の
問
題
は
、
独
占
髄
の
外
部
関
係

特
に
そ
の
需
要
者
に
覇
す
る
関
係

と
、
独
占

膣
の
内
部
関
係

の
問
題

と
に
わ
か
れ
る
。

(
イ
)
独
占

燈
と
そ
の
需
要
者
と
の
関
係

独
占

匿
と
そ
の
需
要
者
と
の
関
係

は
、

こ
れ
を
、
需
要
者
に
対
す
る
支
配
す
な
は
ち
独
占

的
地
位
の
生
成

が
、
法
律
的
に
い
か
な

る
形
で
現
は
れ
る
か
と
い
ふ
こ
と
と
、
独
占

饅
に
よ
つ
て
支
配
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
相
手
方
の
保
護
に
關
す
る
法
制
,こ
に
、
わ
け
て
述

べ
る
。a

独
占

的
地
位
の
生
成

こ
れ
は
、
さ
ら
に
、
事
實
上
の
支
配
の
生
成
を
法
律

が
認
め
る
に
す
ぎ
な
い
場
合

と
、
法
律
が
積
極
的
に
独
占
的
地
位
を
作
出
す

る
場
合
と
に
わ
か
れ
る
。

(i

)
独
占

的
地
位
の
事
實
的
生
成

ヵ
ル
テ
ル
・
シ
ン
ヂ
ケ
ー
ト
・
ト
ラ
ス
ト

・
コ
ン
ッ
ェ
ル
ン
な
さ
の

凋
占
組
織
に
よ

つ
て
独
占

的
地
位
の
生
成
確
保
さ
れ
る
こ
と



は

、

い
ま

さ

ら

、

説

く

ま

で

も

な

い
こ

・こ
で

あ

る

。

と

こ

ろ

が

、

か

・
る

高

度

の
独
占

の

ほ

か

、

な

ほ
、

不

正
競

業

(
u
n
l
a
u
t
e
r
e
r

W
e
t
t
b
e
w
e
r
b

)

の
法
律

的

禁

止

、

或

ひ

は
,
経
営

の
秘

密

(
B
e
t
r
i
e
b
s
g
e
h
e
i
r
n
n
i
s

)

の
法

律

的

保

護

に
よ

つ
て
も

、
独
占

的

地

位

が

事
實
的
に
ー

間
接
に
は
法
律
的
に
で
は
あ
る
が
ー

形
成
さ
れ
る
。
す
な
は
ち
、
不
正
競
業
に
關
す
る
諸

法
規
は
,

一
の
企
業
の

特
性

(
E
i
g
e
n
a
r
t

)
の
保
護
を
極
度
に
顧
慮
す
る
も
の
で
あ
る
。
最
も
快
適
に
し
て
最
も
完
全
な
る
装
備
を
持

つ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
の

・

世
人
に
弘
く
愛
用
せ
ら
れ
て
ゐ
る
・
商
品
を
製
作
し
ま
た
は
そ
れ
を
市
場

に
持
ち
出
す
こ
と
は
ー

か
、
る
装
備
の
製
作
が
既
に
、

そ
の
商
品
に
最
初
か

・
る
装
備
を
施
し
た
る
企
業
に
対
す

る
侵
害
,こ
評
価
さ
れ
る
の
だ
か
ら
、
ー

そ
の
爲

し
え
な
い
こ
と
だ
と
い

ふ
事
情
に
ょ
つ
て
、

も
し
競
争

と
い
ふ
も
の
が
取
り
除
か
れ
る
な
ら
ば
,

す
な
は
ち
そ
の
と
き
は
、

こ
の
企
業
に
対
し
て
、

法
律

上
、
か
よ
う
に
装
備
せ
ら
れ
た
る
物
品
に
つ
い
て
の
独
占
的
地
位
が
與

へ
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
さ
ら
に

一

暦
強
め
ら
れ
る
の
は
、
す
な
は
ち
、
経
営

の
秘
密
が
企
業
部
面
の
保
護
領
域

(
d
e
r
 
S
c
h
u
t
z
b
e
r
e
i
c
h
 
d
e
r
 
U
n
t
e
r
n
e
h
m
u
n
g
s
s
p
h
a
r
e

)
の

う
ち
に
含
め
ら
れ
、
そ
の
結
果
、
或
る

一
定
の
商
品
の
製
作
叉
は
販
売

に
つ
い
て
使
用
人
の
獲
得
し
た
特
殊

の
諸
知
識
の
利
用
が
、

い
は
ノ
そ
の
企
業
に
附
着
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
る
場
合

に
お
い
て
で
あ
る
。
從

つ
て
、
経
営

叉
は
営
業

の
秘
密

の
保
護
の
強
化
は
す

べ
て
、
必
然
に
独
占
的

に
作
用
せ
ざ
る
を
え
な
い

(
一
三
六
頁
)
。

("Ⅱ
)
独
占

的
地
位
の
法
律
的
形
成

私

法

の

鍵

遷

(
第
三
巻
第

一
號
)

(
二

毛

)

二
一七



私

法

の
変
遷

(第
三
霧
第

一
號
)

(
二

一
八
)

三
八

(
α
)

法

律

は

、

ヵ

ル
テ

ル
、

シ

ン
ヂ

ヶ

ー

ト
な

き

の
形

成

を

強
制

し

、

も

し

く

は

,
既

に
事

實
的

に

成

立

せ

る

カ

ル
テ

ル
、

シ

ン
ヂ

ケ
ー

ト
な

,ご
に
加

盟

を

強
制

す

る

こ
と
が

あ

る
。

す

な

は
ち

,

石

炭

な

ら

び

に
加

里
経
済

は
、

ド

イ

ツ
國

に

お

い
て

は
i

一
九

一
九

年

の

法

律

に

よ
り

1
1

計

書

的

に
統

制

せ
ら

れ

て

ゐ

る
。

そ

れ

は
、

國

石

炭

會

議

(
R
e
i
c
h
s
k
o
h
l
e
n
r
a
t

)

と
國

加
里

會

議

(
R
e
i
c
h
s
k
a
l
i
r
a
t

)

に

よ

つ
て

で
あ

つ
て
、

こ

れ

ら

の

下

に

位

し

て

シ

ン
ヂ

ク
ー

ト
が

活

動

す

る
。

そ
し

て

こ
れ

ら

の

シ

ン
ヂ

ケ
ー

ト

は

,

な

る
ほ

,ご

『
自
発
的

に
』

(
"
f
r
e
i
w
i
l
l
i
g
"

)

形

成

せ
ら

る

べ

き
も

の
で

は

あ

る
が

、
し

か

し

、

國
経
済

大

臣

は

な

ほ

(
強
制

的

に
)

加
盟

を
命

じ

う

る
の

で

あ

る
か

ら

、

制
墜

(
D
r
u
c
k
)

の
下

に
立

つ
て

ゐ

る

の

で
あ

る
。

ち

な

み

に
、
フ
ラ

ン
ス
に

お

い

て
も

ま

た
,

國

家

の
行

政

府

(
S
t
a
a
t
s
v
e
r
w
a
l
t
u
n
g

)

は
、
炭
礦

所

有

者

に
対
し

、

販

責

を
販
売

シ

ン
ヂ

ケ
ー

ト
を

通

し

て
行

ふ
こ

,、)
を

命

じ
う

る

の
で

あ

る

二

三
五
頁
)
。

(
β

)

法

律

は

ま

た
,

特

許

(
K
o
n
z
e
s
s
i
o
n

)

に
ょ

つ
で
独
占

的

地

位

を

作

出

す

る

。
オ
ー
ス
ト
リ
ア

の

一
九

二
九

年

一
二
月

二
〇

日

の

オ

ー

ス
ト

リ

ア
自

動
車

法

(
K
r
a
f
t
f
a
h
r
g
e
s
e
t
z
 
)

第

二

條

第

五

項

は
、

交

通

用

に
許

容

せ

ら

れ

た
す

べ

て

の
自

動

車

に

つ

い

て
賠

償

責

任

保

険

(
H
a
f
t
p
f
l
i
c
h
t
v
e
r
s
i
c
h
e
r
u
n
g
)

)

の
爲

さ

る

べ
き

旨

を
定

め

て

ゐ

る
が
、

そ

の
保
険

施

設

(
V
e
r
s
i
c
h
e
r
u
n
g
s
a
n

,

s
t
a
l
t
e
n

)
の

数

は
、

特

許

制

度

に

よ

つ

て
、

制
限

せ
ら

れ

て

ゐ

る

(
一
三
六
-

;

毛

頁
)
。

か

く

て
、

か

か

る
保
険

施

設

は
、
独
占

的
地
位
を
獲
得
す
る
の
で
あ
る
。



b
独
占

饅
の
支
配
を
受
く
る
需
要
者
の
保
護

独
占

組
織
の
威
力
に
屈
從
す
る
需
要
者
の
保
護
の
た
め
の
封
策
は
、

レ
ン
ホ
フ
の
資
料
に
よ
れ
ば
、
次

の
三
つ
に
わ
か
れ
る
。

(
i

)
独
占

的
地
位
濫
用
の
制
限

独
占

盟
の

一
方
的
に
定
む
る
契
約
條
項

に
需
要
者
が
拘
束
さ
れ
る
結
果
と
し
て
、
需
要
者
は
不
當
に
不
利
益

を
蒙
る
こ
.こ
が
あ
り

う
る
。
そ
こ
で
、
こ
れ
に
野
す
る
唯

一
の
保
護
を
ぽ
,
裁
判
は
、
善
良
の
風
俗
な
る
制
限

(
d
i
e
 
S
c
h
r
a
n
k
e
 
d
e
r
 
g
u
t
e
n
 
S
i
t
t
e
n

)

に

依
様
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
與

へ
て
ゐ
る
。
し
か
し
、
傳
來
的
意
味
に
お
い
て
善
良
の
風
俗
に
射
す
る
違
反

を
理
由
づ
け
る
が
た
め

に
は
、
か
よ
う
な
納
入
或
ひ
は
販
売

の
條
件
は
、
は
な
は
だ
し
く

『
一
面
的
』
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
だ
ら
う
。
諸
見
解
の
変
遷

は
、

裁
判
の
愛
遷
の
う
ち
に
極
め
て
明
瞭
に
表
は
れ
て
ゐ
る
。
ま
つ
最
初
は
、
裁
判
は
,
カ
ル
テ
ル
の
有
敷
な

る
こ
と
を
ば
,
取
得
の
自

由
お
よ
び
契
約
の
自
由
に
依
様
す
る
こ
と
に
ょ
つ
て
、
基
礎
づ
け
る

(
ド
イ
ツ
大
審
院

一
八
九
七
年
二
月

四
日
判
決

)
。
わ
つ
か

一

世
代
後
に
お
い
て
は
、
す
な
は
ち
、
独
占
的
地
位
の
利
用

に
よ
る
契
約
自
由
の
慶
棄
、
從

つ
て
、
経
済

的
自

由
の
逆
が
、
い
ま
や
、

自
明
的
の
こ
と
と
考

へ
ら
れ
る
、
何
人
も

『
自
己
の
利
益

を
擁
護
す
る
こ
と
』
を
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
な
し

と
い
ふ
理
由
で

(
一
九
二

八
年
三
月

=

一日
の
判
決
)

二

三
六
頁
)
。

し
か
る
に
,
そ
の
後
、

一
九
三
〇
年
七
月
二
六
日

の
ド
イ
ツ

新

カ
ル
テ
ル
緊
急
命
令

(
K
a
r
t
e
l
l
n
o
t
v
e
r
o
r
d
n
u
n
g
)

(
ヵ
ル
テ
ル
命
令
四
條

・
一
〇
條
)
は
、
國
政
府
に
対
し
、
全
盟
経
済
(
G
e
s
a
m
t
w
i
r
t
s
c
h
a
f
t
)

ま
た
は
公

私

法

の

鍵

遷

(第
三
巻
第

一號
)

(
二
一
九
)

三
九

.



私

法

の

痩

遷

(第
=
悪
第

一號
)

(
二
二
〇
)

四
〇

共
幅
社

(
G
e
m
e
i
n
w
o
h
i

)
を
危
う
く
す
る
場
合
の
み
な
ら
ず
、
さ
ら
に
、

『
経
済
上
の
行
爲
の
自
由
を
國
民
経
済

的
に
是
認

し
え
ざ

る
が
㌔、二
こ
き
方
法
を
も

つ
て
制
限
す
る
場
合

に
お
い
て
」
も
、
カ
ル
テ
ル
協
定
の
無
数
宣
言
を
な
す
権
限
を
興

へ
て
ゐ
る
。
政
府
が
、

そ
れ
に
対
す

る
権
能
を
與

へ
ら
れ
て
ゐ
る
の
だ
が
、

「
こ
の
政
府
た
る
や
.
議
會
制
共
和
國
に
お
い
て
は
支
配
的
諸
政
党

の
指
数
で

あ
り
,
從

つ
て
、
資
本
主
義
的
要
素

(
d
e
r
 
k
a
p
i
t
a
l
i
s
t
i
s
c
h
e
 
E
i
n
s
c
h
l
a
g

)
の
優
越
さ
の
い
か
ん
に
ょ
つ
て
政
府
の
干
渉
の
問
題
が
較

量
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
」

(
一
三
六
頁
)

(
"11
)
独
占

膣
に
対
す

る
締
結
強
制

独
占

盟

は
、
既
に
そ
の
企
業
に
つ
い
て
ほ
・こ
ん
さ
全
部
に
わ
た
る
支
配
的
地
位
を
取
得
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
か
ら
,
も
し
、
需
要

者
に
対
し
契
約
の
締
結
を
拒
む
と
き
は
,
需
要
者
は
、も
は
や
需
要
の
満
足
を
他
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
あ
ら
う
。
そ
こ
で
、

今
日
に
お
い
て
は
、
公
益

的
大
企
業
に
つ
い
て
は
,
多
く
契
約
締
結
が
強
制
さ
れ
て
ゐ
る
。
オ
ー
ス
ト
リ

ア
に
お
い
て
は
、
族
客
蓮

邊
大
企
業
に
は
鐵
道
命
令

(
E
i
s
e
n
b
a
h
n
 
V
.
 
0
.

)
第
三
條

に
よ
り

(
=
一毛
頁
)
、

郵
便
事
務
に
は
郵
便
規
則

(
P
o
s
t
 
0
.

)
に
よ
り

(同
頁
)
、
電
流
供
給
企
業
に
は

一
九
二
九
年
七
月
二
日
の
電
氣
法

(
E
l
e
k
t
r
i
z
i
t
a
t
g
e
s
e
t
z

)
第
八
條
に
よ
り
,
そ
れ
ぞ
れ
契
約
の
締

結
が
強
制
さ
れ
て
ゐ
る
。
こ
の
最
後
の
法
律
は
,
電
流
供
給
企
業
に
野
し
、

一
般
的
條
件
に
よ
る
電
流
の
供
與
を
何
人
か
に
拒
維
す

る
こ
と
を
ー

そ
し
て
な
ほ
そ
の
拒
絶
を
、
数
設
作
業
の
實
施
或
ひ
は
傳
導
材
料
の
購
入
を
も
つ
て
電
流
供
給
の
條
件

と
な
す
が
如



き
、
間
接
の
方
法
に
よ
り
行
ふ
こ
と
も
-

禁
止
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る

(
;

毛
頁
)
。

(
…Ⅲ
)
独
占

鐙
そ
の
も
の
の
弱
化

前
に
述
べ
た
ド
イ
ツ

の

一
九
三
〇
年
の
ヵ
ル
テ
ル
緊
急
命
令
は
、
カ
ル
テ
ル
を
豫
告
期
間
な
し

に
解
約
告
知
し
ま
た
は
そ
れ
よ
り

睨
退
す
る
の
権
限

を
認
め
て
ゐ
る

(
一
四
三
頁
)
。

(
ロ
)
独
占

禮
の
内
部
関
係

内
部
関
係

に
つ
い
て
法
律
的
に
問
題
と
な
る
は
、
自
律
的
規
範
の
発
達

で
あ
る
。
す
な
は
ち
、
経
済
お
よ
び
経
済
要
路
者

(
W
i
r
t

s
c
h
a
f
t
s
f
a
k
t
o
r
e
n

)
自
身
が
彼
ら
の
行
動
の
規
範
を
定
め
、
從

つ
て
、

こ
の
自
律
的
規
範
が
法
律
の
他
律
的
規
範
を
排
除
す
る
現
象

が
そ
れ
で
あ
る

(
;
毛
頁
)
。
事
實
上
、
経
済

の
最
も
重
要

な
る
領
域
は
、
か
よ
う
な
自
律
的
の
團
醒
規
範

に
よ
つ
て
規
制
せ
ら
れ

て
ゐ
る
。
例
を
塞
げ
よ
う
。
か
の
、
團
體

に
結
合
せ
ら
れ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
の
銀
行
相
互
間
に
お
い
て
協
定
さ
れ
た
諸
條
件
は
、
大
艦

に
お
い
て
金
融
経
済

を
規
制
す
る
。
時
折
、
國
家
の
行
政
は
自
己
に
最
終
の
監
督
権

を
留
保
す
る
だ
け
で
あ

る
。
私
的
保
険

施
設
の

保
険

條
件
は
、
全
然
統

一
的
に
確
定
さ
れ
て
、
私
的
保
険

を
規
律
す
る
。

エ
ネ
ル
ギ
ー
企
業

(電
氣
,
石
炭

)
の
供
給
條
件
は
こ
の

領
域
に
お
け
る
生
き
た
法
を
表
現
し
て
ゐ
る
。
ま
た
、
加
工
工
業
の
領
域
に
お
い
て
も
、

一
般
的
に
は
、
自
律
的
団
体

法
が
支
配
し

て
ゐ
る
。
個
別
的
協
定
に
ま
か
さ
れ
て
ゐ
る
も
の
は
、
た
'
単
に

お
そ
ら
く
、
儂
絡
の
決
定
の
み
で
あ
ら
う

(
利
率
、
保
険

料
額
、

私

法

の
変
遷

(第
三
巻
第

一號
)

(
二
二
})

四
一



私

法

の

婆

蓬

.

(
第
三
巻
第

一,號
)

(
二
二
二
)

四
二

供
給
贋
絡
)
。
法
學
的

に
最
も
重
要
な
る
問
題
-

例

へ
ば
、
遅
滞
の
効
果

、
握
保
責
任
に
基
ぐ
請
求
権
、
不
履
行
ま
た
は
不
完
全

履
行
の
効
果
、
品
質
の
問
題
、
第
三
者
の
行
爲

に
因
る
責
任
,
な
さ
ー

の
規
制
は
、
事
實
上
普
通
の
諸
法
典
よ
め
取
り
上
げ
ら
れ

て
し
ま
つ
た
の
で
あ
る

ρ
=
一毛
頁
)
。

か
く
て
、
自
律
的
規
範
が
独
占
燈
内
部
の
関
係

を
規
制
す
る
の
で
あ
る
が
、
か
・
る
規
範
は
、
た
と
ひ
法
律
上
そ
の
効
力

を
否
定

せ
ら
れ
て
も
な
ほ
、
事
實
上
の
効
力

を
持
ち
う
る
。

}
九
三
〇
年
五
月

一
二
日
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
自
動
車
規

則
第
五
三
條

は
、
い
ま

だ
に
、
保
険

施
設
相
互
間
の
声
自
動
車
経
営

に
対
す
る
強
制
的
賠
償
責
任
保
険

の
料
率
協
定
に
対
し
て
の
み
は
、
何
ら
の
法
律
上
の

数
力
を
認
め
て
ゐ
な
い
。
け
れ
,こ
も
、
こ
の
規
定
は
、
無
論
、
保
険

施
設
が
事
實
上
か
よ
う
な
保
険

料
率
を
相
互
間
に
お
い
て
協
定

し
、
そ
し
て
こ
れ
ら
の
協
定
を
遵
守
す
る
こ
と
を
、
妨
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
保
険

施
設

は
、
非
常

に
多

く
の
領
域

に
お
い
て
、

相
互
に
頼
り
あ
つ
で
ゐ
る
の
で
あ
る
か
ら

(
償
還
の
問
題
,

再
保
険
の
問
題
,
区
域

協
定
の
問
題
)
、

從

つ
て
既

に
こ
の
故
に
、

團
體

規
範
を
個
別
規
範

よ
り
も
重
ん
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ら
う
。
謂
は
ゆ
る
紳
士
協
約

(
g
e
n
t
l
e
m
e
n
'
s
 
a
g
r
e
e
m
e
n
t

)
は
、
明
白

に
法
律
上
効
力

な
き
に
か

・
は
ら
す
、
特
別
に
有
敷
な
も
の
と
な
つ
て
ゐ
る

(
一
三
八
頁
)
。

(2
)

企
業
の
個
人
性
喪
失

(
イ
)

「
そ
の
意
思
力
の
う
ち
に
第
十
九
世
紀

に
で
き
た
諸
大
法
典
が
主

と
し
て
あ
ら
ゆ
る
権
利
の
出
発
点

を
見

た
と
こ
ろ



の
、
か
の
人
間

(
　

)
が
、
さ
ま
で
権
利
の
捲
手
な
の
で
は
な
く
て
、
経
済

的
活
動
の
廣
区
域
に
お
い
て
は
企
業

(q
謬、

　
)
、
狭
区
域
に
お
い
て
は
維
管

(
　

)
が
。
そ
れ
で
あ
る
。
」
経
済

的
獲
展
は

「
企
業
を
法
秩
序
の
客
膣
(0
9
¢罧

　
)
よ
り
独
立
な
る
権
利
の
捲
手

(
　

)

に
髪
化
せ
し
め
た
。
」

二

四
四
頁
)
す

な
は
ち
、
企
業
所
有
者
の
人

(
　

)

は
重
要
性
を
喪
ひ
、

企
業
自
體

、

「
経
営
の
客
観
的
事
實
関
係

(
　

　)」
或
ひ
は

「
事
業
の
附
屡
物

(
　

)
を
備

へ
た
営
業

(
　

)
」
の
み
が
決
定
的
な
の
で
あ

る
。
そ
の
適
例
は
こ
れ
を
い
は
ゆ
る

一
人
會
社

(
　

)

に
見
る
。
す
な
は
ち
、

こ
こ
で
は
,

有
限
責
任
会
社

(
　

)
の
す
べ
て
の
持
分
、
或
ひ
は
株
式
會
砒

(鋭

O
し

の
す
べ
て
の
株
式
が
、
た

つ
た

一
人
の
人
に
属
す

る
の
で

あ
る
が
、
し
か
し
、権
利
義
務
の
携
手
は
こ
の
人
で
は
な
く
て
、

「
一
の
独
立

な
法
人
の
衣
を

つ
け
た
営
業

(
　

)
」

な
の
で
あ
る
。
さ
て
、
そ
こ
で
、
こ
の
企
業
の
非
個
八
性
は
、
法
律
上
,こ
ん
な
姿
で
現
は
れ
て
ゐ
る
か
を
例
示
し
よ
う
。
ま
つ
、
裁

判
上
、
オ
ー

ス
ト
リ
ア
大
審
院
の

一
九
二
五
年

=

一月
九
日
判
決

は
、
企
業
が
、
有
限
責
任
會
社
の
解
散
後
、
合
名
會
就

に
よ
つ
て

縄
績
さ
れ
る
場
合
に
、
そ
の
企
業
が
賃
借
人
と
し
て
の
保
護
を
受
く
べ
き
や
否

や
に
つ
い
て
は
、
か
よ
う
な
會
就
形
態
の
変
更

に
も

か

・
は
ら
ず
,
な
ほ
そ
の
同

一
性
を
當
然
の
こ
と
と
し
て
認
め
て
ゐ
る

(
一四
五
頁
4
。
ま
た
、
立
法

の
上
に

お
い
て
も
,
フ
ラ

ン
ス

の

一
九

一
六
年
六
月
三
〇
日
の
法
律
、

お
よ
び
イ
ギ
リ
ス
の

一
九
二
七
年
の
　

の
思
想
も
ま
た
、
結

私

法

の

痩

蓬

(第
三
霧
第

一號
)

(
二
二
三
)

四
三

 ternehm
en)

(der M
ensch)

der R
echtsordnung)

stand)

(Person)

(B
etrieb)

(selbstandiger R
echtstrager )

(G
eschaftszubehor )

(H
andeIsgeschaft)

(U
n

:O
bjekt

(objektiver T
atbe

(E
inm

anngesellschaft)

(G
es. m

. b. H
.)

(A
. G

.)

(H
andeIsgeschaft)

L
andlord and T

enant A
ct



私

法

の

璽

蓬

(第
三
霧
第
一號
)

(
二
二
四
)

四
四

局
、

一
の
企
業
に
使
用
さ
れ
て
ゐ
る
営
業
場
屋
は
、
企
業
の
持
主
の
人

(
P
e
r
s
o
n

)
に
つ
い
て
の
変
更

に
よ

つ
て
こ
の
企
業
か
ら
取

り
上
ぐ
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
い
ふ
こ
と
に
蹄
す
る
。
前
者
に
よ
れ
ば
、
賃
借
…
関
係の
二
年
間
存
続
後
,
關

僚
を
更
新
し
な
い
と

き
は
、
賃
貸
人
は
損
害
賠
償
義
務
を
員
は
し
め
ら
れ
、
後
者
に
よ
れ
ば
,
五
年
間
営
業

の
後

に
お
い
て
は
、

そ
の
場
屋
に
お
け
る
管

業

に
よ
つ
て
作
り
出
さ
れ
た
g
o
o
d
 
w
i
l
l

に
つ
い
て
賠
償
請
求
権
が
発
生

せ
し
め
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

(
今
は
廃
止

せ
ら
れ
て

ゐ
る
が
、
フ
ァ
ッ
シ
ョ前
の
イ
タ
リ
ア

一
九
二

一
年
四
月
三
日
の
法
律
も
同
趣
旨
を
示
し
て
ゐ
る
。
)

(同
頁
)

(
口
)

か
く
て
企
業
の
非
個
八
性
は
確
立
せ
ら
れ
た
。
從

つ
て
,
そ
の
結
果

と
し
て
、
法
律
上
の
代
表

者

(
R
e
c
h
t
s
r
e
p
r
a
s
e
n

t
a
n
t

)
は
、
標
利
者
た
る
人

(
P
e
r
s
o
n

)

に
対
比
し
て
ま
す
く

重
要
性
を
加

へ
る
。
経
済

の
指
導
、
企
業

の
實
権
は
、
法
律
上
代

表
者
の
手
に
蹄
す
る
。

「
銀
行
重
役
と
實
業
會
社
取
締
役
,
個
別
的
支
配
八
と
包
括
的
支
配
人
は
、
掛
引
し

そ
し
て
取
引
し
.
締
結

し
そ
し
て
記
帳
し
、
訴
訟
を
な
し
そ
し
て
和
解
す
る
。
所
有
者
は
、
全
然
匿
名
に
と
f
ま
つ
て
ゐ
る
か
、
或

ひ
は
経
済
的
舞
墓
よ
り

清
え
去
る
か
す
る
、
多
く
故
意
に
そ
し
て
計
電
的
に
。
」

(
一
四
五
頁
)
今
日
、
株
式
會
社
の
総
會
に
お
い
て
表
決
権
を
行
使
す
る
者

は
、
ほ
と
ん
,ご
単
に
健
儀

(
S
t
r
o
h
m
a
n
n
e
r

)

の
み
で
あ

つ
て
,
日株
主
の
犠
牲
に
お
い
て
會
社
の
利
得
を
自
由
に
虜
理
す
る
者
は
、

實
に
、
代
表
者
た
ち
な
の
で
あ
る
。
か
く
て
、

「
完
全
権

(
V
o
l
l
r
e
c
h
t

)
で
は
な
く
、
た
f
機
能

(
F
u
n
k
t
i
o
n

)
の
み
が
、
決
定
的

で
あ
る
」

(同
頁
)
。



(
ハ
)
企
業
ω
個
人
性
喪
失
の
結
果
.こ
し
て
、
労
働
関
係

の
ご
と
き

一
身
專
屡
的
関
係

(
d
i
e
 
 
h
o
c
h
s
t
 
p
e
r
s
o
n
l
i
c
h
e
 
V
e
r
h
a
l
t
n
i
s

)

さ

へ
も
、
そ
の
固
有
の

}
身
的
特
質
を
喪
失
す
る

(
圃
四
四
頁
)
。
そ
し
て
、
こ
の
錨
が
最
も
問
題
と
な
る
の
は
、
企
業
譲
渡
の
場
合

で
あ
る
。

い
ま
や
、
裁
判
所
は
次
の
こ
と

き
見
解
を
探
用
し
た
。
そ
れ
は
す
な
は
ち
、
そ
れ
に
対
し

て
労
働

の
給
付
せ
ら
る
べ
き
経

管
の
全
部
の
移
転

は
、
使
用
入
な
ら
び
に
労
働
者
の
労
働
給
付

に
対
す
る
請
求
権
の
移
転

を
,
被
傭
者
の
意
思

に
反
す
る
場
合

に
お

い
て
も
な
ほ
、
件
ふ
と
い
ふ
こ
と

で
あ
る
。
す
な
は
ち
、
経
営

に
探
用
せ
ら
れ
た
る
被
傭
者
は
、
経
営

そ
の
も
の
に
(
d
e
m
 
B
e
t
r
i
e
b
e

a
l
s
 
s
o
l
c
h
e
m

)
重
貼
を
置
い
た
の
で
あ

つ
て
、
人
(頃
興
ω8
)
で
は
な
い
と
、
看
倣
さ
れ
る
の
で
あ
る

(
ド
イ
ツ
労
働
契
約
法
草
案

二

五
條
、
H
u
e
c
k
N
i
p
p
e
r
d
e
y
,
 
L
e
h
r
b
u
c
h
 
d
e
s
 
A
r
b
e
i
t
s
r
e
c
h
t
s
 
I
.
 
2
4
9

な
ら
び
に
同
所
引
用
書
1

こ
の
問
題
は
事
は
れ
て
ゐ
る

ー

お
よ
び
E
.
 
A
d
l
e
r
 
b
e
i
 
K
l
a
n
g
 
E
/
1
.
 
 
S
.
 
2
1
4

参
照
)
。
雇
傭
関
係

の
連
綾
性

(α一〇
一(
d
i
e
 
K
o
n
t
i
n
u
i
t
a
t
 
d
e
s
 
D
i
e
n
s
t
v
e
r
h
a
l
t
n
i
s
s
e
s

)

は
企
業
所
有
権
の
変
動

に
よ
つ
て
少
し
も
中
断
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。

(
一
四
四
頁
)

(3
)

企
業
金
融

企
業
金
融
と
し
て
特
に
注
目
せ
ら
る
べ
き
は
、
企
業
そ
の
も
の
の
携
保
の
問
題
と
、
個
別
財
産
の
譲
渡
携
保

.
所
有
権
留
保
の
問

題
で
あ

る
。

(
一
〇
)

ρ
註

一
〇
)

こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
我
妻
氏

「
近
代
法
に
於
け
る
債
権

の
優
越
的
地
位
」

一
八
ー

二
三
(
法
學
志
林
三
〇
巻
三

.
五

.
六
號
)

私

法

の

痩

遷

(
第
三
巻
第

一
號
)

(
二
二
五
)

四
五



私

法

の

愛

遷

(第
三
巻
第
一
號
)

(二
二
六
)

四
六

を
参
照
。

(
イ
)

企
業
携
保

企
業
乃
至
経
営

は
競
争

に
お
い
て
決
定
的
意
義
を
持

?
こ
こ
ろ
の

・
廣
大
或
ひ
は
独
小
な
る

・
独
占
的
地
位
を
持
ち

(
商
號
や
商

標
の
ご
と
き
無
饅
財
産
権
、
特
異
性

(
k
e
n
n
z
e
i
c
h
n
e
n
d
e
 
E
i
g
e
n
a
r
t

)
、
経
営

の
秘
密
)
、
さ
ら
に
、
企
業

の
構
成
分
を
爲
す
物
的

積
極
財
産
1

そ
れ
は

『
企
業
の
附
屡
物
』

(
"
Z
u
b
e
h
o
r
 
d
e
s
 
U
n
t
e
r
n
e
h
m
e
n
s
"

)
す
な
は
ち

圭
と
し
て
は
企
業

の
信
用
基
礎

を

形
成
し
て
ゐ
る
も
の
ー

を
持

つ
。
そ
れ
故
に
こ
れ
に
対
し

て
特
別
な
る
信
用
法

(
K
r
e
d
i
t
r
e
c
h
t

)
が
発
展

す
る
。
そ
し
て
、
そ
の

最
初
は
、
イ
ギ
リ
ス
法
に
お
い
て
で
あ
る
。

一
八
七
八
年
及
び

一
八
八
二
年
の
B
i
l
l
s
 
o
f
 
S
a
l
e
 
A
c
t
s

(動
産
譲
渡
詮
書
法
)
に
よ

れ
ば
、
商
品
官
庫

(
W
a
r
e
n
l
a
g
e
r

)
は
費
渡
證
書

の
交
付
に
よ
つ
て
債
権
者
に
質
入
せ
ら
れ
う

る
。
但
し
こ
の
こ
と
が
七
日
内
に
特

別
の
公
簿
に
登
録
せ
ら
れ
る
こ
と
を
要
件
と
し
て
。

フ
ラ
ン
ス
の
、
一
八
九
八
年
三
月

一
日
、
一
九
〇
九
年
三
月

工
ハ
日
な
ら
び
に

一

九

二
二
年
七
月
三

一
日
の
諸
法
律
も
営
業

財
産

(
H
a
n
d
e
l
s
v
e
r
m
o
g
e
n

)
す
な
は
ち
f
o
n
d
s
 
d
e
 
c
o
m
m
e
r
c
e

の
特
殊

の
質
入
を
認

め
て
ゐ
る
。
な
ほ
、
こ
の
営
業
財
産
の
基
礎
の
う
ち
に
は
c
l
i
e
n
t
e
l
e

(
得
意
先
)
、
a
c
h
a
l
a
n
d
a
g
e

(販
路
)
及
び
揚
屋

(
L
o
k
a
l

)

(
p
r
o
p
r
i
e
t
e
 
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
e

)
に
対
す

る
用
釜
虜
分
が
驕
す
る
。
(
一
四
四
頁
)

か
く
て
、
物
的
信
用

(
R
e
a
l
k
r
e
d
i
t

)
と
並
ん
で

一
の

法
的
に
独
立
せ
る
企
業
信
用
(
U
n
t
e
r
n
e
h
i
n
e
n
s
k
r
e
d
i
t

)が
生
れ
た

(同
頁
)
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
は
、
た
f
に
商
人
的
な
ら
び
に
営
業



的
領
域
に
お
い
て
の
み
な
ら
ず
ま
た
農
業
の
領
域

に
お
い
て
も
現
は
れ
る
。

ス
イ
ス
法
は

一
定
の
金
融
施
設

(
G
e
l
d
i
n
s
t
i
t
u
t
e

)
な
ら

び
に
組
合

(
G
e
n
o
s
s
e
n
s
c
h
a
f
t
e
n

)
の
請
求
権
搭
保
の
た
め
に

一
の
登
録
質
権

(
R
e
g
i
s
t
e
r
p
f
a
n
d
r
e
c
h
t

)
を
認
め
て
ゐ
る
(占
有
を
移

韓
せ
ず
、
特
殊
の
登
記
簿
に
登
録
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
す
る
、
家
畜

に
対
す
る
質
権
の
設
定
ー

ス
イ
ス
民

法
八
八
五
條
)
。
(同
頁
)

さ
ら
に
、
個
人
的
占
有
質
の
・
経
営

の
動
産
抵
當

へ
の

・
こ
の
遷
移
を
示
し
て
ゐ
る
も
の
に
、
な
ほ
、
ド
イ
ツ

の

一
九
二
六
年
七
月

九
日
の
法
律
が
あ
る

(
=

)
。
こ
の
法
律
は
、
小
作
人

(
R
a
c
h
t
e
r

-

用
盆
賃
借
人
)
に
屡
す
る
財
團
(
I
n
v
e
n
t
a
r

)
に
対
し
匿
裁

判
所
に
お
け
る
質
契
約
證
書

の
提
出

(
N
i
e
d
e
r
l
e
g
u
n
g
 
d
e
s
 
P
f
a
n
d
v
e
r
t
r
a
g
e
s

)
に
よ
つ
て
爲
す
質
権
の
設

定
を
規
定
し
そ
れ
に
公

示
力
を
與

へ
て
ゐ
る
が
、
こ
れ
も
同
檬
に

一
定
の
信
用
施
設

(
K
r
e
d
i
t
i
n
s
t
i
t
u
t
e
)

)
に
限

つ
て
ゐ
る
。

(
一
四
四
頁
)

(註
一
一
)

こ
の
法
律
に
つ
い
て
は
、
我
妻
氏

「
獨
逸に
お
け
る
小
作
財
團
の
上
の
登
録
質
制
度
の
創
設
」

(山
田
教
授
還
暦
祝
賀
論
文
集
)
参
照
。

(
ロ
)

個
別
財
産
の
譲
渡
搭
保

中
小
企
業
の
金
融

の
た
め
に
は
、
從
來
法
律

の
規
定
す
る
質
権

.
抵
當
権
の
制
度
で
は
不
完
全
で
あ
る
。
例

へ
ば
,
企
業

に
使
用

し
つ
.・
あ
る
ま

・
の
個

々
の
動
産
を
も
つ
て
金
融
を
受
く
る
が
如
き
は
、
民
法
の
規
定
で
は
不
可
能
86
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
そ
れ
を
補

ふ
べ
く
生
れ
た
の
が
、
譲
渡
控
保
の
制
度
な
の
で
あ
つ
て
、

ま
つ
た
く

「
携
保
的
所
有
権

(
S
i
c
h
e
r
u
n
g
s
e
i
g
e
n
t
u
m

)
な
ら
び
に
所

有
権
留
保
E
i
g
e
n
t
u
m
s
v
o
r
b
e
h
a
l
t

は
實
際
的
に
は

占
有
質

(
F
a
u
s
t
p
f
a
n
d

)
を
押
し
の

け
た
」
の
で
あ

る

(
司
四
六
頁
)
。
裁
判

私

法

の

痩

蓬

(第
三
霧
第
噌
號
)

(二
二
七
)

四
七



私

法

の

璽

遷

(第
三
巻
第
唱
號
)

(二
二
八
)

四
八

は
,
は
じ
め
は
、
な
ほ
、
こ
れ
ち
の
獲
展
形
態
に
対
立
す
る
從
來
の
範
疇
に
拘
泥
し
な
が
ら
も
、
次
第
に
こ
の
発
展

に
追
随
す
る
。

い
ま
だ
に

一
九

一
六
年
五
月
二
三
日
の
判
決
で
は
,
オ
ー

ス
ト
リ
ア
大
審
院
は
次
の
見
解
を
と
つ
た
。
す
な
は
ち
、
機
械
を
、
支
払

ま
で
所
有
権

を
留
保
し
て
供
給
し
た
機
械
製
造
家
は
、
支
払

遅
滞
の
場
合
に

お
い
て
そ
の

請
求
権
を
救
ふ
た
め
に
、

信
用
の
基
礎

(
K
r
e
d
i
t
g
r
u
n
d
l
a
g
e

)
す
な
は
ち
供
給
さ
れ
た
機
械

に
対
し
て
強
制
執
行
を
行

ふ
や
い
な
や
、
携
保
を
喪
失
す
る
、
と
い
ふ
の
で
あ

る
。
オ
ー

ス
ト
リ
ア
大
審
院
は
、
自
己
の
物
に
つ
き
差
押
質
権
P
f
a
n
d
u
n
g
s
p
f
a
n
d
r
e
c
h
t

は
成
立
す
る
を

え
な
い
、
と
い
ふ
個
人

的

ロ
マ
ニ
ス
ト
的
原
則
(
i
n
d
i
v
i
d
u
e
l
l
r
o
m
a
n
i
s
t
i
s
c
h
e
r
 
G
r
u
n
d
s
a
t
z

)
の
威
厘
の
も
と
に
、
當
時
い
ま
だ
に
ま

つ
た
く
型
式
的
(
s
c
h
e

m
a
t
i
s
c
h

)
だ

つ
た
の
で
、
こ
こ
で
所
有
権
留
保
は
ま
つ
た
く
単
に
担
保

権
を
作
り
出
さ
う
と
す
る
も
の
だ
一こ
い
ふ
こ
と
を
看
過
し
た
。

だ
が
今
は
そ
れ
を
悟

つ
た
。
も
し
機
械
製
造
家
が
機
械
を
ば
所
有
権

を
留
保
し
て
売
却
し
た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
買
主
の
和
議
手

綾
或
ひ
は
破
産
の
際
に
、
製
造
家
は
自
己
の
所
有
権
を
取
戻
権

(
A
u
s
s
o
n
d
e
r
u
n
g
s
r
e
c
h
t

)

と
し
て
主
張
す

る
こ
と
に
、
局
限
せ
ら

れ
は
し
な
い
で
あ
ら
う
。
(
こ
れ
が
前
掲
判
決
の
必
然
的
結
論
で
あ
る
は
す
だ

つ
た
ら
う
。
)
い
ま
や
物
の
見
か
た
が
変

つ
て
き
た
、

す
な
は
ち
、

『
所
有
権
留
保
は
、
単
に

別
除

(
A
u
s
s
o
n
d
e
r
u
n
g

)
の
権
限
を
與

ふ
べ
し
,
だ
が
、
費
主
に
こ
れ
を
爲
す
義
務
を
資
は

し
む
べ
か
ら
ず
、
け
だ
し
、
費
主
に
よ
り
留
保
せ
ら
れ
た
所
有
権

は
、
担
保
的
所
有
権
の

一
特
種

に
ほ
か
な

ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

所
有
権
形
態
が
他
の
目
的
に
使
用
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
そ
の
結
果
と
し
て
、
責
圭
が
和
議
手
續

に
お
い
て
別
除
権
者



の
諸
権
利
を
持

つ
こ
と
と
な
る
。』
(
一
四
六
頁
)

文
字
さ
ほ
り
か
よ
う
に

一
九
二
七
年

一
二
月
二
八
日
の
判
決
が
述
べ
て
ゐ
る
。
す

な
は
ち
,
は
じ
め
の
判
決
後

わ
つ
か
十

一
年
に
し
て
、
だ
が
、
あ
た
か
も
,
根
本
的
な
る
経
済
的
社
會

的
輻
変

の
後

に
お
い
て
!

か
く
て
オ
ー
ス
ト
リ
ア
大
審
院
は
、
も
は
や
個

々
の
法
的
諸
範
疇
で
は
な
く
、
社
會

的
経
済

的
作
用

(
W
i
r
k
u
n
g

)
を
も
つ
て
決
定

力
あ
る
も
の
,こ
宣
告
し
、
そ
し
て
、
所
有
権
が
担
保
目
的
を
有
す
る
場
合
に
は
、
所
有
権

に
対
し
た
f
担
保

権
の
地
位
の
み
を
容
認

す
る
。

二

四
六
頁
)

(
一
二
)

(註
一
二
)
我
妻
氏

「
判
例
費
渡
抵
當
法
」

(松
波
先
生
還
暦
祝
賀
論
文
集
)
参
照
。

(
4
)

企
業
責
任

損
害
賠
償
法
の
範
囲

に
お
け
る
最
も
注
目
す
べ
き
現
象
と
な
つ
て
ゐ
る
の
は
、
こ
の
企
業
責
任
の
問
題
で
あ
つ
て
、
過
失
主
義
よ

わ
原
因
主
義
乃
至
結
果
責
任

へ
の
推
移

の
問
題
は
、
實

に
企
業
責
任
を
中
心
と
し
て
展
開
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

「
損
害
賠
償
法
に

お
け
る
過
失
主
義

(
V
e
r
s
c
h
u
l
d
e
n
s
g
r
u
n
d
s
a
t
z

)
の

原
因
主
義
V
e
r
u
r
s
a
c
h
u
n
g
s
g
r
u
n
d
s
a
t
z

へ
の
敗
退

は
、
か
の
諸
現
象
、
す

な
は
ち
、
既

に
長
年
前
に
確
認
せ
ら
れ
た
が
、
し
か
し
人

々
は
思
想
史
的

に
こ
れ
を
、
す
ぐ
わ
れ
わ
れ
の
眼
の
下
で
行
は
れ
て
ゐ
る

私
法
の
大
な
る
建
直
し
と
の
關
聯
に
お
い
て
は
今
ま
で
の
と
こ
ろ
理
解
し
な
か
つ
た
,・こ
〕ろ
の
諸
現
塚
の
、
一
つ
で
あ
る
。
.、〕云
ふ
の

は
、
そ
こ
に
あ
る
も
の
も
ま
た
,
団
体

思
想
(
V
e
r
b
a
n
d
s
i
d
e
e

)
の
・
個
人
法
(
I
n
d
i
v
i
u
d
a
l
r
e
c
h
t

)
に
対
す

る

・
勝
利
、
す
な
は
ち
法

私

法

の
変
遷

(第
三
霧
第
一
號
)

(
二
二
九
)

四
九

、



私

法

の

婆

遷

(第
三
霧
第

「號
)

(
≡
二
〇
)

五
〇

`

に
つ
い
て
の
社
曾
的
団
体

的
(
s
o
z
i
a
l
k
o
l
l
e
k
t
i
v
i
s
t
i
s
c
h

)
な
る
考
察
の
・
純
個
人
主
義
的
な
る
見
解
に
対
す

な
●
勝
利
に
他
な
ら
な
い

か
ら
で
あ

る
。」
(
一
四
一頁
)

原
因
主
義
は
云
ふ
ま
で
も
な
く
最
初
は
大
な
る
資
本
結
合

(鐵
道
、
株
式
會
社
)
或
ひ
は
入
的
團
體

(國
有
鐡
道
、
州
有
鐵
道
)
に
対
し
て
適
用
せ
ら
れ
た
。

常

に
個
人
思
想
は
、
ま
つ
,
一
般
的
利
益

の
顧
慮
が
要
求
さ
れ
う
る
場
合

に
譲
歩
す
る
。
だ
が
、
勝
利
は
更
に
籏
大
さ
れ
て
ゆ
く
、
す
な
は
ち
、

そ
の
危
険

か

一
の
危
険

共
同

(
G
e
f
a
h
r
e
n
g
e
m
e
i
n
s
c
h
a
f
t

)

に
結
合
さ
れ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
の
諸
企
業

(
災
害
保
険

、
自
動
車
責
任
保
険

)
に
野
し
て
も
,
結
果
責
任

(
E
r
f
o
l
g
h
a
f
t
u
n
g

)
が
及
ぼ

さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

(同
頁
)

五

取
引
関
係

(
1
)

契
約
の
締
結
に
關
し
て
は
、

一
般

に
方
式
自
由

(
F
o
r
m
f
r
e
i
h
e
i
t

)
の
原
則
か
行
は
れ
、
ま
た
、
こ
れ
に
対
応
し
て
澄
豫

自

由

の

原

則

が

行

は
れ

る

二

三
八
-

一
三
九
頁
)
。

「
だ

か

、

こ

こ

に

お

い
て

も

、
磯

展

は

お
し
進

ん
で

方

式

な

ら

び

に
謹

嫁

の
自

由

の
制

限

に

ま

で

い

た

る
。
」
二

三
九
頁
)

す

な

は
ち

、
フ
ラ

ン
ス
法

に
從

ふ
と

(
フ
ラ

ン

ス
民

法

一
三

四

一
條

)

l

l
商

行

爲

に

対
す

る
例

外

は
あ

る
が

l

I
、
価
格

(
現
在

に

お
い

て

は

)
一
五
〇

〇

フ

ラ

ン
を
超

過

す

る
法

律

行

爲

に
關

し

て

は
、

す

べ

て
、

人

詮

が
許

さ
れ

な

い
σ

(
イ

タ

リ

ヤ
民

法

一
三

四

一
條

も

同
様

i

現

在

二

〇

〇

〇

リ

ラ

の

額

に

つ

い
て

)
。

イ
ギ

リ

ス
の

一
八

九

三

年

の

動
産
責
買
法

(
S
a
1
e
 
o
f
 
G
o
o
d
s
 
A
c
t

)

は
、
少
く
も
償
額

一
〇
ボ
ン
ド
以
上
の
費
買

に
し
て

書
面
の
方
式

に
よ
ら
ざ
る
も

の
は
、



効
力

な

し

と
宣

言

し

て

ゐ

る
。

ソ
ヴ

ェ
ー

ト

・
ロ

シ

ヤ
民

法

第

=

二
六
條

は

、
ひ

,こ
り

責

買

の

み

な

ら

す

、

一
般

に
あ

ら

ゆ

る
契

約

に

し

て
、

便

絡

五

〇

〇

金

ル
ー

プ

ル
を

超

過

す

る
も

の

に

つ
き

、

書

面

の

方

式

を
命

じ

て

ゐ

る

.、
從

つ
て
、

そ

の
當

然

の
節

結

,、〕
し

て

か

よ

う

な

法

律

行

爲

に
野

す

る
謹

人

に

よ

る
謹

撮

方
法

は
、

民

事

訴

訟

に

お

い

て

は
許

さ
れ

な

い
。

(
一
三
九
頁
)

(
2

)

契

約

内

容

に

つ
い
て

は
,

從

來

,
契

約

誠

實

(
V
e
r
t
r
a
g
s
t
r
e
u
e

)
が

認

め

ら

れ
,

ま

た

、
契

約

は
全

能

で
あ

つ
た

。

す

な

は
ち

、

「
原

則

,こ
し

て

あ

ら

ゆ

る
請

求

は
、

そ

の
背

後

に

い

や
し

く

も

な

ほ
保

護

に
値

す

る
利
益

の
存

す

る
か
ぎ

り
保

護

せ
ら

れ

る

と

い

ふ

こ

と

は
、

確

か

に
、

個

人
主

義

的

法

秩

序

の
精
神

,こ
、

技

棚

的

に
形

放

さ
れ

た
法

の

本
質

と

に
相

磨

ず

る
。

債
権

者

は

、
猶

豫

期

間

に
遅

れ

る

こ

と
が

が
つ

か

に
数

時
間

な

る
場
合

に
お

い

て
も

、

自

身

に
濫

用

の
責

を
節

せ

し

め
ら

れ

る

こ

と

な
し

に
,

遅

帯

の
諸

破

果

を
要

求

し
う

る

」
の

で

あ

る

(
一
四
二
頁
)
。

「
だ

が

、

し

か

し
、

個

人

主
義

的

法
秩

序

内

に

お

い
て
も

既

に
、

個

人

権

の

容

赦

な

き
追

求

に
対
し

て

・

全
髄

の

ヨ
リ

大
な

る
利
益

を
対
立

せ
し

め

る

・こ
こ
ろ

の
或

る
種

の
法

規

が

獲

展

す

る
。

」

(
一
四
二
頁
)

ま

つ

、

既

に
保
険

契

約

法

(
V
.
V
.
G
.)
制

定

以
前

に
、
人

々
は

次

の

よ

う

な

認
識

に
到

達

し

た
。

す

な

は
ち

、

失

権

の
制

裁

の
も

と

に

お
か

れ

た
義

務

違

反

が
保
険

事
故

の
発
生

に
対
し

て

因
果
関
係

な

き
場

合

に

お

い
て

は

、
保
険

者

は

失
権

約

款

に
訴

ふ

る

こ

,、}

を

え

な

い
・こ
い

ふ

こ

と

で
あ

る
。

そ
れ

は

い
ま

で

は
法

規

と

な

つ
て

ゐ

る

(
ド
イ
ツ
保
険

契

約

法

三

二
條

、

オ
ー

ス

ト
リ

ア
保
険

契

約

法

三

二
條

)
。

(
一
四
二
頁
)

私

法

の
変
遷

(
第
三
巻
第

圃
號
)

(
二
↓一二

)

五

一



私

法

の

塑

蓬

(第
三
巻
第
剛號
)

(
二
三
二
)

五
二

次

に
ま
た
、
甜
漿
種
子
の
栽
培
者
が
数
人
の
買
手
と
責
買
契
約
を
し
た
が
,
不
作
の
結
果
,
す
べ
て
の
者
を
満
足
せ
し
む
る
を
え

な
い
場
合
に
は
、

一
人
の
買
手
は
、
た
と
ひ
彼
れ
が
直
ち
に
第

一
に
費
手
に
対
し
要
求
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
完
全
な
る
満
足
を
求

め
る
こ
と

は
で
き
な
い
。

『
原
告
は
、
自
分
が
唯

一
人

の
買
手
で
な
い
こ
と
を
.
自
身

に
云
ひ
き
か
せ
る
の
が
當
然
だ
つ
た
の
で
あ

る
』

(
H
e
d
e
m
a
n
n
,
 
R
e
i
c
h
s
g
e
r
i
c
h
t
 
 
a
n
d
 
W
i
r
t
s
c
h
a
f
t
s
r
e
c
h
t
,
 
S
.
 
3
0
7

所
載
の
大
審
院
の
判
決
参
照
)
。

(
一
四
二
頁
)

(3
)

債
務
者
の
資
力
喪
失
の
場
合

に
お
け
る
債
権
者
の
権
利
の
保
護
は
既
に
早
く
團
體
化
さ
れ
た
。

し
か
し
、
こ

・
に
お
い

て
も
獲
展
は
、

最
初
の
諸
患
想
,

す
な
は
ち

債
権
者
の
地
位
を
團
體

問
題
に
ま
で

(
z
u
r
 
V
e
r
b
a
n
d
s
s
a
c
h
e

)
高
め
ん
と
す

る
思
想

を
、
乗
り
越
し
て
進
む
。
和
議
手
續

に
お
い
て
は
、
多
撒
,
す
な
は
ち
團
體

が
、
各
個
人
に
保
有
せ
ら
れ
る
請
求
権
の
範
囲

を
決
定

し
、
而
し
て
債
権

者
保
護
團
體

は
、
和
議
の
準
備
に
因
の
生
じ
た
る
費
用
に
っ
い
て
特
別

の
優
先
権
を
有
す

る

(
例

へ
ば
、
オ
ー
ス

ト
リ
ア
和
議
條
例
二
三
條
ノ
ニ
)
。
個

々
の
債
権
者
に
対
す

る
特
別
利
益

の
供
與
は
、
た
f
に
効
力
な
き
の
み
な
ら
ず
.
ま
た

一
定

の
場
合
に
は
罰
せ
ら
れ
る

(
オ
ー
ス
ト
リ
ア
刑
法
四
八
六
條

ノ
三
)
。

「
こ
・
に
お
い
て
も
ま
た
、
既
に
、
各
個
人
の
諸
権
利
に
關

す
る
権
能
も
團
體

に
蹄
属
す

る
と
い
ふ
思
想
が
表
は
れ
て
ゐ
る
。
」

(
一四
二
頁
)

(4
)

契
約
関
係

の
清
滅

に
つ
い
て
も
、
契
約
誠
實
或
ひ
は
契
約
の
全
能
が
認
め
ら
れ
、
從

つ
て
、
解
除
に
つ
い
て
も
、
解
除

権
あ
ら
ば
解
除
し
え
、
ま
た
、
こ
れ
が
な
け
れ
ば
解
除
し
え
な
い
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
點

に
つ
い
て
も
多
少
の
例
外
が



認
め
ら
れ
て
き
た
Q
.す
な
は
ち
,

(
イ
)

解
除
権

あ
る
に
も
か

・
は
ら
ず
、
そ
の
行
使

に
際
し
て
補
償
の
義
務
を
認
め
る
も
の
の
例
と
し

て
は
、
オ
ー

ス
ト
リ
ア

代
理
商
法

(
H
a
n
d
e
l
s
a
g
e
n
t
e
n
g
e
s
e
t
z

)
の
規
定
が
あ
る
。
す
な
は
ち
、

期
間
の

定
め
な
き
代
理
商
関
係

は
自
由
に
こ
れ
を
解
除
し

う
る
。
し
か
し
、
も
し
本
人
が
そ
の
解
除
権

を
行
使
し
代
理
商
に
解
約
告
知
す
る
と
、
代
理
商
に
有
責
行
爲
あ
り
て
解
約
告
知
を
な

す
に
つ
き
正
當
の
理
由
あ
り
,こ
せ
ら
る
る
に
あ
ら
ざ
る
と
き
は
、
代
理
商

は
.

『
本
人
ま
た
は
そ
の
法
律
上
の
承
縫
人
が
、
代
理
商

に
よ
り
て
導
入
せ
ら
れ
た
る
顧
客

と
の
取
引
関
係

に
よ
つ
て
利
益

を
得
、
而
し
て
そ
の
利
益

が
契
約
関
係

の
解
滑
後

に
お
い
て
も
な

ほ
存
続

す
る
場
合

に
お
い
て
』
相
當
な
る
補
償
を
受
く
る
権
利
が
あ
る
。

(
一
四
二
頁
)

(
口
)

解
除
権
な
き
に
か

・
わ
ら
ず
,
な
ほ
解
除
の
許
さ
れ
る
事
例
と
し
て
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の

一
九

一
九
年
の
土
地
取
引

法

(
G
r
u
n
d
v
e
r
k
e
h
r
s
g
e
s
e
t
z

)
の
規
定
が
あ
げ
ら
れ
る
。
す
な
は
ち
、
同
法
は
不
動
産
費
圭
の
解
除
を
、
た
と
ひ
買
圭
が
そ
の
契
約

を
こ
の
上
な
く
完
全
に
履
行
し
た
と
し
て
も
、

一
定
期
間
を
通
じ
て
、
許
し
て
ゐ
る

(
噌
四
二
頁
)
。

以
上
は
解
除

に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
給
付
不
能
に
つ
い
て
も
そ
の
解
釈
は
変
化

し
て
き
た
。
す
な
は
ち
.

「
眞
正
な
る
不
能
よ
り

『
不
眞
正
』
な
る
そ
れ
を
経
て
、
契
約

に
対
し

『
誠
實
信
義
」
(
ド
イ
ツ
民
法
二
四
二
條
)
を
顧
慮
し
て
そ
の
数
力
を
否
認
す
る
の

・

裁
判
官

に
ま
か
し
與

へ
ら
れ
た

・
可
能
性

へ
L

(
一
四
一
頁
)

(
一三
)
の
変
化

が
こ
れ
で
あ
る
。

私

法

の

婆

蓬

(第
三
巻
第

一號
)

(
二
三
三
)

五
三



私

法

の

憂

遷

(
第
三
霧
第

一
號
)

C
二
二
四
)

五
四

(
註

=
昌
)

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
H
e
d
e
m
a
n
n
 
 
,
 
R
e
i
c
h
s
g
e
r
i
c
h
t
 
a
n
d
 
W
i
r
t
s
c
h
a
f
t
s
r
e
c
h
t
,
 
1
9
2
9
,
 
 
S
.
2
5
2
.
 
 
f
f
 
.

・
参
照
。

六

所

有
権
関
係

私

所

有
権

制

度

に
關

す

る
究

明

は
、

か

よ
う

な

小
稿

の

よ
く

し
う

る

ーこ

こ
ろ

で

な

い

。

こ

こ

に
は
,

た

'
、

レ

ン
ホ

フ
の
塞

げ

た

資

料

の
範
囲

内

に

お

い

て
、

そ

れ

を
整

理

す

る

に

と

'
め

る
。

さ
て

,

オ

ー

ス

ト
リ

ア
民

法
第

三

六

二
條

も
掲

ぐ

る

と

こ

ろ

の
、

譲

渡

な

ら

び

に
塵

分

の
自

由

と

い

ふ

原
則

は

(
=
二
六
頁
)
、

い

ま

や
、

レ

ン
ホ

フ
の

云

は

ゆ

る

『
全
体
利
益

」

(
G
e
s
a
m
t
i
n
t
e
r
e
s
s
e

)

(同
頁
)
に

よ

つ

て
制

限

を
受

け

る

。

と

こ
ろ

で
、

こ

の

『
全

盟
利
益

』

の
種

別

に
從

つ
て
,

そ

の
制

限

も
,

お

ほ

よ

そ
次

の

二

つ

に

わ

か
た

れ

る

で
あ

ら

う

。

(
1

)

就

曾

的

考

慮

に
基

く

制
限

こ

の
主

な

る
表

は

れ

と

し

て

は
、

住

宅

の
保

護

を
目

的
と

す

る
賃

借
権

の

彊
化

が

あ

る

。
す

な

は

ち
、

「
賃

借

人

の
持

つ
て

ゐ

る

も

の

は
、

軍

に

一
面

的

に
賃

貸

人

に
対
し

て
敗

力

を

有

す

る

よ
う

な
標

利

で

は

な

い
。

彼

れ

は
,

あ

ら

ゆ

る
人

に
野

し

て
占

有

の
保

護

(
B
e
s
i
t
z
e
s
s
c
h
u
t
z

)
を

享

有

す

る
。

佳

家
(
O
b
d
a
c
h
)は

ま

さ
に

ま

た
社
會

的
機

能

を

持

つ
。
」
(
一
四
七
頁
)

そ

こ

で

、
最

近

の

立

法

な

ら

び

に
裁
判

は

こ
の
就

曾

的
機

能

に
対
し

い
か

な

る
態

度

を

と

つ

て

ゐ

る
で

あ

ら
う

か
。

先

づ

、

立

法

と
し

て

は
、

オ

ー

ス
ト

リ

ア

に
お

い
て

は

一
九

二
九

年

の
借

家

法

(
M
i
e
t
e
n
g
e
s
e
t
z

)

の
諸

規

定

が

墓

げ

ら

れ

る
。



す
な
は
ち
、
そ
こ
で
は
、
家
屋
を
利
用
可
能
の
状
態
に
維
持
す
る
が
九
め
、
保
存
以
外
の
目
的
を
も
つ
て
す

る
、
借
賃
の
法
律
行
爲

的
腿
分
、
す
な
は
ち
そ
の
譲
與
ま
た
は
質
入
を
ば
、
無
数
な
り
,こ
宣
言
す
る

(
同
法
四
二
條

二
項

)

二

三
六
頁
)
。
ま
た
,
同
法
の

保
護
を
受
く
る
住
宅
に
つ
い
て
の
賃
借
譜
権
利
は
、
そ
れ
が
、
貸
惜
人
な
ら
び
に
そ
れ
.・二
こ
も
に
共
同
の
世
帯
を
管
ん
で
ゐ
る
家
族

に
,、う

て
欲
く
べ
か
ら
ざ
る
住
室
に
關
す
る
か
ぎ
り
,
執
行
を
免
除
さ
れ
る

(
四
二
條
四
項
)

二

四
七
頁
)
。
さ
ら
に
、
同
法
に
よ

う
賃
借
人
の
使
用
権

は
,
賃
借
人
の
利
益

の
た
め
に
す
る
解
約
告
知
自
由
の
種
々
な
る
制
限
を
前
提
・、}す
る
,、}き
は
、
住
宅
の
需
要

が
賃
借
人
ま
た
は

そ
の
相
続

人
に
存
す
る

か
ぎ
り
そ
の
間
は
、

一
の
縫
綾
的
に
し
て
相
綾
性
あ
る

権
利
、望
造
り
出
す
こ
と
,、)な
る

二

九
條
二
項

一
一
號
参
照
)

(
一
四
七
頁
)
。

次
に
,
裁
判
上
に
お
い
て
は
、
オ
ー

ス
ト
リ
ア
大
審
院

一
九
二
九
年
二
月
二
二
日
の
判
決

が
注
目
さ
れ
る
。
そ
れ
は
,
或
る
賃
借

人
が
不
當
に
立
退
を
強
制
さ
れ
た
が
、
そ
の
後
。
そ
の
明
渡
判
決
が
都
合
よ
く
無
奴
の
訴

に
よ
っ
て
取
消
さ
れ
た
。
・、」
こ
ろ
が
そ
の

取
清
前

に
、
そ
の
佳
宅
は
家
屋
所
有
者
に
よ
つ
て
新

た
な
別
の
賃
借
人
に
引
渡
さ
れ
て
ゐ
た
の
で
、
前
の
,
そ
の
権
利
を
剥
奪
さ
れ

た
,、㌔こ
ろ
の
賃
借
人
は
、
新
賃
借
人
に
対
し

そ
の
佳
宅
を
明
渡
す
べ
し
と
要
求
し
た
,
と
い
ふ
事
案

に
つ
い
て
、
こ
の
前
賃
借
人
の

請
求
を
認
め
た
も
の
で
あ

つ
た

(
一四
七
頁
)
。
そ
し
て
そ
の
制
文
中
に
は
賃
借
人
の

『
時
間
的

に
制
限
せ
ら
れ
た
る
所
有
権
』
と
い

ふ
文
字
さ
へ
存
す
る

(同
頁
)
。
か
く
て
、

「機
能
的
に
は
、
住
宅
に
つ
い
て
の
こ
の
縫
綾
的
に
し
て
相
綾
性
あ
る
使
用
権

は
、
使
用

私

法

の

婆

遷

(第
三
巻
第

一
號
)

(
≡
二
五
)

五
五



私

法

の

璽

遷

(
第
三
溜
第

蝸
貌
)

(
二
三
六
)

五
六

を
提

供

す

る

と

こ

ろ

の

所
有

権

,こ
異

る

,こ
こ
ろ

が

な

い
」

(
一
四
七
頁
)
こ

と

と
な

り

、

さ

ら

に

、

「
所

有

権

の
携

保

機

能

(
S
i
c
h
e

r
u
n
g
s
f
u
n
k
t
i
o
n

)
が

漸

訳

に
独
立

な

る
諸

権

利

に
形

成

さ
れ

る

ご

と

く

(
こ

の

こ

と

に

つ

い

て

は
企

業
関
係

の
項

で

説

い
た

)
、
そ

の

使

用
機

能

(
G
e
b
r
a
u
c
h
s
f
u
n
k
t
i
o
n

)
も

ま

た

、

そ
う

な

る
。

か

く

て
所

有
権

に

つ

い

て
な

ほ
淺

存

す

る

と

こ
ろ

の
も

の
は
、
単
に

な

ほ

概

念

的
慣

値

(
B
e
g
r
i
f
f
s
w
e
r
t

)

を

持

つ

に
す

ぎ

な

い
」

(
一
四
七
頁
)

と
さ

れ

る
こ

と

と
な

る

の

で
あ

る
。

な

ほ

,

右

の
賃

借
権

の

強

化

の
ほ

か

に
、
こ

の
項

目

に
属
す

べ

き

も

の

と
し

て

は

、
な

ほ

牧

用

(
E
n
t
e
i
g
n
u
n
g

)
が
あ

る

(
一
三
五
頁

)。

だ

が

こ

の
鐵

に

つ

い

て

は
、

レ

ン
ホ

フ

の
特

に
説

明

す

る

と
こ

ろ

が

な

い

か

ら
,

本

稿

で

は
こ

れ

に
鰯

れ

な

い

こ

と

と
す

る
。

(
2

)

國

民
経
済

的

理
由

に
基

く

制

限

オ
ー
ス
ト
リ
ア

の

一
九

一
九

年

一
二
月

一
三

日
の

土

地

取

引
法

(
G
r
u
n
d
v
e
r
k
e
h
r
g
e
s
e
t
z

)

に

よ

れ
ば

、

農

業

地

の
譲

渡

に

つ
い

て
、

特

別

な

る
官
庁

の
同

意

を
受

く

べ
き

も

の

と

せ

ら
れ

、

「
ま

た
,

も

は

や

そ
れ

を

所

持

し

き

れ
な

く

な

つ
た
場
合

に

お

い

て
も

一
の

仲

介

所

(
M
i
t
t
l
e
r
s
t
e
l
l
e

)
、

す

な

は

ち
公

の
機

關

が

、

誰

が
譲

受

人

と
な

る
か

に

つ

い

て
働

き

か

け

る
。
」

(
一
三
六
頁
)

さ

ら

に
、

ま

た
、

森

林

維

持

の

目

的

の

た

め

に
、
森

林

地

の

役
権

(
S
e
r
v
i
t
u
t
e
n
 
a
u
f
 
W
a
l
d
g
r
u
n
d
s
t
i
i
c
k
e
n

)

は
、
官
庁

の

同

意

を
得

て

は

じ
め

て

、
そ
し

て

、
そ

れ

が

ま

さ

に

『
土

地

開
獲

上

の
顧

慮

,こ

一
致

す

る
」

(
"
m
i
t
 
d
e
n
 
L
a
n
d
e
s
k
u
l
t
u
r
r
i
i
c
k
s
i
c
h
t
e
n
 
v
e
r
e
i
n
b
a
r

)舞

s
i
n
d
"

)

か
ぎ

り

に

お

い

て

、
許

容

せ

ら

れ
う

る

こ

と

に
な

つ

て

ゐ

る

(
=
壬
ハ
頁
)
。



以
上
で
、

所
有
擢
の

制
限

に

つ
い
て
の

叙
述
は

一
懸
終
つ
た
が
、

所
有
標

に
關
聯

し
て
は
、

レ
ン
ホ
フ
は
、

な
ほ
、

信
託

(
T
r
e
u
h
a
n
d
s
c
h
a
f
t

)
を
、
私
法
の
個
人
性
喪
失
、
完
全
権

に
対
す
る
機
能
の
優
位
,
從

つ
て
権
利
の
分
裂

の
問
題
-、)し
て
、

こ
れ

に
鰯
れ
て
ゐ
る

(
一
四
五
頁
)
。

二

以
上
、
第

一
部
に
よ
つ
て
、
實
質
関
係

の
発
展
乃
至
状
態
が
法
の
上
に
い
か
に
反
映
し
た
か
を
、
各
部
門

に
つ
い
て
、ほ
.、
知
る
を

え
π
。
し
か
ら
ば
、
次

に
、
こ
の
實
質
関
係

の
変
動

に
対
し
、
法
は
、
技
術
的
に
、
い
か
に
し
て
適
懸
し
て
い
つ
た
で
あ
ら
う
か
。

こ
れ

が
第
二
部
の
問
題
で
あ
る
。
そ
の
最
も
典
型
的
な
る
も
の
を
、

レ
ン
ホ
フ
の
資
料
に
撮
り
つ

・
、
順
次

に
左

に
説
明
す
る
。

(-
)

強
行
法
の
増
加

「
活
動
の
自
由
、
取
得
の
自
由
な
ら
び
に
あ
ら
ゆ
る
構
利
行
使
の
自
由
に
全
然
そ
の

基
礎
を
お
く
と
こ
ろ
の

個
人
主
義
の
髄
系

は
、
強
行
法
な
る
も
の
を
ま
つ
た
く
知
ら
な
い
と

い
つ
て
も
い
・
だ
ら
う
。

一
八

一
一
年
の
形

(
F
a
s
s
u
n
g

)
に
お
け
る
オ
ー
ス
ト

リ
ァ
民
法
典
は
、
う
た
が
ひ
も
な
く
無
論
強
行
法

の
う
ち
に
数

へ
入
れ
ら
る
べ
き
諸
規
定
(
婚
姻
.
物
権

法
上
の
諸
原
則
、
な
,ご
)
を

包
含
し
て
は
ゐ
る
け
れ
,こ
も
、
明
文
を
も

つ
て
強
行
法

に
言
及
す
る
こ
と
は
ま
つ
た
く
な
か
つ
た
。
私
法

へ
の
張
行
法
(
z
w
i
n
g
e
n
d
e
s

私

法

の
変
遷

(第
三
省
第

一號
)

(
≡
二
七
)

五
七



私

法

の
変
遷

(第
三
鵜
第

一號
)

(
二
一二
八
)

五
八

R
e
c
h
t

)
の
侵
入
は
契
約
自
朗
の
最
初
の
制
限
で
あ
つ
た
。
強
行
法
に
よ
つ
て
、

國
家
的
に
組
織
せ
ら
れ
た
社
會
の
法
は
、

各
個
人

の
・
そ
の
法
律
関
係

を
欲
す
る
が
ま

・
に
形
成
す
る
の

・
自
由
に
、
野
立
せ
し
め
ら
れ
る
。」
(
一
四
〇
頁
)

「
い
ま
な
ほ
個
人
活
動

の
地
盤

の
上
に
立
つ
て
ゐ
る
現
代
諸
立
法
の
法
に
つ
い
て
も
ま
た
,
も

つ
と
も
目
だ

つ
と
こ
ろ
の
現
象
で
あ

る
の
は
,
強
行
的
法
規

範
の
堆
積
で
あ
る
。
こ
の
強
行
的
法
規
範

に
よ
つ
て
、
そ
の
時
ま
で
法
に
内
在
す
る
本
性

(
W
e
s
e
n
h
e
i
t

)
と
軍
に
考

へ
ら
れ
て
ゐ
た

・こ
こ
ろ
の
法
の
社
會

的
機
能
,
の
思
想

(
D
u
g
u
i
t

)
は
、

い
ま
や
法
内
容
(
R
e
c
h
t
s
i
n
h
a
l
t
)

と
な

つ
た
。

こ
の
思
想
は
、

主
だ

つ

た
諸
法
典
に
特
有
な
る
個
人
的
主
観
的
構
成

の
土
墓
を
ぐ
ら
つ
か
せ
る
も
の
で
あ
る
。

(
ド
イ
ツ
憲
法

一
五

三
條
三
項
の
規
定
!

『
所
有
権
の
行
使
は
同
時
に
公
共
の
編
利
に
対
す

る
奉
仕
な
る
べ
し
』
1

を
参
照
せ
よ
。
)
」
(同
頁
)

「
新
し
く

強
行
法
の
制
定

さ
れ
る
た
び
に
そ
れ
に
つ
れ
て
,
團
體

法

(
V
e
r
b
a
n
d
s
r
e
c
h
t

)
は
個
人
法

(
I
n
d
i
v
i
d
u
a
l
r
e
c
h
t

)
を
犠
牲
と
し
て
籏
大
せ

ら
れ

た
」

の
で
あ
る

(
一
四
四
頁
)
。

(
2
)

白
地
規
範
の
活
用

個
人
的
法
律
行
爲
的
活
動
の
制
限
は
、
ま
た
、
白
地
規
範

(
B
l
a
n
k
e
t
t
n
o
r
m
e
n

)
に
よ
つ
て
も
行
は
れ
る
。
そ
う
し
て
、
こ
の
白

地
規
範

の
特
質
は
、
法
倫
理

(
R
e
c
h
t
s
e
t
h
i
k

)
の
規
範

に
お
い
て
、
も
つ
と
も
明
瞭

に
表
は
れ
る

(
一四
一
頁
)
。
・そ
れ
は
、
或
ひ
は

『
善
良
の
風
俗
」

(
"
g
u
t
e
 
S
i
t
t
e
n
"

)
、
或
ひ
は

『
誠
貫
信
義
』

(
"
T
r
e
u
 
a
n
d
 
G
I
a
u
b
e
n
"

)
、
或
ひ

は

ま
た

『
公
の
秩
序
」



(
"
i
i
f
f
e
n
t
l
i
c
h
e
 
O
r
d
n
u
n
g
"

)
な
,ご
、
種
々
の
言
語
上
の
形
式
を
と
る
こ
と

は
あ
ら
う
が

(同
頁
)
、
い
つ
れ
に
し
て
も
、
そ
れ
ら
に

よ
り
、
「
國
家
の
そ
の
時

々
に
追
求
す
る
諸
目
的
を
補
完
す
る
と
き
は
、
こ
れ
に
よ
つ
て
國
家
の
指
導
観
念
(
d
i
e
 
t
r
a
g
e
n
d
e
n
 
S
t
a
a
t
s

i
d
e
e
n
)

が
法
内
容
と
な
る
」
の
で
あ
る

二

四
一貢
)
。
だ
が
、
こ
の
、
倫
理
が
法
秩
序
の

一
部
と
な
る
こ
と
も
ま
た
、
從
來
は
単
に

思
想
と
し
て
考

へ
ら
れ
て
ゐ
た
も
の
で
あ

つ
て
、

フ
ラ
ン
ス
民
法
以
後
、
は
じ
め
て
法
内
容
と
な

つ
た
も
の
で
あ
る

(
フ
ラ
ン
ス
民

法

二

三
三
條
参
照
)
。
(
叫
四
〇
頁
)

古
く
,

「
オ
ー

ス
ト
リ
ア
民
法
に
つ
い
て
悉
、

一
八

一
一
年
當
局
作
成
の
索
引
中
に
お
い
て

は
,

『
善
良

の
風
俗
』
な
る
言
葉
に
關
し
、
箪
に
同
法
第
二
六
條
が
指
し
示
さ
れ
て
ゐ
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
規
定
は

『
許
さ
れ
た

る
社
團
』

(
"
e
r
l
a
u
b
t
e
 
G
e
s
e
l
l
s
c
h
a
f
t
"

)
に
關
す
る
も
の
で
あ
つ
て
,
契
約
の
数
力
な
き
法
律
的
内
容
と

し
て
は
、

『
明
白
に
不
能

ま
た
は
不
法
の
事
項
』
(
w
a
s
 
"
g
e
r
a
d
e
z
u
 
u
n
m
'
;
g
l
i
c
h
 
o
d
e
r
 
u
n
e
r
l
a
u
b
t
 
i
s
t
"

)
を
,
宣
言
す
る
に
す
ぎ
な
か
つ
た
。」

二

四
〇
頁
)

し
か
る
に
。

「
今
日
に
お
い
て
は
"
l
a
 
r
e
g
l
e
 
m
o
r
a
l
e
"
 
(
R
i
p
e
r
t
)

は
法
規
上
の
概
念
、
い
や
そ
れ
さ
こ
ろ
か
,
憲
法
上
の
法

(
ド

イ
ツ
憲
法

一
五
二
條
二
項
後
段
)
に
ま
で
な

つ
て
ゐ
る
。
だ
が
、
そ
れ
に
も
か

・
は
ら
す
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
從
來
嘗
て
な

か
つ
た
ほ
き
論
争
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
十
九
世
紀
の
實
謹
主
義

(
P
o
s
i
t
i
v
i
s
m
u
s

)
は
、
こ
の
内
容

に
つ
い
て
さ
う
す
る
こ
と
も
で
き
な

か

つ
た
。
彼
ら
は

『
慣
習
」
(
"
B
r
a
u
c
h
 
a
n
d
 
U
b
u
n
g
"

)
を
捜
し
求
め
、
ま
た
、
『
禮
儀
感
情
お
よ
び
國
民
道
徳
』
(
"
A
n
s
t
a
n
d
s
g
e
f
i
i
h
l

u
n
d
 
V
o
l
k
s
m
o
r
a
l
"

)
を
引
合
ひ
に
出
し
た
。
だ
が
、

道
徳
は
そ
の
理
想
を
個
人
の

完
成
に
求
め
、

法
は
そ
の
理
想
々
調
和
せ
る
人

私

法

の

婆

遷

(第
三
巻
第
一
號
)

(二
一二
九
)

五
九



私

法

の

璽

遷

(
第
三
巻
第

一
號
)

(
二
四
〇
)

,

六
〇

間

の

共
存

生
活

に
求

め

る

・こ
い

ふ

ご

,こ
を

、
看

過

し

た

の
で

あ

つ

た
。

さ
れ

ば

、
権

利

行

使

の
制

限

と
し

て

の
倫

理

概

念

(
S
i
t
t
l
i
c
h

k
e
i
t
s
b
e
g
r
i
f
f

)

は

、

時

間

的

な

ら

び

に
空
間

的

に
変
化

す

る

ーこ
こ

ろ

の

、

正
義

と
し

て

の

社

曾

理

想

の

う

ち

に

、

見

出

さ
れ

な

け
れ

ば

な

ら

な

い

の
で

あ

る
。

L

(同
頁
)
か

く

て
、

法

倫

理

規

範

の

活

動

に
対
す

る

観

念

的
背

景

は
明

ら

か

に
さ

れ

た

の

で
あ

る
が

、

レ

ン
ホ

フ

は
、

さ
ら

に

つ
"

い

て
、

か

・
る
規

範

内

容

、
す

な

は
ち

『
正

義

』

の

、
時

間
的

な

ら

び

に
室

間

的

に
変
化

す

る

の
事

例

を

わ

れ

わ

れ

に
示

し

て

ゐ

る
。

そ

の

一
は
辯
護
士

助
力

の

無
償

性

に

つ
い

て

で
あ

る
。

す

な

は
ち

,

ロ
ー

マ
人

の
考

へ
で

は
、
辯
護
士

が

そ

の
審

力

に
対
し

て
報

酬

を
受

け

る

こ

と

は
許

さ

れ

ず

、

か

つ
、

回
避

行

爲

を
防

ぐ

が

た

め

に
、

訴

訟

の

分

前
q
u
o
t
a
 
l
i
t
i
s

を

自

己

に
約

せ
し

め

る

こ

と
も

禁

止

さ
れ

π
の

で

あ

つ
た

が

、

後

に
至

り
報

酬

の
禁

は
解

か
れ

は
し

た

け

れ

,こ
も

、

こ
の

後

者

の

禁
止

は
存

置

さ

れ
、

そ
れ

が

警

通

法

(
g
e
r
n
e
i
n
e
s
 
R
e
c
h
t

)

時

代

ま

で
績

い
て

ゐ

た

。
だ

が

、

か

か

る

こ

と

は

、

今

日

の

ヨ
ー

ロ
.
パ

の

立

法

か
ら

は
、

ほ

,こ
ん

,ご
滑

え
去

つ
た

の

で
あ

る
。
二

四
〇
頁

)

そ
の

二

は
,

私

有

財

産

の
無
償

浸

牧

に

つ

い

て
で

あ

る

。

フ
ラ

ン

ス
、
ス
イ

ス
、
イ
ギ

リ

ス
な

ら

び

に

ド

イ

ツ
の
裁

剃

所

は
、

ソ

ヴ

ェ
ー

ト
を

も

つ

て
,

ソ
ヴ

ェ
ー

ト

に

よ
り

解

散

せ
し

め

ら

れ

た

革

命

前

の
株

式

會

社

例

へ
ば

銀

行

の
、
権

利

承

纏

者

と

は
認

め

な

か

つ
た

の

で

あ

つ
て

、

こ
れ

ら

の
銀

行

の
、

ソ

ヴ

ェ
ー

ト

・

ロ
シ

ア
以

外

に
在

る
財

産

は
、

本

國

に

お
い

て

は
す

で

に
早

く
解

散

せ
ら

れ

た

銀

行

の
株

主

た
ち

に
引

渡

さ
れ

た
の

で

あ

つ
た

。

そ
し

て

こ

の

こ

と

は
特

に
、

元

の

ロ
シ

ア
銀

行

に

お
け

る
外

國

の
銀

行

貸

越

金

の
運
命

を
決

し

た

の
で

あ

る
。

だ

が

、

た

f
、

唯

一
の

例

外

と
し



て

チ

ユ
ー

リ
ッ

ヒ
の
上

級
裁
判

所

が

数

年

前
反
対

の
判
決

を

下

し

た

ほ

か

、

そ
の

他

の

ヨ
ー

ロ
ッ
パ
諸

國

で

は

一
致

し

た

と

こ

ろ

の

こ

の
見

解

も

、

ソ
ヴ

ェ
ー

ト

・

ロ
シ

ア
の
裁
判
所

か

ら

は

、
非

道

徳

的
だ

と
非
難

さ

れ

て

ゐ

る
の

で

あ

る

。
(
一
四
〇
-

一
四

一
頁
y

さ
て
・
か
よ
う
に
法
倫
理
の
規
範
の
内
容
は
変
化
す

る
の
で
あ

る
が
、
他
面
ま
た
、
か
く
変
化

し
う
る
が
故

に
、
こ
れ
に
よ
り
,
法

は
比
較
的
容
易

に
實
質
関
係

の
変
動

に
適
懸
し
う
る
こ
と
と
な
る
。
し
か
し
、
そ
の
結
果
、

「裁
判
官
の
権

力
は
こ
れ
に
よ
つ
て
強

め
ら
れ
・
『
立
法
』権
ご
『
司
法
』権

と
の
間
の
境
界
の
不
分
明
な
こ
と
が
、
明
瞭
に
表
面
に
現
は
れ
で
く
る
」
の
で
あ
る

(
一
四
一
頁
)
。

(
3
)

法
律
行
爲
の
動
機
の
顧
慮

最
近
数
十
年
の
聞
に
、
強
行
的
性
質
を
有
す

る
す
べ
て
の
法
的
規
範

の
適
用
範
囲

が
、
さ
ら
に
法
律
行
爲

の
動
機
を
顧
慮
す
る
こ

と
に
よ
つ
て
い
ち
じ
る
し
く
籏
大
せ
ら
れ
た
。
そ
う
し
て
こ
・
に
云
ふ
動
機

は
、
ー

レ
ン
ホ
フ
に
よ
れ
ば
ー

「
法
律
行
爲
の
外

部
に
存
在
す
る
動
機
」
で
は
な
い
の
で
あ
つ
て
、

「
行
爲
の
基
礎
を
形
成
す
る
動
機

(
す
な
は
ち
、
q
u
a
l
i
f
i
z
i
e
r
t
e
s
 
 
M
o
t
i
v
'

フ
ラ

ン

ス
判
例
の
M
o
t
i
f
 
d
e
t
e
r
m
i
n
a
n
t
)

」
な

の
で
あ
る

(
一
四
一頁
)
。

と
こ
ろ
で
、

「
わ
つ
か
二
三
十
年
前
ま
で
は
。
私
法
は
,
行
爲

の
内
容
と
な
ら
な
か
つ
た

・
す
べ
て
の

・
観
念
を
ば
、
注
意
を
彿
ふ
に
足
り
な
い
動
機
,、〕し
て
、
法
律
的
に
滑
失
せ
し
め
て
ゐ
た
」
の

で
あ
つ
た
が

(同
頁
)
、
い
ま
や
、

「
た
と
ひ
行
爲
そ
の
も
の
と
し
て
は
道
徳
的
に
非
…難
の
余
地
な
き
も
の
で
あ
つ
て
も
、
そ
れ
が
倫

理
的
に
排
斥
せ
ら
る
べ
き
目
的
を
追
求
す
る
場
合
に
は
」
そ
の
行
爲
の
効
力

を
否
認
す
る
に
い
た
つ
て
ゐ
る
。
(同
頁
)
そ
こ
で
、
こ

私

法

の

愛
権

(第
三
巻
篁

號
)

(
二
堕

)

さ



私

法

の

鍵

遷

(第
三
霧
第
一
號
)

(
二
四
二
)

六
二

れ
に
つ
い
て
の
二
三
の
例
を
示
そ
う
。
そ
の

一
は
、
労
働

者
の
解
約
告
知

に
關
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
一
九
二
九
年
四
月
二
四

日
の
ド
イ
ツ

・
國
労
働
裁
判
所

(男
・
諺
・
O
・)
判
決
に
表
は
れ
た
も
の
で
あ
る
。
事
案
は
,
賃
銀
に
つ
い
て
の
争
議

(
L
o
h
n
d
i
f
f
e
r
e
n
z

)

に
關
聯
し
て
、
使
用
者
が
労
働

者
よ
り
訴

へ
ら
れ
た
と
こ
ろ
、
そ
の
時
に
な

つ
て
、
使
用
者
が
そ
の
労
働
者
を
ば
、
表
面
上

『
経
済

的
事
情
に
因
り
』

(
"
w
e
g
e
n
 
w
i
r
t
s
c
h
a
f
t
l
i
c
h
e
r
 
V
e
r
h
a
l
t
n
i
s
s
e
"

)
と
い
ふ
理
由
で
解
約
告
知
し
た

も
の
で
あ

つ
た
。
だ
が
、
裁
列

所
は
,
こ
の
告
知
の
数
力
を
認
め
な
か
つ
た
の
で
あ

つ
て
、
そ
の
論
じ
て
言
ふ
に
は
,
期
間
の
定
め
な
き
雇
傭
関
係

は
、
こ
れ
を
何

時
に
て
も
理
由
を
あ
ぐ
る
を
要
せ
ず
、
法
定
ま
た
は
約
定
の
解
約
告
知
期
間
を
遵
守

し
て
解
除
を
な
し
う
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
た
し

か
に
正
當
で
も
あ
ら
う
。
け
れ
さ
も
。

『動
機
と
目
的
と
は
、
そ
の
解
約
告
知
を
し
て
充
分
に
反
良
俗
的
な
も
の
と
見
え
し
め
う
る

も
の
で
あ
る
」
と
。
(同
頁
)

例
の
そ
の
二
は
、
賭
博
に
關
す
る
。
オ
ー

ス
ト
リ
ア
民
法
は
、
ー

第
三
回
部
分
的
改
正
法
律
以
後
の

第

一
一
七
四
條
二
項

に
お
い
て
i

『禁
止
せ
ら
れ
た
る
賭
博
の
目
的
の
た
め
に
な
さ
れ
た
る
貸
金
』

に
つ
い
て
そ
の
返
還
請
求
を

拒
否
し
て
ゐ
る
。
ド
イ
ツ

大
審
院
は
こ
れ
を
拡
張

し
,
賭
博
倶
樂
部
の
維
管
に
つ
き
警
察
の
許
可
が
あ
つ
た
場
合
に
も
な
ほ
、
か

・

る
倶
樂
部
設
立
に
用
ひ
ら
る
べ
き
貸
金
に
つ
い
て
右
と
同
趣
旨
を
認
め
、
ま
た
、
或
る
賭
博
倶
樂
部

に
対
す

る
場
屋
の
賃
貸
を
、
敷

力
な
し
.こ
宣
告
し
て
ゐ
る
。
(同
頁
)

第
三
の
例
は
、
娼
家
経
営

の
た
め
の
家
屋
費
買

に
關
し
費
主
が
買
圭
の
意
圖
を
知
つ
て
ゐ
嚢
場

合
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
、
ド
イ
ツ

に
お
い
て
お
ほ
い
に
箏
は
れ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
の
、
債
権
的
基
本
契
約
か
反
道
徳
的
な



る
場
合

に
物
権
的
履
行
行
爲
も
ま
た
民
法
第

一
三
八
條
に
よ
つ
て
無
数
と
な
る
か
,こ
う
か
の
問
題
と
關
聯
す

る
の
で
あ

つ
て

(同
頁
)

こ
れ
に
対
し
、

一
九
二
四
年

一
一
月

一
八
日
の
ド
イ
ツ

大
審
院
判
決
は
,
譲
渡
行
爲
は
そ
れ
自
身
と
し
て
は
無
色
で
あ
り
、
ま
た
、

買
主
に
費
買
の
目
的
が
知
ら
れ
て
ゐ
た
の
だ
か
ら
,
そ
の
基
本
行
爲

(
費
買
)
か
ら
は
,
い
ま
だ
も
つ
て
返
還
請
求
権
を
認
む
る
に

足
り
な
い
と
し
て
、
か

・
る
費
買
行
爲
に
法
律
上
の
効
力
を
認
め
た
の
で
あ
つ
た
。
だ
が
、

こ
れ
に
反
し
、

一
九
〇
八
年
四
月

一
日

の
オ
ー
ス
ト
リ
ア

大
審
院
判
決
、
な
ら
び
に
、
ま
た
フ
ラ

ン
ス
の
判
例
も
。
こ
の
全
燈

の
行
爲
を
効
力

な
し

と
宣
言
し
、
返
還
請
求

を
無
造
作
に
許
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

(同
頁
)

二

四
)

(註
顧
四
)

な
ほ
法
律
行
爲
の
動
機
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
殊
に
、
牧
野
氏

「民
法
の
基
本
問
題
」
第
一
巻
四
四
「
頁
以
下
.
四
六
三
頁
以
下
.
四
九

八
頁
以
下
参
照
。

(
4
)

縫
綾
的
債
権
関
係

の
法
理
の
展
開

賃
労
働

、
賃
貸
借
、
各
種
の
縫
綾
的
供
給
な
,こ
の
関
係
が
、
わ
れ
わ
れ
の
社
會
生
活
経
済

生
活
に
お
い
て
次
第
に
そ
の
重
要
性
を

取
得
し
て
き
た
結
果
と
し
て
,

一
時
的
債
務
関
係

を
中
心
と
す
る
從
來
の
債
権
法
が
こ
れ
ら
の
関
係

を
妥
當

に
規
律
し
え
な
い
こ
・、」

が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
か
く
て
、
こ
れ
を
補

ふ
べ
く
.
傳
來
的
な
る

一
時
的
債
務
関
係

法
理
の
ほ
か
に
、
継
続

的
債
務
関
係

の
法
理

が
要
求
せ
ら
れ
、

こ
れ
が
展
開
を
み
る
に
い
た
つ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
レ
ン
ホ

フ
に
聴
か
う
1

私

法

の

痩

遷

(
第
三
巻
第

}
號
)

'(
二
四

二
)

六
三



私

法

の

鍵

遷

(第
三
雀
第

一貌
)

(
二
四
四
)

六
四

「
継
続
的
債
務
関
係

(
D
a
u
e
r
s
c
h
u
l
d
v
e
r
h
i
i
l
t
n
i
s

)
は

一
般
に

一
時
的
債
務
関
係

(
v
o
r
i
i
b
e
r
g
e
h
e
n
d
e
 
S
c
h
u
l
d
v
e
r
h
a
l
t
n
i
s

)

と

は
全
然
異
つ
た
法
を
生
ぜ
し
め
る
。
債
権
法
の
諸

一
般
原
則
の
大
部
分
は
前
者
に
は
適
用
し
え
ず
,
単
に

後
者
に

の
み
適
用
し
う

る
。
義
務
不
履
行
に
因
る
解
除
ま
た
は

一
般
的
有
数
要
件
欠
訣
に
因
る
1

例

へ
ば
錯
誤
ま
た
は
強
制
に
因
る
i

取
清
は
、
縫
綾

的
関
係

が
始
ま
る
や
否
や
、
こ
こ
で
そ
の
力
を
失

ふ
。
使
用
者
が
、被
用
者
の
資
質
に
つ
き
錯
誤

に
陪

つ
て
ゐ
る
場
合

に
は
、
そ
の
契

約
を
軍
に
解
く

(
l
o
s
e
n

)
こ
と
は
で
き
る
が
、
し
か
し
、
諸
般
の
効
果

(
例

へ
ば
,
社
會
保
険

に
關
す
る
諸
権
利

・
報
酬
の
給
付
)

を
件
つ
て
ゐ
る
・
そ
の
時
ま
で
の

・
そ
の
存
立

(
B
e
s
t
a
n
d

)
を
除
去
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
は
、

組
合
関
係

が
強
制
に

よ

つ
て
成
立
せ
し
め
ら
れ
た
場
合

に
お
い
て
も
な
ほ
、
組
合
の
存
立
は
こ
の
世
界
か
ら
抹
殺
さ
れ
え
な
い
の
。こ
同
様
で
あ
る
。
担
保

の

諸
効
果

(
G
e
w
a
h
r
l
e
i
s
t
u
n
g
s
f
o
l
g
e
n

)
は
牧
縮
し
て
こ
こ
で
は
解
滑
原
因

(
A
u
f
l
i
i
s
u
n
g
s
g
r
i
i
n
d
e

」な
る
。

給
付
の
違
法
な
る
こ

と
は
、
既
に
生
じ
た
そ
の
効
果
を
除
去
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
約
定
叉
は
法
定
の
方
式
の
不
違
守
が
行
爲
を
し
て
効
力

を
生
ぜ
ざ

ら
し
む
る
も
の
ご
な
す
の
原
則

(
ド
イ
ツ
民
法

一
二
五
條

・
オ
ー
ス
ト
リ
ア
民
法
八
八
六
條
)
は
、
最
初

の
給
付
を
も
つ
て
既
に
作

用
し
始
め
て
し
ま

つ
た
よ
う
な
継
続
的
諸
関
係

に
は
,
交
渉
を
持
ち
え
な
い
。
継
績
関
係

は
、
だ
か
ら
、
効
力

を
生
ぜ
ざ
る
も
の
で

は
な
く
、
単
に

解
滑
し
う
る
も
の
・こ
な

つ
た
の
で
あ
る
。
継
続

的
関
係

に
対
す

る
支
払
不
能

(
I
n
s
o
l
v
e
n
z

)
の
影
響
も
ま
た
、
電
純

な
る
債
務
関
係

に
対
す

る
そ
れ
と
は
根
本
的

に
異
な
る
。
と
い
ふ
わ
け
は
.
縄
績
的
関
係

は
云
ふ
ま
で
も
な
く
支
払

不
能
に
頓
着
な



く
そ
れ
を
超

え
て
作
用
す
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
は
ち
、
定
期
金
は
引
き
つ
"
い
て
給
付
せ
ら
れ
な
け
れ
ば

な
ら
ず
,
保
険

料
は
引

き
つ
・・
き
危
険
の
墳
補

の
た
め
佛
ひ
込
ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら
す
、
報
酬
な
ら
び
に
借
賃
は
引
き
つ
"
き
支
払

は
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
な
ぜ
な
ら
、
無
論
、
定
期
金
受
領
者
は
破
産
開
始
或
ひ
は
和
議
手
續

開
始
の
後
に
お
い
て
も
な
ほ
生
活

し
て
ゐ
る
し
、
危
険

は

な
ほ
存
続

す
る
し
、
場
屋
は
引
き
つ
f
き
利
用
せ
ら
れ
労
務

は
引
き
つ
f
き
使
用
せ
ら
れ
る
か
ら
。
」

二

四
六
i

一四
七
頁
)

む

す

び

い
ま
ま
で
述
べ
た
と
こ
ろ
に
よ
つ
て
、
法
が
,
實
質
関
係

の
獲
展
に
よ
つ
て
い
か
な
る
憂
更
を
受
け
た
か
、
ま
た
、
か
よ
う
な
愛

更
に
件
ひ
、
法
律
技
術
的
に
は
い
か
な
る
変
化

が
現
は
れ
た
か
、
と
い
ふ
こ
と
を
不
完
全
な
が
ら
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

最
後

に
、

レ
ン
ホ
フ
の
結
語
を
,

こ
こ
に
引
用
し
て
、
こ
の
稿
を
終
り
た
い
。
ー

「
以
上
述

べ
た
と
こ
ろ
で
は
,
軍

に
私
法

に
お
け
る
変
遷

に
鰯
れ
た
に
す
ぎ
な
い
。
私
法
自
身
が
ー

し
ば
く
主
張

せ
ら
れ
る

よ
う
に
1

絶
え
す
次
第

に
公
法
の
進
出
に
敗
れ
ざ
る
を
え
な
い
か
さ
う
か
、
す
な
は
ち
、

『
純
梓
な
私
法
1

,こ
し
て
は
ー

終

焔
す
る
』
か
,こ
う
か
、
或
ひ
は
少
く
と
も
、

『
私
法
と
公
法
的
要
素
,こ
の
ー

ま
す
く

強
度
と
な
り
ゅ
く
1

混
合
が
看
取
さ
れ

る
』
か
さ
う
か

(
H
e
c
k
m
a
n
n
,
 
E
i
n
f
u
h
r
u
n
g
 
i
n
 
d
i
e
 
R
e
c
h
t
s
w
i
s
s
e
n
s
c
h
a
f
t
,
 
S
.
 
2
2
9

を
見
よ
)
は
、
こ
こ
で
論
究
す
べ
き
か
ぎ
り

私

法

の

鍵

遷

(第
三
霧
第

一號
)

(
二
四
五
)

六
五



私

法

の

塑

遷

(第
三
霧
第
一
號
)

(
二
四
六
)

六
六

で
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
私
魯
a
慰
優
風
a
・
外
法
心
お
ひ

・
画
趾

は
、
主
と
し
て
、
國
家
の
そ
の
時

々
に
お
け
る
経
済
的
態
度
な
ら

び
に
國
家
の
政
治
的
講
成
に
よ
つ
て
制
約
さ
れ
る
か
ら
。
独
裁
判

(
D
i
k
t
a
t
u
r

)
は
,
独
立

な
る
裁
判
所
の

権
限
を
で
き
う
る
か
ぎ

の
狡
め
よ
う
と
欲
す
る
で
あ
ら
う
し
、
民
主
制

(
D
e
m
o
k
r
a
t
i
e

)
は
、
か
よ
う
な
権
限
な
ら
び
に

一
種
の
自
治

(
例

へ
ば
諸
團
體

の

自
律
)
を
で
き
う
る
か
ぎ
り
籏
大
し
よ
う
と
欲
す
る
で
あ
ら
う
。
こ
の
こ
と
は
、
直
接
に
、
今
日
の
國
民
経
済

な
ら
び
に
社
會
の
構

成
の
愛
遷

に
よ
つ
て
で
は
な
く
、
む
し
ろ
政
治
的
に
、
基
礎
づ
け
ら
れ
て
ゐ
る
。
し
か
し
、
私
法
自
盟
に
対
す

る
か

、
る
諸
力
の
影

響
は
摩
財
か
い
㍗
麟
把
捉
し
う
る
。
か

・
る
意
味
に
,
こ
の
論
稿
も
理
解
せ
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
」

(
一
四
七
-

一四
八
頁
)

(
一
九

三

二

●

=

一
●
四

●
夜
)


